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はじめに 

 

 地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 28 条の規定に基づき、

地方独立行政法人加古川市民病院機構（以下「法人」という。）の令和６年度における業務実績の全

体について総合的に評価を行った。 

 法人の業務実績評価については、平成 29 年度までは、地方独立行政法人加古川市民病院機構評

価委員会（以下「評価委員会」という。）が行うこととされていたが、平成 29年６月に法が改正さ

れ、平成 30 年度より設立団体の長である市長が行うこととなった。ただし、病院事業の運営は非

常に専門性が高いため、市長が評価を行うにあたっては、引き続き外部の有識者で組織する評価委

員会において専門的かつ客観的意見を聴くこととしている。 

本市において、平成 30年７月 25日付で決定した「地方独立行政法人加古川市民病院機構の業務

実績に関する評価の基本方針」及び「地方独立行政法人加古川市民病院機構年度評価実施要領」に

基づき、評価委員会の意見を踏まえ評価を行った。 

  

 

地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会 委員名簿 

 氏 名 職 名 

委 員 長 加堂 哲治 
兵庫県立淡路医療センター名誉院長 兼 

医療法人社団顕鐘会 神戸百年記念病院 副理事長 

副委員長 水野 正之 一般社団法人加古川医師会長 

 石井 俊行 兵庫大学看護学部看護学科 教授 

委  員 花房 裕志 弁護士 

 森 かおる 公認会計士・税理士 
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第１項 全体評価 
 

（１）評価結果及び判断理由 

 

① 評価結果 

「Ａ：中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。」 

評価結果 

Ｓ 

特に評価すべ

き進捗状況 

Ａ 

順調に 

進んで いる 

Ｂ 

概ね順調に 

 進んでいる 

Ｃ 

やや 

遅れている 

Ｄ 

大幅に 

遅れている 

 ※評価基準：評価Ａ･･･評価点が３．５以上４．５未満 

 

② 判断理由 

 令和６年度の業務実績に関する大項目評価については、以下のとおり判断した。また、評価項目全体

の評価点は「４．２２」であった。 

・「住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上」 …評価Ａ（順調に進んでいる） 

・「業務運営の改善及び効率化」 …評価Ａ（順調に進んでいる） 

・「財務内容の改善」 …評価Ｓ（特に評価すべき進捗状況） 

・「その他業務運営に関する重要事項」 …評価Ｂ（概ね順調に進んでいる） 

 第３期中期計画（令和３年度～令和７年度）の４年目である令和６年度は、生成ＡＩを含む医療分野

のデジタル技術の活用やマイナ保険証の利用拡大など、医療ＤＸの推進が国全体で進められる一方、少

子高齢化の進展に伴う医療需要の増加や医師の働き方改革への対応が求められる１年となった。 

令和６年度の実績として、救急車受入件数は目標値を超える 8,545 件となった。また、小児・周産期・

循環器領域では 24時間 365 日体制で救急対応を堅持し、心肺停止（ＣＰＡ）受入件数、ドクターカー運

行件数ともに昨年度を上回り、迅速な救命体制が整備されており評価できる。夜間・休日の二次救急体

制も概ね維持できており、救急医療への対応は全般的に高く評価される。 

災害時における機能の強化では、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の２隊編成を可能にするなどの機

能強化を図った。厚生労働省が推進する広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への参画を継続す

るなど、災害対応に関する体制を維持したことが評価できる。 

地域の中核医療機関としての役割の発揮では、目標指標として設定した人間ドック受診者数、紹介率、

逆紹介率ともに１００％を超える達成率を堅持した。ＰＦＭ（患者フロー管理）運用を推進し、効率的

に入退院を管理したことが評価できる。 

 高度・専門医療の提供では、緩和ケア病棟の運用を開始し、終末期がん患者のニーズに沿った医療の

提供体制を整備した。また、24 時間 365 日体制で急性期循環器症例やハイリスク妊産婦、新生児救急症

例を受け入れた。さらに、がんゲノム医療連携病院の指定を受け、がんゲノム外来を開始したことや、

卒後臨床研修評価機構の第三者評価を受審し、基準を満たした研修施設と認定されたことが評価できる。 

 業務運営の改善及び効率化では、医師の働き方改革制度の施行に関して、変則労働時間の設定やシフ

ト勤務等を活用しながら勤務時間を管理し、新制度で示された各種水準を逸脱した勤務を行う診療科は

なかった。また、電子決裁システム・ペーパーレス会議など ICT 活用で事務効率化を図った。 

財務内容については、物価上昇の影響があるものの、病院経営に影響する様々な指標をタイムリーに

モニタリングし、経営課題を的確に把握し対応することで、収益を確保するなど安定した経営が維持さ

れていることは大いに評価できる。 
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以上のことから、令和６年度の業務実績については、地域医療を堅持する公立病院としての使命を十

分に果たすとともに、安定した経営を継続していることを高く評価し、全体として「中期目標・中期計

画の達成に向けて順調に進んでいる」と判断した。 

 

【大項目評価による評価点の算出】 

項  目 評価 
項目数 

配分 
比率 
（％） 
(a) 

合計点
(b) 

評価点 
(c) 大項目評価 

１ 住民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に

関する事項 

14 70 290 4.14 
Ａ 

順調に進んでいる 

２ 業務運営の改善及び効率化に

関する事項 
４ 18 72 4.00 

Ａ 

順調に進んでいる 

３ 財務内容の改善に関する事項 ２ 10 45 4.50 
Ｓ 

特に評価すべき進捗状況 

４ その他業務運営に関する重要

事項（地域社会との協働の推

進） 

１ ２ ６ 3.00 
Ｂ 

概ね順調に進んでいる 

合  計 21 100 413 4.13  

※評価点(c)の算出方法 ＝ 合計点(b) ÷ 配分比率 (a) 

 

【加点項目の算出】 

加点項目 評点 
(d) 

加点 
比率 
(e) 

加点 
（f） 

５ その他業務運営に関する重要

事項（市施策への協力） 
３ ３ ９ 

※加点(f)の算出方法 ＝ 評点(d) × 加点比率(e) 

 

※全体評価の算出方法 ＝ （ 合計点(b)の合計 ＋ 加点(f) ）÷ 配分比率(a)の合計 

 （ ４１３ ＋ ９ ）÷ １００ ＝ ４．２２ 

 
〈評価基準〉 
・大項目評価及び全体評価 
Ｓ：中期目標・中期計画の達成に向けて、計画を大幅に上回り、特に評価すべき進捗状況にある。 
（評価点が 4.5 以上） 

Ａ：中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。（評価点が 3.5 以上 4.5 未満） 
Ｂ：中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に進んでいる。（評価点が 2.5 以上 3.5未満） 
Ｃ：中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れている。（評価点が 1.5 以上 2.5 未満） 
Ｄ：中期目標・中期計画の達成のためには大幅に遅れている、または重大な改善すべき事項がある。 
（評価点が1.5未満） 

・小項目評価 
５：年度計画を十分に達成している 
４：年度計画を達成している 

 ３：年度計画を概ね達成している 
 ２：年度計画の達成にはやや不十分である 
 １：年度計画の達成には不十分である 

-3-



 
 

③ 特筆すべき取組 

小項目評価において、「年度計画を十分に達成している」、「年度計画を達成している」となった以下の

19 項目は、大いに評価できる。 

 

ア 年度計画を十分に達成している 

小項目 取組内容 

地域の中核医療機関と

しての役割の発揮 
地域の医療・介護従事者に向けた研修会の実施にあたっては、過去の参加実

績を分析し、座学だけではなく実技等を盛り込み、多様性に富んだ研修内容に

なるよう見直しを図った。 

地域連携セミナーを開催し、医療機関・後方連携機関と顔の見える関係を引

き続き維持するとともに、入院前から退院後の在宅療養までの連携体制の強化

を図り、地域の中核病院としての役割を果たした。 

総合診療体制とチーム

医療の充実 
増改築の完了により、緩和ケア病棟の開設や、小児・周産期領域から一般病

床への変更など、医療需要に合わせた病床再編を行った。また、認知症疾患医

療センターでは、抗体製剤外来を設置し、軽度認知障害の治療体制を整備した。 

手術室２室を増室し、うち１室はハイブリット手術室を整備し、脳血管治療

をはじめ循環器領域の手術の拡充を図った。 

看護外来は慢性腎臓病療養支援外来を開設し、13 の看護外来にて多職種が

連携し、在宅療養支援を行った。 

高度・専門医療を提供 

する人材の確保と育成 
幅広い診療科目を有する急性期総合病院として、様々な症例経験やトレーニ

ング機器を用いた実習、離島を含めた地域医療研修など多様な研修プログラム

を用意し、学べる病院としての機能を発揮した。また、卒後臨床研修評価機構

（ＪＣＥＰ）による第三者評価を受け、基準を満たす研修施設として認定され

た。 

経営基盤の強化 人口推計やＤＰＣデータを用いた将来受療予測を行い、働き方改革を踏まえ

た人員配置計画や地域連携活動に活用した。 

病院経営に影響する様々な指標をタイムリーにモニタリングし、経営課題を

的確に把握することで、迅速な対応を実現した。 

 

イ 年度計画を達成している 

小項目 取組内容 

救急医療への対応 

 

社会環境の変化とともに救急要請件数が増加傾向にあり、加えて、働き方改

革などの影響により、圏域全体で夜間・休日の救急受入体制が低下してきてい

る中、心臓血管センター、周産母子センター、こどもセンターでは、24時間 365

日の救急受入体制を維持し、過去最高であった昨年度とほぼ同等の救急車受入

件数を維持した。 

地域の医療機関と協議を行い、同意を得た 13 の医療機関と連携し、ドクター

カーによる早期の下り搬送を実現し、地域全体で、よりスムーズな救急受入体

制を整備した。 

災害時における機能の

強化 

 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の２隊編成が可能となり、地域災害拠点病
院として体制の充実を図った。また、兵庫県合同防災訓練、ＤＭＡＴ近畿地方
ブロック訓練など、大規模地震を想定した訓練に参加した。 

院内においても、災害対策本部立ち上げ訓練、備蓄食配布訓練、火災を想定
した避難訓練など、様々な訓練を実施し、災害対応力の強化を図った。 
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小項目 取組内容 

感染症対策の強化 新興感染症への備えとして、兵庫県と医療措置協定を締結し、院内体制の整
備を図った。 

高齢者施設への研修や相談介入を行い、地域の医療機関や高齢者施設に対す
る感染症対策を推進した。 

がん医療の充実 終末期がん患者の意向やニーズを背景に、緩和ケアセンターの機能を強化
し、４月に緩和ケア科を、７月には緩和ケア病棟（ＰＣＵ）を開設し、運用を
開始した。 
手術支援ロボット（ダヴィンチ）では、新たに結腸切除の適用を開始し、放

射線治療では、ＡＩ搭載の治療計画ＣＴを導入し、治療計画をスムーズに行う
ことで治療の早期開始が可能となった。また、12月には、がんゲノム医療連携
病院の指定を受け、がんゲノム外来を開始した。 
増築棟の完成により、常設のがんサロンを開設し、情報提供や相談体制の充

実を図り、患者や家族の支援を行った。 
循環器疾患にかかる医
療の充実 
 

24 時間 365 日体制で急性期循環器症例の受入や、脳卒中の救急医療体制の
確立へ向けた取組、低侵襲治療の拡大、循環器領域への緩和ケアの導入など地
域の心臓血管センターとしての役割を果たした。 

他の医療機関では対応困難な腎不全、心不全など合併症を伴う脳卒中患者の
対応を継続して実施した。 

消化器疾患にかかる医
療の充実 

総合的な診療体制により、出血を伴う消化管急性疾患や、胆管炎、胆道閉塞
などの急性疾患に対する緊急内視鏡治療に対応し、地域の救急医療をカバーし
ている。 

直腸がん、胃がんに加え、結腸がんに対する手術支援ロボット（ダヴィンチ）
の適用を開始した。 

周産期医療の充実 地域周産期母子医療センターとして地域の三次救急の役割を担い、24 時間

365 日ハイリスク妊産婦をはじめ緊急性の高い母体、新生児救急症例の受入を

行った。 

小児医療の充実 小児地域医療センターとして、24時間 365 日の救急受入体制を堅持した。 

小児神経、アレルギー、小児腎臓などの専門医が在籍し、様々な専門外来を

実施した。特に気道評価は圏域を超えた広範囲からの患者に対応し、増加傾向

にある。 
医療安全管理及び感染
対策の徹底 

これまでインシデント報告が少なかった診療部において、リスクマネー
ジャーを設置し、インシデント報告の徹底と事案の共有及び再発防止に努め
た。 
病理細胞診、組織診、内視鏡レポートに対するパニックアラート運用に加

えて、放射線、内視鏡、一般検体検査、心電図、超音波等、多岐に渡る部門

検査の未読結果・レポートを通知する既読管理システムの適正な監視体制を

継続し、見落とし防止を図った。 
患者とともに進める医
療の推進とサービスの
充実 

入院時重症患者対応メディエーターの配置や、社会保険労務士による療養・
就労両立支援など、患者に寄り添い、患者の意思決定を支援する体制を維持し
た。 

効率的・効果的な組織 
運営 

部門別の稼働状況や重要な情報を共有する運営協議会の月次開催を継続し
たほか、稼働状況など各種経営指標を日計で表示し、全職員に公開することで、
職員の経営参画意識を醸成している。 

公式ＬＩＮＥを開始し、タイムリーな情報発信を実施し、より多くの方に情
報が届くよう努めた。 

コンプライアンスの徹
底 

パワーハラスメントに関するアンケートによる実態把握や、研修などによる
個人情報保護や職員倫理に関する理解の深化、様々な情報セキュリティ対策の
実施など、コンプライアンスの徹底を図った。 

やりがいづくり、モチ
ベーションアップへの
取組の充実 

システミックコーチングにより、風通しの良い組織風土が定着しつつある。
また、半期ごとの所属長による評価面談の機会を通して、職員が設定した目標
とその達成状況を振り返ることで、双方向の人事評価が機能し、成果の承認や
課題の認識によって職員自身の成長を促した。 

職員満足度調査を継続し、職員ニーズの変化の把握に努めた。 
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小項目 取組内容 
働き方改革の推進 厚生労働省が推進する医師の働き方改革制度の施行に対し、労働及び労働以

外の時間区分のモニタリングシステムを活用し、管理者が適宜指示調整を行
い、変則労働時間の設定やシフト勤務を活用しながら、時間外勤務の削減等の
取組を進め、すべての診療科において、同制度により承認された基準下での勤
務を実現した。 

収入の確保及び費用の
最適化 

診療報酬の査定減点の詳細な分析を行い、委員会で検討した。内容は各診療 
科にフィードバックし、要注意項目に対して医師と事務が協力して対策を

行った。 
コスト削除プロジェクトを立ち上げ、診療材料の見直しや運用方法の見直し

など病院全体でコスト削減を意識した取組を進めた。 

 

（２）評価にあたっての意見、指摘等 

令和６年度の業務実績は、前年度に引き続き、多くの項目で年度計画の目標が達成できており、第３期

中期計画の目標達成に向けて着実に進んでいる。 

令和６年７月に緩和ケア病棟の運用を開始し、がん患者をはじめとする地域住民に対し、急性期から終

末期に至るまで切れ目のない医療を提供する体制を整備したことは重要な成果である。これにより、従来

の高度・専門医療に加え、患者及び家族の生活の質に十分配慮した医療を提供できるようになった点は高

く評価される。また、手術室２室を増設し、うち１室はバイブリット手術室としており、医療の質と効率

の両立に資するものと認められる。これらに代表される様々な取組により、今後も地域における中核病院

としての責務を果たしつつ、持続可能な医療体制の確立に寄与することが期待される。 

 

（３）第３期中期目標期間における全体評価の推移 

第３期中期目標期間 

〈令和３年度～令和７年度〉 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

評価結果 

Ａ 

順調に 

進んで いる 

Ａ 

順調に 

進んで いる 

Ａ 

順調に 

進んで いる 

Ａ 

順調に 

進んで いる 

評価点 ４．１７ ４．３５ ４．０３ ４．２２ 
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第２項 項目別評価 

 

（１）大項目別評価 

１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

①  評価結果 

「Ｓ：中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある。」 

Ｓ 
特に評価すべき

進捗状況 

Ａ 
順調に 

進んでいる 

Ｂ 
概ね順調に 

進んでいる 

Ｃ 
やや 

遅れている 

Ｄ 
大幅に 

遅れている 

※評価基準：評価Ｓ…評価点が４．５以上 

 

② 判断理由 

新型コロナウイルス感染症が国内で蔓延した令和２年度に新型コロナウイルス感染症重点医療機関

の指定を受け、最大52床の確保病床に重症・中等症の患者を受け入れると同時に、通常診療・手術・

救急医療の提供を途切れることなく提供し、公立病院としての責務を遂行した。 

さらに、令和５年度には地域災害拠点病院の指定を受け、ＤＭＡＴを発足した。当初は１隊編成で

あったが、機能強化のため２隊編成にした点は高く評価される。また、ＤＭＡＴの初派遣となった能

登半島地震では、災害医療の一翼として尽力した。 

加えて、小児・周産期など専門センターの24時間365日体制を堅持し、住民に対し高度かつ安心でき

る医療を提供した。特に周産期医療分野ではハイリスク妊産婦をはじめ、緊急性の高い母体や新型コ

ロナウイルス感染症母体受入にも貢献したことは高く評価される。 

 14の小項目のうち、７項目で中期目標を十分に達成する見込みであり、他の７項目についても、中

期目標を達成する見込みである。中期目標期間見込評価実施要領に基づき、小項目評価より算出した

当該大項目の評価点は、「４.５０」であった。 

以上のことから、「中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある」と判

断した。 

 

【小項目評価による評価点の算出】 

中項目 小項目 
配分 
％ 
(a) 

法人 
評価 
委員会 

市 

評価 
(b) 

評価 
(c) 

評価 
(d) 

評価点 
(e) 

１ 公立病院と
しての役割の発
揮と責務の遂行 

(１) 救急医療への対応 5 4 4 4 20 

(２) 災害時における機能の強化 5 5 5 5 25 

(３) 感染症対策の強化 5 5 5 5 25 

(４) 
地域の中核医療機関としての役割の
発揮 

5 5 5 5 25 

中項目 計 20 - - - 
95 

(4.75) 
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中項目 小項目 
配分 
％ 
(a) 

法人 
評価 
委員会 

市 

評価 
(b) 

評価 
(c) 

評価 
(d) 

評価点 
(e) 

２ 高度・専門医
療の提供 

(１) がん医療の充実 5 4 4 4 20 

(２) 循環器疾患にかかる医療の充実 5 4 4 4 20 

(３) 消化器疾患にかかる医療の充実 5 4 4 4 20 

(４) 周産期医療の充実 5 4 5 5 25 

(５) 小児医療の充実 5 5 5 5 25 

(６) センター診療機能の更なる充実 5 4 4 4 20 

(７) 総合診療体制とチーム医療の充実 5 5 5 5 25 

(８) 
高度・専門医療を提供する人材の確
保と育成 

5 5 5 5 25 

中項目 計 40 - - - 
180 

(4.50) 

３ 安全で信頼
される医療の提
供 

(１) 医療安全管理及び感染対策の徹底 5 4 4 4 20 

(２) 
患者とともに進める医療の推進と
サービスの充実 

5 4 4 4 20 

中項目 計 10 - - - 
40 

(4.00) 

合 計 70 - - - 
315 

(4.50) 

※ 大項目評価の評価点の算出方法 

〔 小項目評価(d) × 配分(a) 〕の合計÷配分(a)の合計 

３１５ ÷ ７０ ≒ ４．５０ 

 

③ 評価委員会による評価及び意見 

ア 評価委員会の大項目評価結果 

「Ｓ：中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある。」 

 

イ 特筆すべき小項目評価 

１－(１) 救急医療への対応  【評価：４】 
 コロナ禍では他の医療機関が二次救急として受入困難な患者に対応し、地域の二次救急医療の

中核的な役割を十分に果たせたと言える。 

 救急車受入件数は増加している。救急要請自体の件数が増加していることにより、救急車受入

要請に対する不応率が悪化していることが見て取れる。心臓血管センター等の 24 時間 365 日の

救急受入体制の維持は、地域の二次救急医療機関としての役割を果たしていると評価できる。 

 24 時間 365 日の救急車受け入れ態勢を維持し、二次・三次救急医療の役割を担った。 

 不応率の数値目標が未達であるものの、地域の救急医療を担うため、計画を大きく上回る救急

車受入を実現した結果であり、その努力は大いに評価できる。 
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１－(２) 災害時における機能の強化 【評価：５】 
 ＤＭＡＴを発足し、災害拠点病院としての体制を整備している。被災地支援活動や大規模災害

時の訓練、災害の発生に備えた衛生材料等の確保、災害医療チームの活動強化などに取り組ん

でいることは評価できる。 

 ＤＭＡＴ隊員の２隊編成が可能となったことにより、災害時における救急体制がより整備され

た。 

 災害拠点病院として医療チームの派遣・被災地支援を行った。 

 ＥＭＩＳへの参画のほか、災害派遣医療チームの編成も順調に進んでいる。また、物的・人的

側面でも継続的に災害時に備えた機能強化に取り組んでいる点は高く評価できる。 

 

１－(３) 感染症対策の強化 【評価：５】 
 コロナ禍では県と連携を図り、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として機能、役割を維

持した。 

 コロナ禍が落ち着いたとは言え、備えは必要である。資材の備蓄が３ヶ月分あり、感染症対策

診療継続計画に従った診療を行ったことは評価できる。 

 コロナ禍において新型コロナウイルス感染症重点医療機関としての機能を維持した。 

 新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機の中、しっかりとリスクをコントロールしなが

ら、地域医療を支え続けたうえ、実績を上げた点は特に評価できる。 

 

１－(４) 地域の中核医療機関としての役割の発揮 【評価：５】 
 目標指標は達成され、地域の医療機関等と連携を図り、地域包括ケアシステムの推進に貢献し

ている。人間ドックの提供、健康講座や啓発活動により、地域住民の予防医療への意識啓発に

大きな成果、役割を果たしている。 

 いずれの目標も達成しており、公式ＬＩＮＥでの情報発信等、住民に対するサービスは向上し

ている。 

 地域包括ケアシステムの推進に貢献し地域の医療機関との連携を図った。 

 全ての数値目標と中期計画目標の項目を達成しており、地域医療支援病院として、十分な結果

を出したものと評価できる。 

 

２－(１) がん医療の充実 【評価：４】 
 新たな領域で手術支援ロボットによる治療を行っている。終末期がん患者に対して、2024 年度

に緩和ケア科および緩和ケア病棟を開設したことに関し、今後の運用に期待する。 

 がん登録件数は減少しているが、化学療法件数や緩和ケアチーム介入件数は増加しており、が

ん治療に対して積極的な取組が評価できる。 

 がん集学的治療センターの充実に努めた。 

 数値目標及び中期計画目標の一部未達であるが、緩和ケアの創設など、その他は良好な水準で

ある。引き続き、がん登録件数の増加に向けた取組及び婦人科領域のがん治療に向けた体制整

備を期待したい。 

 

２－(２) 循環器疾患にかかる医療の充実 【評価：４】 
 一部目標指標に到達していない項目はあるが、24時間 365 日体制で急性期循環器症例を堅持し

て地域医療の役割を担っている。 

 ＰＣＩ、ＰＴＡの件数は減少しているものの、心不全ホットラインの開設やリハビリテーショ

ン実施件数の大幅な増加など、積極的な取組を評価する。 

 循環器疾患の拠点病院として緊急搬送の受け入れ・高度専門医療の提供・心不全地域連携パス

の確立等、地域支援体制を構築・維持している。 

 数値目標、中期計画の目標とも、概ね達成しており評価できる。数値目標未達のＰＣＩ及びＰ

ＴＡ件数については、患者の実情も踏まえて目標設定の見直しを検討されたい。 
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２－(３) 消化器疾患にかかる医療の充実 【評価：４】 
 緊急内視鏡治療に関して地域の救急医療をカバーしている。直腸がんに対して低侵襲の治療を

行うなど、新たな分野に手術支援ロボットの適応を実施している。高度肥満疾患に対する多職

種による肥満外科チームの今後の活動に期待する。 

 目標未達の項目もあるが、ダヴィンチでの手術の適用範囲を結腸がんに広げる等、新しい治療

方法を推進したことを評価する。 

 内科と外科が一体となって消化器センターの総合的な診療体制を築いた。 

 内視鏡検査については、中期目標を上回る結果であり、ダヴィンチの適用も開始するなど、順

調に結果を出している。ＥＭＲやＥＳＤ件数増に期待したい。 

 

２－(４) 周産期医療の充実 【評価：５】 
 地域周産期母子センターとして地域の三次救急の役割を担い、24 時間 365 日にわたり緊急性の

高い母体や新生児救急症例、圏域外からの新型コロナウイルス感染症母体受入要請に対応した

ことは大きく評価される。 

 目標達成率はほぼ 100％で、地域周産期医療母子センターの機能を果たしている。 

 新生児緊急搬送・高度医療の提供体制を維持し三次救急の役割を担った。 

 コロナ禍での高リスク妊産婦の出産を支え、少子化が進む中でも、分娩件数やハイリスク妊産

婦の受け入れが増加傾向にあり、地域の周産期医療への貢献は非常に大きいと評価する。 

 

２－(５) 小児医療の充実 【評価：５】 
 目標指標を大きく達成している。24 時間 365 日の緊急受入体制を堅持し、新型コロナウイルス

感染症患児の治療を行ったことは評価される。 

 目標を大きく上回って達成しており、様々な分野との連携が評価できる。 

 こどもセンターは県下の小児地域医療センターとして最も優れた医療体制を確立した。 

 中期目標のすべてを達成するとともに、数値目標も大幅に上回る結果を出しており、地域にお

ける小児科医療の拠点として期待以上の結果を出している。 

  

２－(６) センター診療機能の更なる充実 【評価：４】 
 今後も地域の呼吸器センターとしての機能を充実していくことを期待する。 

 呼吸器センターを有効活用し、高度な医療の提供及び人材育成を期待する。 

 呼吸器センターとしての機能を充実させた。 

 2023 年１月に、呼吸器センターの設置を実現し、その後も高度専門医療の充実を図っており評

価できる。 

 

２－(７) 総合診療体制とチーム医療の充実 【評価：５】 
 手術室の増室、がんゲノム外来開始、集中治療領域の編成など高度・専門医療の提供に取り組

んでいる。チーム医療では管理栄養士・理学療法士・看護師などの活動により成果となってい

る。 

 目標数値を達成しており、高度・専門医療の提供及びチーム医療も推進している。 

 達成率が充実しており、質の高いチーム医療を提供できた。 

 中期目標項目、数値目標もすべて達成しており、総合診療体制とチーム医療の充実という目標

は十分に達成されている。 
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２－(８) 高度・専門医療を提供する人材の確保と育成 【評価：５】 
 急性期病院として、初期研修専攻医に様々な研修プログラムを用意し、知識と経験を習得する

環境を整備していることは人材の確保と育成につながり、成果となっている。 

 医師、看護師の人数も目標を達成しており、研修制度も充実している。専門医の資格取得者も

増えており、人材確保と育成の点で十分な結果を残している。 

 達成率が充実しており、安定的な医療体制を維持し、人材育成に寄与した。 

 医師不足、人材不足が社会問題となる中で、中期目標を大きく上回る医師や研修医の採用実績

が継続していることは、十分な結果を出していると評価できる。 

 

３－(１) 医療安全管理及び感染対策の徹底 【評価：４】 
 ヒヤリハットレポート、インシデント検討など、医療安全の透明性確保を徹底し、安全性の向

上に取り組んでいることは評価される。新興感染症対策として、医師会をはじめとする地域全

体で訓練を実施していることも評価される。 

 ヒヤリハット件数及びインシデント件数は計画当初より増加傾向にある一方で、定期的な研修

を行い、院内の安全・感染対策に注力していることは評価できる。 

 安全管理を徹底し、新興感染症発生に対応できる体制・対策の強化に努めた。 

 中期目標項目をすべて達成しており、医療安全管理及び感染症対策の結果、大きな事故やイン

シデントもなく推移しており、高く評価できる。 

 

３－(２) 患者とともに進める医療の推進とサービスの充実 【評価：４】 
 患者満足度(入院・外来)は高い水準を維持している。患者中心の医療の充実のため、メール呼

び出しサービスなど多くの活動に取り組んでいることも評価される。 

 目標数値は達成しており、外来待ち時間の短縮に努める等、サービスの充実を推進している。 

 患者ニーズを的確に把握し、提供するサービス全般の満足度向上に取り組んだ。 

 数値目標に届かない項目があるものの、わずかな数値差である。他方で、継続的に高水準の患

者満足度を維持している点を考慮すると、概ね中期計画は達成された。 
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２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

① 評価結果 

「Ａ：中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある。」 

Ｓ 
特に評価すべき

進捗状況 

Ａ 
順調に 

進んでいる 

Ｂ 
概ね順調に 

進んでいる 

Ｃ 
やや 

遅れている 

Ｄ 
大幅に 

遅れている 

※評価基準：Ａ…評価点が３．５以上４．５未満 

 

② 判断理由 

医療環境の変化に対応するため、病棟ごとの稼働状況を定期的に検証し、病床配置の最適化

や人員体制を調整した。また、電子決裁やペーパーレス会議を通して業務効率化を推進したこ

とは評価できる。また、病院クラークの増員、多職種間でのタスクシフト・タスクシェアを通

じて全職員の業務量の平準化を推進したことは評価できる。 

加えて、稼働率や収益をリアルタイムで管理し、課題を速やかに把握し適切に対応できる体

制を構築している点が評価される。 

４項目のうち、「効率的・効果的な組織運営」をはじめ全ての項目で中期計画を達成してい

る。中期目標期間見込評価実施要領に基づき小項目評価より算出した当該大項目の評価点は

「４．００」であり、３.５以上４.５未満であることから「中期目標・中期計画を十分達成する

見込みである。」と判断した。 

 

【小項目評価による評価点の算出】 

中項目 小項目 
配分 
％ 
(a) 

法人 
評価 
委員会 

市 

評価 
(b) 

評価 
(c) 

評価 
(d) 

評価点 
(e) 

１ 自律性・機動
性・透明性の高い
組織運営 

(１) 効率的・効果的な組織運営 4 4 4 4 16 

(２) コンプライアンスの徹底 4 4 4 4 16 

中項目 計 8 - - - 
32 

(4.00) 

２ 働きやすく、
やりがいのある職
場づくり 

(１) 
やりがいづくり、モチベー
ションアップへの取組の充実 

5 4 4 4 20 

(２) 働き方改革の推進 5 4 4 4 20 

中項目 計 10 - - - 
40 

(4.00) 

合 計 18 - - - 
72 

(4.00) 

※ 大項目評価の評価点の算出方法 

〔 小項目評価(d) × 配分(a) 〕の合計÷配分(a)の合計 

７２ ÷ １８ ≒ ４．００ 

③ 評価委員会による評価及び意見 
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ア 評価委員会の大項目評価結果 

  「Ａ：中期目標・中期計画を十分達成する見込みである。」 

 

イ 特筆すべき小項目評価 

１－(１) 効率的・効果的な組織運営  【評価：４】 
 職員による経営分析、戦略立案を中心にサポート体制が整備されている。ＩＣＴをはじめとす

るデジタル技術の導入により、業務の効率化につながっていると評価される。 

 目標管理の実施、課題の共有等、業務の効率化を推進していることを評価する。また、公式Ｌ

ＩＮＥの開設、ホームページ等で地域住民に組織運営の情報を提供することで、地域に開かれ

た病院づくりに努めている。 

 所管業務・職務権限を明確化し、稼働実績や経理状況などの経営情報を共有する風土が定着し

た。 

 ＢＳＣシート、電子決済、ペーパーレス会議等、医療ＤＸを積極的に導入し、効率的・効果的

な組織運営がなされていると評価する。 

  

１－(２) コンプライアンスの徹底 【評価：４】 
 毎年コンプライアンス推進計画を策定し、不正やハラスメントに関する公益通報体制も整備し

ている。コンプライアンス研修等が適切に運用され、成果につながっている。 

 情報開示件数やコンプライアンス研修参加者数ともに増加しており、病院全体での意識の高さ

が表れている。しかし、コンプライアンスは年々要請が厳しくなるため、常に努力が必要と考

える。 

 情報開示による透明性の確保や公益通報制度の適切な運用によりコンプライアンスを確保でき

た。 

 一定の問題は発生しているものの、目標項目は達成しており、かつ関係法令を遵守した病院運

営が行われ、概ね目標を達成していると評価できる。 

 

２－(１) やりがいづくり、モチベーションアップへの取組の充実 【評価：４】 
 職員とのコミュニケーションにより、各職員のニーズの変化を汲んだ取組を今後も期待する。 

 目標は達成している。システミックコーチングの導入によるコミュニケーションの活性化や職

員の表彰等がモチベーションのアップに寄与している。 

 能力が客観的・適正に評価されるプロジェクトの推進により、職員のモチベーションアップに

つなげた。 

 数値目標も中期計画の目標項目も達成しており、従業員のやりがいづくりやモチベーション

アップが適切に図られている。ただし、職員満足度が低下傾向にあるため、引き続き取組の充

実を期待する。 

 

２－(２) 働き方改革の推進 【評価：４】 
 変則労働時間の設定やシフト勤務を活用しながら時間外勤務の削減に取り組んでおり、今後も

働き方改革の推進の継続を期待する。 

 看護職・事務職における長時間勤務実績は減少しているが、医師職における長時間勤務実績は

増加している。ＳＭＡのさらなる育成を期待する。 

 多職種の協力のもとにタスクシフト・シェアを実施したことや医師の SMA の育成により負担軽

減を促進した。 

 中期計画の目標はすべて達成されているうえ、大きく変化した労働法制にも的確に対応してお

り、働き方改革の推進については十分に評価できる。 
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３ 財務内容の改善に関する事項  

 

①  評価結果 

 「Ｓ：中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある。」 

Ｓ 
特に評価すべき

進捗状況 

Ａ 
順調に 

進んでいる 

Ｂ 
概ね順調に 

進んでいる 

Ｃ 
やや 

遅れている 

Ｄ 
大幅に 

遅れている 

※評価基準：評価Ｓ…評価点が４．５以上 

 

② 判断理由 

新型コロナウイルス感染症の蔓延や、物価・エネルギー価格の高騰といった社会情勢の変化

が激しいなか、医業収益をはじめ複数の目標指標で 100％を超える達成率を記録し、安定した経

営基盤を維持している点は評価できる。この背景には、他項目で評価した病院としての機能増

強の他に、人口推計など各種統計情報を活用した人員や病床の調整などの取組があり、予測の

難しい期間であったものの、収支均衡を図っている点は高く評価できる。 

「経営基盤の強化」及び「収入の確保及び費用の最適化」のいずれの項目も中期計画を十分に

達成している。中期目標期間見込評価実施要領に基づき小項目評価より算出した当該大項目の

評価点は「５．００」であり、４．５以上であることから「中期目標・中期計画を大幅に上回

る見込みで、特に評価すべき状況にある。」と判断した。 

 

【小項目評価による評価点の算出】 

中項目 小項目 
配分 
％ 
(a) 

法人 
評価 
委員会 

市 

評価 
(b) 

評価 
(c) 

評価 
(d) 

評価点 
(e) 

１ 経営基盤の
強化 

※ 小項目なし 5 5 5 5 25 

中項目 計 5 - - - 
25 

(5.00) 

２ 収入の確保
及び費用の最適
化 

※ 小項目なし 5 5 5 5 25 

中項目 計 5 - - - 
25 

(5.00) 

合 計 10 - - - 
50 

(5.00) 

※ 大項目評価の評価点の算出方法 

〔 小項目評価(d) × 配分(a) 〕の合計÷配分(a)の合計 

５０ ÷ １０ ≒ ５．００ 

 

③ 評価委員会による評価及び意見 

ア 評価委員会の大項目評価結果 

 「Ｓ：中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある。」 
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イ 特筆すべき小項目評価 

１ 経営基盤の強化 【評価：５】 
 人口推計やＤＰＣデータを用いた将来の受療予測を「人員配置計画」など多方面に活用してい

る点は評価される。コロナ禍において医療と経営の両立を図り、経営基盤の安定を実現してい

ることについても評価される。 

 経常収支比率のみ低下しているが、ほぼ健全な状態である。経営基盤はより強固となってい

る。 

 達成率が充実しており、収益の確保と費用の抑制を図り収支均衡を保った。 

 大半がコロナ禍にあった中期計画期間中、非常に効率的かつ的確な病院運営がなされた。これ

は所期の目標を上回る特に優れた結果であった。 

 

２ 収入の確保及び費用の最適化 【評価：５】 
 診療報酬の改定や医療制度の変更に迅速かつ的確に対応し、収入の確保につながっている。徹

底したコスト管理により、費用の最適化を図っていることは評価される。 

 材料費、医薬品費等の値上がりが大きく、比率は目標を達成していない。値上がりは今後も続

くため、収入を増加させながら費用の削減にも注力してほしい。 

 診療報酬改定に迅速かつ的確に対応し、収入の確保に努めるとともに費用の最適化を図った。 

 細かな改善を着実に重ねた結果、中期計画や目標指標も概ね達成できていると評価できる。 

 

４ その他業務運営に関する重要事項  

 

①  評価結果 

「Ａ：中期目標・中期計画を大幅に上回る見込みで、特に評価すべき状況にある。」 

Ｓ 
特に評価すべき

進捗状況 

Ａ 
順調に 

進んでいる 

Ｂ 
概ね順調に 

進んでいる 

Ｃ 
やや 

遅れている 

Ｄ 
大幅に 

遅れている 

※評価基準：Ａ…評価点が３．５以上４．５未満 

 

② 判断理由 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後、市のイベントへの職員派遣や、病院フェス

タなどの対面でのイベントの開催など、地域に開かれた病院運営を推進している点が評価でき

る。また、障がい者の自立支援や虐待対策、難病、メディカルコントロール、二次救急など

様々な分野で協議会や会議へ参画したことなど、医療の専門機関として地域全体の問題に取り

組んだことが評価できる。 

「地域社会との協働の推進」の項目について、中期計画を達成している。 

中期目標期間見込評価実施要領に基づき小項目評価より算出した当該大項目の評価点は

「４．００」であり、３．５以上４．５未満であることから「中期目標・中期計画を十分達成す

る見込みである。」と判断した。 
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【小項目評価による評価点の算出】 

中項目 小項目 
配分 
％ 
(a) 

法人 
評価 
委員会 

市 

評価 
(b) 

評価 
(c) 

評価 
(d) 

評価点 
(e) 

１ 地域社会への
貢献 

(１) 地域社会との協働の推進 2 4 4 4 8 

中項目 計 2 - - - 
8 

(4.00) 

合 計 2 - - - 
8 

(4.00) 

※ 大項目評価の評価点の算出方法 

〔 小項目評価(d) × 配分(a) 〕の合計÷配分(a)の合計 

８ ÷ ２ ≒ ４．００ 

 

③ 評価委員会による評価及び意見 

ア 評価委員会の大項目評価結果 

 「Ａ：期目標・中期計画を十分達成する見込みである。」 

イ 特筆すべき小項目評価 

１－(１) 地域社会との協働の推進 【評価：４】 
 行政が主催する協議会や会議へ参画し、地域住民との交流を通して信頼され、地域に開かれた

病院への取組は評価される。 

 コロナ禍が落ち着き、イベントに医師や看護師を派遣しているのは評価できる。ボランティア

の増加が今後は望まれる。 

 地域住民との交流事業を推進し、住民とのコミュニケーションを図った。 

 行政が主催する様々な活動に積極的に参加することで地域住民との交流の場を広げており、中

期計画の目標を概ね達成できていると評価する。 

 

４ その他業務運営に関する重要事項〈加点項目〉 

 

①  評価結果 

「加点：12 点」 

  

② 判断理由 

養護学校の修学旅行に医療従事者が同行したほか、加古川市主催のイベントに救護班として

医師・看護師を派遣したことが評価できることから、小項目について、中期計画を概ね達成し

ており、中期目標期間見込評価実施要領に基づき、算出した加点は、「１２点」であった。 
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【小項目評価による加点の算出】 

中項目 小項目 
加点 
比率 
(a) 

法人 
評価 
委員会 

市 

評価 
(b) 

評価 
(c) 

評価 
(d) 

加点 
(e) 

１ 地域社会への貢献 (２) 市施策への協力 3 3 4 4 12 

 ※加点の算出方法 

小項目評価(d) × 加点比率(a)  

   ４ × ３ ＝ １２.００ 

 

③ 評価委員会による評価及び意見 

ア 評価委員会の評価結果 

  「加点１２点」 

 

イ 特筆すべき小項目評価 

１－(２) 市施策への協力 【評価：４】 
 コロナ禍において市民へのワクチン接種事業に協力し、スタッフの派遣を実施したことは評価

される。 

 加古川市主催のイベントに救護班の派遣をする等、地域社会との協働を期待する。 

 コロナ禍において加古川市・加古川医師会が推進するコロナワクチン接種事業に協力し、

スタッフの派遣を行ったことを評価する。 

 ・加古川市の施策への積極的な協力ができていると評価できる。更に多方面での協力がで

きるよう、情報収集や市とのコミュニケーション等の強化を期待する。 
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急
車
受
入
件
数

 
7
,8

0
0 

救
急
車
受
入
要
請
に
対
す
る
不
応
率
（％
）
 

8
.0

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

救
急
車
受
入
件
数

 
8
,5

0
0 

救
急
車
受
入
要
請
に
対
す
る
不
応
率
（％
） 

1
0
.0

 
 

 
  

〇
 

△
 

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

救
急
車
受
入
件
数

 
8
,7

6
2 

8
,5

4
5 

1
00

.5
 

救
急
車
受
入
要
請
に
対
す
る
不
応
率
（％
） 

1
6
.2

 
1
6
.6

 
9
2
.7

 
 

【
加
古
川
市
】 

・
２
４
時
間
３
６
５
日
の
救
急
受
入

体
制
を
維
持
し
、
地
域
の
二
次
救

急
の
役
割
を
担
っ
た
。
ま
た
、
地

域
の
医
療
機
関
と
連
携
し
た
早

 

・
他
の
医
療
機
関
と
連
携
を
図
り
、
当
該

圏
域
で
の
２
次
医
療
機
関
と
し
て
中
核

的
役
割
を
果
た
す
。

 

・
小
児
・
周
産
期
・
循
環
器
領
域
の

2
4

時
間

3
6
5
日
の
救
急
受
入
体
制
を
堅
持

す
る
。
 

・
外
傷
系
救
急
の
受
入
体
制
を
整
備
す

る
。
 

・
脳
神
経
領
域
の
救
急
受
入
体
制
を
整

備
す
る
。
 

・
救
急
ワ
ー
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
通

し
て
、
加
古
川
市
消
防
本
部
と
連
携
を

図
り
、
ド
ク
タ
ー
カ
ー
の
運
行
な
ど
、
救

命
体
制
の
充
実
を
図
る
。

 

・
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
当
該
圏
域
で
の
救

 

急
体
制
の
変
動
に
臨
機
に
対
応
し
、
他

 

の
医
療
機
関
と
連
携
を
図
り
、
当
該
圏

 

域
の
二
次
救
急
医
療
体
制
を
維
持
す

 

る
。
 

・
小
児
・
周
産
期
・
循
環
器
領
域
の

2
4
時
間

3
6

5
日
の
救
急
受
入
体

制
を
堅
持
す
る
。
 

・
救
急
救
命
士
の
活
用
を
図
り
、
救
急

受
入
体
制
を
強
化
す
る
。
 

・
外
傷
系
救
急
及
び
脳
神
経
領
域
の

受
入
体
制
を
整
備
し
、
不
応
率
の
低
下

を
目
指
す
。
 

・
加
古
川
市
消
防
本
部
と
連
携
を
図

り
、
ド
ク
タ
ー
カ
ー
の
運
行
を
維
持
し
、

救
命
体
制
の
充
実
を
図
る
。
 

・
高
齢
者
救
急
搬
送
の
増
加
に
備
え
、

圏
域
内
の
医
療
機
能
分
化
と
連
携
に

つ
い
て
協
議
を
進
め
、
地
域
包
括
医
療

病
棟
な
ど
へ
の
早
期
転
院
搬
送
が
実

施
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
。
 

 

◎
 

    〇
 

〇
 

    〇
 

  〇
 

 △
 

  〇
 

  〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

救
急
外
来
受
診
者
（
人
） 

1
5
,4

15
 

1
5
,6

37
 

地
域
救
急
貢
献
率
（
％
） 

2
1
.8

 
2
1
.0

 

C
P
A
受
入
件
数

 
2
41

 
2
49

 

ド
ク
タ
ー
カ
ー
運
行
件
数

 
1
17

 
3
08

 

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
に
よ
る
収
容
・
移
送
件
数

 
1
3 

7 

心
因
性
院
外
心
停
止
患
者
の
完
全
社
会
復
帰
率
（
％
） 

6 
5 

A
IS

3
以
上
の
外
傷
患
者
の
受
入
件
数
（重
症
臓
器
損
傷
が
あ
る
外
傷
患
者
）（
救
急
科
） 

1
08

 
1
18

 

IS
S
16
以
上
の
外
傷
患
者
受
入
件
数
（
重
症
外
傷
患
者
）（
救
急
科
） 

1
1 

9 

脳
卒
中
に
よ
っ
て
救
急
搬
送
さ
れ
入
院
と
な
っ
た
件
数

 
1
55

 
1
36

 

 ・
コ
ロ
ナ
禍
以
降
受
療
動
向
の
変
化
や
高
齢
者
の
増
加
な
ど
社
会
環
境
の
変
化
と
と
も
に
救
急
要
請

件
数
が
増
加
し
て
き
て
お
り
、
加
え
て
、
働
き
方
改
革
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
圏
域
全
体
で
夜
間
・
休
日

の
救
急
受
入
体
制
が
低
下
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
救
急
受
入
体
制
を
維
持
し
、
過
去
最
高

で
あ
っ
た
昨
年
度
と
ほ
ぼ
同
等
の
救
急
車
受
入
件
数
を
維
持
し
た
。
 

・
心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
、
周
産
母
子
セ
ン
タ
ー
、
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
で
は
、
2
4
時
間

3
65
日
の
救
急
受
入

体
制
を
維
持
し
、
地
域
に
お
け
る
三
次
救
急
の
役
割
を
担
っ
た
。

 

・
昨
年
度
に
引
き
続
き
救
急
要
請
が
増
加
し
、
救
急
外
来
の
処
理
能
力
を
超
え
る
救
急
要
請
に
対
し

て
要
請
を
断
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
、
不
応
率
は

1
6
.6
％
と
な
っ
た
。
 

・
ド
ク
タ
ー
カ
ー
や
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
活
用
し
た
機
動
的
な
救
急
体
制
を
維
持
し
た
。

 

・
救
急
救
命
士
を
活
用
し
、
医
師
や
看
護
師
か
ら
の
タ
ス
ク
シ
フ
ト
を
実
現
し
、
救
急
外
来
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
向
上
に
努
め
た
。

 

・
地
域
の
医
療
機
関
と
協
議
を
行
い
、
同
意
を
得
た

1
3
の
医
療
機
関
と
連
携
し
、
ド
ク
タ
ー
カ
ー
に
よ

る
早
期
の
下
り
搬
送
を
実
現
し
、
地
域
全
体
で
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
救
急
受
入
体
制
を
整
備
し
た
。
 

【
下
り
搬
送
算
定
件
数
：
17

5
件
、
う
ち
救
急
外
来
か
ら
の
搬
送

8
4
件
（
６
月
～
）
】 

   

期
の
下
り
搬
送
に
よ
り
ス
ム
ー
ズ

な
救
急
受
入
体
制
を
整
備
す
る

な
ど
、
所
期
の
成
果
等
を
得
て
い

る
。
 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
一
部
数
値
目
標
が
未
達
成
の

項
目
は
あ
る
が
、
圏
域
全
体
で

夜
間
・
休
日
の
救
急
受
入
体
制

を
昨
年
度
同
数
の
救
急
医
療
へ

の
対
応
を
行
い
、
地
域
医
療
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

 

・
救
急
車
受
入
件
数
は
減
少
し

て
お
り
、
救
急
車
受
入
要
請
に
対

す
る
不
応
率
も
若
干
増
加
し
て

い
る
が
、
ド
ク
タ
ー
カ
ー
の
運
行

件
数
は
倍
増
し
て
お
り
、
地
域
の

二
次
救
急
医
療
機
関
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

 

・
年
度
計
画
も
概
ね
達
成
し
て
お

り
、
数
値
目
標
も
ほ
ぼ
充
足
し
て

い
る
が
、
引
き
続
き
不
応
率
の
低

下
を
目
指
し
て
ほ
し
い
。
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 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
医
師
の
働
き
方
改
革
や
高
齢
者
人
口
の
増
加
な
ど
社
会
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の

救
急
受
入
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
域
全
体
で
の
機
能
分
化
や
役
割

分
担
な
ど
に
よ
り
、
地
域
全
体
で
の
救
急
受
入
体
制
を
維
持
す
る
方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

・
院
内
に
お
い
て
は
、
各
診
療
科
の
総
合
力
に
よ
り
、
救
急
受
入
体
制
の
維
持
に
努
め
る
。

 

・
周
辺
医
療
機
関
の
救
急
受
入
体
制
の
動
向
を
注
視
し
、
臨
機
に
対
応
で
き
る
よ
う
検
討
を
進
め
る

必
要
が
あ
る
。
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１
 
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
と
責
務
の
遂
行

 
（２
）災
害
時
に
お
け
る
機
能
の
強
化

 

  

中 期 目 標  

本
市
の
災
害
対
応
病
院
と
し
て
、
災
害
発
生
時
に
は
患
者
の
受
入
れ
や
災
害
医
療
チ
ー
ム

の
派
遣
等
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
業
務
継
続
計
画
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
。

 

ま
た
、
大
規
模
災
害
の
発
生
に
備
え
、
平
時
か
ら
医
薬
品
や
衛
生
資
器
材
等
の
確
保
や
災

害
医
療
チ
ー
ム
の
活
動
強
化
を
図
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
災
害
時
に
業
務
継
続
計
画
を
適
切
に

運
用
で
き
る
よ
う
、
日
頃
か
ら
研
修
や
訓

練
を
繰
り
返
し
実
施
す
る
。

 

・
物
資
の
備
蓄
や
設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

を
計
画
的
に
実
施
し
、
災
害
時
に
お
い
て

も
安
定
的
に
医
療
が
提
供
で
き
る
体
制

を
整
え
る
。

 

・
災
害
時
に
対
応
で
き
る
専
門
性
や
指
導

力
を
備
え
た
人
材
を
育
成
す
る
。

 

・
加
古
川
市
の
防
災
計
画
と
の
整
合
を

踏
ま
え
て
定
期
的
な
情
報
共
有
を
図
る
。
 

 ・
地
域
災
害
拠
点
病
院
と
し
て
、
D

M
A

T
 

隊
員
の
充
実
と
災
害
時
へ
の
対
応
に
備

 

え
、
体
制
の
充
実
を
図
る
。
 

・
大
規
模
災
害
訓
練
、
火
災
時
の
避
難
訓

練
や
研
修
を
実
施
す
る
。
 

・
物
資
の
備
蓄
の
在
庫
状
況
の
確
認
や

設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
計
画
的
に
実
施

す
る
。
 

・
防
災
管
理
講
習
等
の
受
講
や
、
災
害

ナ
ー
ス
の
登
録
を
推
奨
し
、
災
害
時
に

指
導
力
を
発
揮
で
き
る
人
材
を
育
成
す

る
。
 

・
加
古
川
市
の
防
災
計
画
と
の
整
合
を

 

踏
ま
え
て
定
期
的
な
情
報
共
有
を
図
る
。
 

・
水
害
へ
の
対
応
に
備
え
、
イ
ン
フ
ラ
の
再

検
討
を
実
施
す
る
。

 

 

◎
   

〇
  

〇
 

 

〇
   

〇
  

〇
   

〇
    

〇
  

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

災
害
訓
練
・
研
修
実
施
数
（回
） 

8 
9 

災
害
医
療
派
遣
チ
ー
ム
訓
練
参
加
人
数
（人
） 

1
5 

1
8 

災
害
医
療
研
修
の
受
講
率
（
％
） 

8
3 

8
3 

防
災
管
理
講
習
受
講
者
数
（
人
） 

2 
0 

自
衛
消
防
業
務
講
習
受
講
者
数
（
人
） 

1 
0 

災
害
ナ
ー
ス
登
録
数
（
人
） 

1
4 

1
6 

・
D

M
A

T
隊
員
に
つ
い
て
、
看
護
師
２
名
の
研
修
が
終
了
し
、
２
隊
編
成
が
可
能
と
な
り
、
地
域
災
害
拠

点
病
院
と
し
て
体
制
の
充
実
を
図
っ
た
。
 

・
厚
生
労
働
省
が
推
進
す
る
広
域
災
害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
（
E
M

IS
）
に
参
加
し
、
災
害
時
の
情

報
共
有
と
受
入
体
制
の
維
持
に
努
め
た
。
 

・
兵
庫
県
合
同
防
災
訓
練
、
D

M
A

T
近
畿
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
訓
練
に
お
い
て
は
、
医
療
チ
ー
ム
を
編
成
し
、

大
規
模
地
震
を
想
定
し
た
訓
練
に
参
加
し
た
。
 

・
加
古
川
市
の
総
合
防
災
訓
練
に
医
師
、
看
護
師
、
調
整
役
か
ら
な
る
医
療
班
と
し
て
参
加
し
た
。
ま

た
、
1
1
月
に
は
防
災
ヘ
リ
に
よ
る
患
者
搬
送
訓
練
に
協
力
参
加
し
、
離
着
陸
お
よ
び
患
者
搬
送
の
運
用

を
確
認
し
た
。
 

・
大
規
模
地
震
を
想
定
し
た
院
内
災
害
対
策
本
部
立
ち
上
げ
訓
練
を
実
施
し
、
幹
部
職
員
を
中
心
に
実

際
の
動
き
の
確
認
と
課
題
認
識
を
行
っ
た
。
更
に
、
当
日
の
様
子
を

e-
le

ar
n
in

g
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
全

職
員
に
共
有
し
訓
練
の
振
り
返
り
を
行
っ
た
。
 

・
火
災
を
想
定
し
た
避
難
訓
練
や
、
大
規
模
水
害
を
想
定
し
た
浸
水
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
と
に
、
止

水
板
を
用
い
た
水
害
対
策
訓
練
を
実
施
し
た
。
 

・
食
料
備
蓄
の
入
れ
替
え
時
に
、
災
害
時
食
事
提
供
訓
練
も
合
わ
せ
て
実
施
し
、
課
題
認
識
を
行
っ

た
。
 

・
災
害
対
策
委
員
会
か
ら
院
内
向
け
に
年
４
回
災
害
対
策
ニ
ュ
ー
ス
を
発
行
し
、
職
員
へ
の
情
報
提
供

や
意
識
づ
け
を
行
っ
た
。

 

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
災
害
を
想
定
し
、
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム

B
C

P
に
沿
っ
た
机
上
訓
練
を
実
施
し
、
課

題
認
識
を
行
い
、
B

C
P
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
従
来
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
監
査
の

ほ
か
、
全
職
員
研
修
や
標
的
型
攻
撃
を
模
し
た
訓
練
メ
ー
ル
対
応
テ
ス
ト
を
通
じ
て
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
を
図
っ
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
全
職
員
が
災
害
時
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
繰
り
返
し
訓
練
を
行
う
と
と
も
に
、

B
C

P
や
防
災
計
画
、
災

害
時
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
を
行
い
、
災
害
時
に
医
療
が
継
続
で
き
る
体
制
を
維
持
す
る
。

 

 

【
加
古
川
市
】 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
２
隊
編
成
が
可
能
と
な

り
、
地
域
災
害
拠
点
病
院
と
し
て

の
体
制
を
充
実
さ
せ
た
ほ
か
、
Ｅ

Ｍ
ＩＳ
へ
参
加
す
る
こ
と
で
災
害
へ

の
備
え
を
整
え
る
な
ど
、
所
期
の

成
果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
大
規
模
災
害
を
想
定
し
た
災
害

訓
練
、
災
害
医
療
研
修
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
大
規
模
災
害
の
発
生

に
備
え
、
医
薬
品
や
衛
生
材
料
等

の
確
保
に
よ
り
機
能
強
化
が
図
ら

れ
て
い
る
。

 

・
研
修
回
数
等
は
充
実
し
て
い
る
。

D
M

A
T
隊
員
の

2
隊
編
成
が
可

能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
災
害
時

に
お
け
る
救
急
体
制
が
よ
り
整
備

さ
れ
た
。
 

・
D

M
A

T
隊
員
の
充
実
と

E
M

IS

に
参
加
し
、
情
報
共
有
と
受
入
体

制
の
維
持
に
努
め
た
。

 

・
年
度
計
画
を
全
て
達
成
し
て
お

り
評
価
で
き
る
。
講
習
の
受
講
者

増
に
向
け
た
取
組
を
期
待
す
る
。
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１
 
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
と
責
務
の
遂
行

 
（３
）感
染
症
対
策
の
強
化

 

  

中 期 目 標  

感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
対
策
を
確
保
す
る
こ
と
。
特
に
大
規
模
な
感
染
症
の
発
生
時
に
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
応
し
た
経
験
を
も
と
に
、
自
然
災
害
と
の
複
合
災
害
へ
の

対
応
も
念
頭
に
入
れ
、
地
域
医
療
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
、
関
係
機
関
と
連
携
、
協
力
し
な
が
ら
、

医
療
提
供
体
制
を
堅
持
す
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
新
興
感
染
症
に
対
す
る
情
報
収
集
や

方
針
決
定
が
迅
速
に
実
施
で
き
る
院
内

体
制
を
整
備
す
る
。

 

・
感
染
症
患
者
の
受
入
体
制
（
動
線
分

離
、
隔
離
）
を
整
備
す
る
。
 

・
感
染
症
に
応
じ
た
院
内
感
染
対
策
（
検

温
・
問
診
な
ど
の
水
際
対
策
）
を
徹
底
す

る
。
 

・
行
政
、
他
の
医
療
機
関
と
役
割
分
担
・

連
携
強
化
を
図
り
、
医
療
提
供
体
制
を

維
持
す
る
。
 

・
衛
生
資
器
材
の
確
保
と
計
画
的
な
備

蓄
を
図
る
。

 

・
職
員
及
び
院
内
業
務
従
事
者
へ
の
感

染
教
育
を
徹
底
す
る
。

 

・
感
染
拡
大
の
長
期
化
に
対
応
し
た
業
務

継
続
計
画
（
B

C
P
）
の
策
定
及
び
随
時
改

訂
を
実
施
す
る
。

 

 ・
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
新
興
感
染
症

対
策
と
し
て
、
兵
庫
県
と
協
議
を
行
い
、

第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
の
指
定
を

受
け
、
他
の
医
療
機
関
と
連
携
を
図
り
、

当
該
圏
域
の
医
療
提
供
体
制
の
充
実
を

図
る
。
 

・
衛
生
資
器
材
の
備
蓄
状
況
を
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
、
備
蓄
を
維
持
す
る
。
 

・
職
員
及
び
院
内
業
務
従
事
者
へ
の
感

染
教
育
を
徹
底
す
る
。

 

・
通
常
の
医
療
体
制
の
中
で
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
が
十
分
に
で
き
る
よ

う
、
院
内
感
染
対
策
を
実
施
す
る
。

 

 

◎
      

〇
  

〇
  

〇
 

 

〇
      

〇
  

〇
  

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

指
定
感
染
症
患
者
の
受
入
可
能
病
床
数
（
床
） 

3
6
床
（
最
大
） 

1
8
床

 

感
染
症
対
応
に
必
要
な
個
人
防
護
具
等
の
資
材
の
備
蓄

 
約

3
か
月
分

 
約

3
か
月
分

 

 ・
新
興
感
染
症
へ
の
備
え
と
し
て
、
兵
庫
県
と
の
協
議
を
行
い
、
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
、
院
内
体
制

の
整
備
を
行
っ
た
。

 

・
兵
庫
県
下

24
病
院
が
参
加
す
る
小
児
感
染
症
医
療
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
、
入
院
感
染
症

患
者
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
情
報
共
有
に
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
入
院
調
整
を
実
施
し
た
。
 

・
院
内
感
染
対
策
室
主
導
に
よ
る
、
個
人
防
護
具
の
着
脱
や
手
洗
い
に
係
る
教
育
を
継
続
し
、
職
員
の

感
染
の
防
止
に
努
め
た
。

 

・
感
染
症
発
生
状
況
を
適
時
院
内
従
事
者
に
情
報
共
有
を
行
い
、
感
染
防
御
対
応
に
つ
い
て
の
周
知

を
図
り
、
院
内
感
染
を
防
止
し
た
。

 

・
地
域
の
医
療
機
関
や
高
齢
者
施
設
と
の
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
や
、
新
興
感
染
症
対
策
の
訓
練
を
実

施
し
、
ま
た
、
高
齢
者
施
設
へ
の
研
修
及
び
相
談
介
入
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
の
医
療
機
関
や
高
齢
者

施
設
に
対
す
る
感
染
症
対
策
を
推
進
し
た
。
 

・
約

3
か
月
分
の
衛
生
資
材
を
備
え
、
常
に
備
蓄
が
不
足
す
る
こ
と
な
く
運
用
で
き
た
。

 

・
職
員
の
療
養
お
よ
び
自
宅
待
機
状
況
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
把
握
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
活
用
を
継
続
し
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
診
療
継
続
計
画
（
B

C
P
）
に
定
め
た
優
先
区
分
に
応
じ
た
診
療
を

行
い
、
急
性
期
病
院
と
し
て
の
診
療
機
能
を
維
持
で
き
た
。

 

・
外
来
エ
リ
ア
毎
の
患
者
待
ち
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継
続
し
た
ほ
か
、
診
察
呼
び
出
し
シ
ス
テ
ム
や

後
払
い
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
、
３
密
対
策
を
継
続
し
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
自
然
災
害
等
と
の
複
合
災
害
に
も
対
応
す
る
た
め
、
関
連
医
療
機
関
と
協
力
し
な
が

ら
、
継
続
計
画
の
見
直
し
を
実
施
し
て
い
く
。

 

 

【
加
古
川
市
】 

新
興
感
染
症
へ
の
備
え
と
し
て
、

兵
庫
県
と
医
療
措
置
協
定
を
締

結
し
、
医
療
提
供
体
制
を
充
実
さ

せ
た
。
ま
た
、
高
齢
者
施
設
へ
の

相
談
介
入
を
行
う
こ
と
で
感
染
症

対
策
を
推
進
す
る
な
ど
、
所
期
の

成
果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
新
興
感
染
症
へ
の
備
え
と
し
て
、

兵
庫
県
と
の
協
議
、
医
療
措
置
協

定
を
締
結
、
院
内
体
制
の
整
備
を

行
っ
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
。

 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

5
類
移
行
に
伴
い
受
入
可
能
病
床

数
は
半
減
し
た
が
、
感
染
症
の
情

報
共
有
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
評

価
す
る
。
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１
 
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
と
責
務
の
遂
行

 
（４
）地
域
の
中
核
医
療
機
関
と
し
て
の
役
割
の
発
揮

 

  

中 期 目 標  

地
域
医
療
支
援
病
院
と
し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
等
と
連
携
を
図
り
、
地
域
完
結
型
の
医
療

提
供
体
制
の
中
核
を
担
い
な
が
ら
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
に
貢
献
す
る
こ
と
。

 
ま
た
、
健
康
寿
命
の
延
伸
に
つ
な
げ
る
た
め
、
高
度
で
専
門
的
な
検
査
機
器
を
活
用
し
た
人

間
ド
ッ
ク
の
提
供
や
、
健
康
講
座
や
啓
発
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
地
域
住
民
の
予
防
医
療
へ
の

意
識
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

５
 

５
 

５
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
数
（
人
） 

3
,0

0
0 

紹
介
率
（
％
） 

7
7
.0

 

逆
紹
介
率
（
％
） 

9
5
.0

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
数
（
人
） 

2
,9

0
0 

紹
介
率
（
％
） 

7
7
.0

 

逆
紹
介
率
（
％
） 

9
5
.0

 
 

 
  

〇
 

〇
 

〇
  

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
数
（
人
） 

2
,8

2
7 

2
,9

9
9 

1
03

.4
 

紹
介
率
（
％
） 

7
8
.3

 
7
8
.9

 
1
02

.5
 

逆
紹
介
率
（
％
） 

1
09

.7
 

9
6
.3

 
1
01

.4
 

 

【
加
古
川
市
】 

・
地
域
の
医
療
、
介
護
従
事
者
に

向
け
た
研
修
内
容
を
見
直
し
た
。

ま
た
、
急
性
期
治
療
終
了
か
ら
速

や
か
に
か
か
り
つ
け
医
に
逆
紹
介

 

す
る
方
針
を
明
確
に
す
る
な
ど
、

 

 ・
在
宅
療
養
や
退
院
後
の
療
養
生
活
に

ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
地
域
の

医
療
機
関
等
と
連
携
を
図
り
、
患
者
支
援

の
充
実
を
図
る
。

 

・
地
域
連
携
情
報
誌
「
き
ら
り
」
を
定
期
発

行
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
医
療
機
関
へ
の

絶
え
間
な
い
情
報
提
供
を
図
る
。

 

・
地
域
の
医
療
機
関
等
へ
積
極
的
に
訪

問
す
る
こ
と
で
交
流
を
図
り
、
医
療
連
携

体
制
を
一
層
強
化
す
る
。

 

・
高
度
な
検
査
機
器
を
用
い
た
人
間
ド
ッ

ク
に
よ
り
、
疾
病
の
早
期
発
見
・
早
期
治

療
を
実
現
す
る
。

 

・
市
民
を
対
象
と
し
た
各
種
健
康
講
座
の

実
施
に
よ
り
、
健
康
に
対
す
る
市
民
意
識

の
高
揚
を
図
る
。

 

 ・
高
齢
者
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
更
な
る

地
域
で
の
機
能
分
化
と
連
携
強
化
が
必

要
と
な
る
た
め
、
地
域
医
療
機
関
と
協
議

を
進
め
、
急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
地

域
包
括
医
療
病
棟
へ
の
早
期
の
転
院
が

可
能
と
な
る
よ
う
、
体
制
の
構
築
を
図

る
。
 

・
外
来
診
療
機
能
に
お
け
る
当
院
の
役
割

を
明
確
化
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
を
実
施

す
る
。
ま
た
、
「
紹
介
受
診
重
点
医
療
機

関
」
と
し
て
、
医
療
資
源
を
重
点
的
に
活

用
す
る
外
来
を
地
域
で
基
幹
的
に
担
う
。
 

・
在
宅
療
養
や
退
院
後
の
療
養
生
活
に

ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
地
域
の

医
療
機
関
等
と
連
携
を
図
り
、
患
者
支
援

の
充
実
を
図
る
。

 

・
地
域
の
医
療
・
介
護
従
事
者
に
対
す
る

研
修
会
や
勉
強
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
、

質
の
向
上
を
図
る
。

 

・
地
域
連
携
情
報
誌
「
き
ら
り
」
を
定
期
発

行
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
医
療
機
関
へ
の

絶
え
間
な
い
情
報
提
供
を
行
う
。

 

・
地
域
の
医
療
機
関
等
へ
積
極
的
に
訪

問
す
る
こ
と
で
交
流
を
図
り
、
医
療
連
携

体
制
を
一
層
強
化
す
る
。

 

・
健
康
増
進
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
を
中

心
に
、
病
院
の
特
徴
で
あ
る
高
度
な
診

断
検
査
機
能
を
活
か
し
た
人
間
ド
ッ
ク
及

び
検
診
の
充
実
を
図
る
。

 

 

◎
       

◎
     

◎
    

〇
   

〇
   

〇
   

〇
 

 

〇
       

〇
     

〇
    

〇
   

〇
   

〇
   

〇
    

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

高
度
急
性
期
機
能
病
床
数
（
床
） 

2
72

 
2
71

 

急
性
期
機
能
病
床
数
（床
） 

3
28

 
3
29

 

重
症
度
及
び
医
療
・看
護
必
要
度
（
％
） 

3
7
.4

 
①

27
.4

 

②
37

.2
 

新
入
院
患
者
紹
介
率
（％
） 

3
6
.8

 
3
6
.6

 

地
域
医
療
機
関
サ
ポ
ー
ト
率
（％
） 

8
3
.6

 
8
4
.9

 

在
宅
復
帰
率
（％
） 

8
9 

8
8
.1

 

市
民
健
康
講
座
・
健
康
教
室
等
開
催
数
（回
） 

3 
5 

地
域
医
療
従
事
者
向
け
研
修
開
催
数
（回
） 

9 
6 

地
域
医
療
従
事
者
の
研
修
受
講
者
数
（人
） 

2
06

 
1
80

 

医
療
型
短
期
入
所
（ﾚ
ｽﾊ
ﾟ
ｲﾄ
ｹ
ｱ）
受
入
件
数

 
4 

1 

退
院
前
訪
問
件
数

 
2
6 

3
0 

退
院
後
訪
問
件
数

 
5
5 

6
3 

 ・
外
来
機
能
報
告
制
度
に
対
応
し
、
急
性
期
治
療
終
了
か
ら
速
や
か
に
か
か
り
つ
け
医
に
逆
紹
介
す
る

方
針
を
明
確
に
し
、
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
し
た
。
 

・
地
域
連
携
部
門
で
は
、
P
F
M
運
用
を
推
進
し
、
入
院
前
か
ら
治
療
計
画
の
説
明
や
、
老
々
介
護
や
生

活
困
窮
な
ど
患
家
の
背
景
や
抱
え
る
問
題
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
治
療
後
の
療
養
生
活
に
円
滑
に
移

行
す
る
支
援
を
行
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
治
療
前
に
集
中
す
る
医
師
や
病
棟
看
護
師
の
タ
ス
ク
を
軽
減

し
た
。
 

・
地
域
の
医
療
・
介
護
従
事
者
に
向
け
た
研
修
会
に
つ
い
て
、
過
去
の
参
加
実
績
を
分
析
し
、
座
学
だ

け
で
は
な
く
実
技
等
を
盛
り
込
み
、
多
様
性
に
富
ん
だ
研
修
内
容
に
な
る
よ
う
見
直
し
を
図
っ
た
。

 

・
院
内
開
発
の
医
療
機
関
別
の
紹
介
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
地
域
医
療
機
関
の
訪
問
に

活
用
し
た
。
 

・
地
域
連
携
セ
ミ
ナ
ー
は
２
回
開
催
し
、
１
回
目
は
コ
ロ
ナ
禍
前
と
同
様
の
規
模
で
開
催
し
、
医
療
機
関

を
は
じ
め
後
方
連
携
機
関
も
多
数
参
加
い
た
だ
き
、
顔
の
見
え
る
関
係
で
の
連
携
強
化
を
図
っ
た
。
２

回
目
は
主
に
転
院
先
と
な
る
医
療
機
関
の
ほ
か
地
域
の
訪
問
看
護
師
や
社
会
福
祉
士
な
ど
後
方
連
携

所
期
の
目
的
を
上
回
る
優
れ
た
成

果
等
を
得
て
い
る
。

 

  【
評
価
委
員
会
】 

・
目
標
指
標
の
達
成
が
な
さ
れ
、

地
域
の
医
療
・
介
護
従
事
者
に
向

け
た
研
修
会
で
は
実
技
等
、
多
様

性
に
富
ん
だ
内
容
を
実
施
し
て
い

る
。
 

・
達
成
率
が
充
実
し
て
お
り
、
人
間

ド
ッ
ク
の
提
供
や
地
域
住
民
の
予

防
医
療
へ
の
意
識
啓
発
に
努
め

た
。
 

・
数
値
的
に
見
て
も
項
目
別
に
見

て
も
、
年
度
計
画
を
十
分
に
達
成

し
て
お
り
、
総
合
的
に
見
て
も
所

期
の
目
的
を
上
回
る
結
果
で
あ
る

と
評
価
し
て
よ
い
。
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・
市
民
へ
の
予
防
医
療
や
健
康
意
識
の

向
上
を
啓
発
す
る
た
め
、
健
康
教
室
の

開
催
や

W
E
B
で
の
情
報
発
信
を
実
施
す

る
。
 

・
神
戸
大
学
が
実
施
す
る
コ
グ
ニ
ケ
ア
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
共
催
し
、
地
域
の
認
知
症
予

防
に
貢
献
す
る
。

 

〇
    

〇
 

医
療
機
関
に
向
け
た
内
容
で
開
催
し
、
入
院
前
か
ら
退
院
後
の
在
宅
療
養
ま
で
の
連
携
体
制
の
強
化

を
図
っ
た
。

 

・
引
き
続
き
医
療
機
関
向
け
情
報
誌
「
き
ら
り
」
を
年
６
回
発
行
し
、
当
院
の
治
療
に
関
す
る
情
報
や
連

携
に
関
す
る
情
報
の
発
信
を
行
っ
た
。
 

・
人
間
ド
ッ
ク
で
は
、
受
診
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
２
回
実
施
し
、
質
の
改
善
や
内
容
の
充
実
を
図
る
と
と
も

に
、
閑
散
期
に
は
国
保
加
入
者
へ
受
診
勧
奨
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
。
ま
た
、
広
報
誌
「
つ
つ
じ
」
に
お

い
て
、
年
２
回
専
門
ド
ッ
ク
の
内
容
を
掲
載
し
、
健
診
の
勧
奨
と
予
防
医
療
の
必
要
性
を
啓
蒙
し
た
。
 

・
市
民
向
け
健
康
教
室
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
年
５
回
開
催
を
し
た
。

 

・
年
３
回
加
古
川
市
民
へ
全
戸
配
布
し
て
い
る
広
報
誌
に
お
い
て
、
セ
ル
フ
ケ
ア
の
方
法
や
レ
シ
ピ
な
ど

の
健
康
や
予
防
医
療
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
た
。
 

・
公
式

L
IN

E
で
の
情
報
発
信
を
開
始
し
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
発
信
や
情
報
発
信
ツ
ー
ル
を
増
や
す
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
情
報
が
届
く
よ
う
努
め
た
。

 

・
神
戸
大
学
認
知
症
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る
コ
グ
ニ
ケ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
定
期
開
催
を
継
続

し
、
認
知
症
予
防
や
健
康
促
進
の
ほ
か
、
生
涯
学
習
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
通
し
た
地
域
支
援
を
推

進
し
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
今
後
増
加
し
て
い
く
心
不
全
患
者
に
対
し
て
、
循
環
器
内
科
医
師
、
認
定
看
護
師
を
中
心
に
当
院
の

専
門
知
識
を
有
す
る
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
診
療
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
地
域
の
医
療
機
関
に
拡
大
し
、
地
域
全

体
で
心
不
全
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
診
療
を
提
供
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
の
構
築
を
進
め
て
い
く
。

 

・
P
F
M
の
取
組
を
拡
大
し
、
効
率
的
な
入
院
運
用
を
水
平
展
開
し
て
い
く
ほ
か
、
救
急
入
院
な
ど
入
院

前
の
介
入
が
で
き
な
い
場
合
は
、
入
院
日
に

M
S
W
が
介
入
し
、
退
院
あ
る
い
は
転
院
の
調
整
を
早
期

に
開
始
す
る
体
制
整
備
を
行
う
。

 

・
高
齢
化
社
会
が
加
速
化
し
て
い
く
中
、
更
な
る
地
域
で
の
機
能
分
化
と
連
携
強
化
が
必
要
と
な
る
た

め
、
地
域
全
体
で
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（１
）が
ん
医
療
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

国
指
定
の
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
、
が
ん
の
病
態
に
応
じ
た
手
術
、
放
射
線

療
法
、
薬
物
療
法
及
び
緩
和
ケ
ア
や
相
談
支
援
な
ど
、
が
ん
集
学
的
治
療
セ
ン
タ
ー
の
更
な
る

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
ゲ
ノ
ム
医
療
な
ど
先
進
的
な
医
療
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

が
ん
登
録
件
数

 
3
,5

0
0 

悪
性
腫
瘍
手
術
件
数

 
1
,9

0
0 

放
射
線
治
療
計
画
件
数

 
4
10

 

化
学
療
法
件
数
（ホ
ル
モ
ン
療
法
等
含
む
） 

1
2
,0

00
 

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
介
入
件
数

 
2
00

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

が
ん
登
録
件
数

 
2
,5

0
0 

悪
性
腫
瘍
手
術
件
数

 
1
,7

0
0 

放
射
線
治
療
計
画
件
数

 
4
20

 

化
学
療
法
件
数
（ホ
ル
モ
ン
療
法
等
含
む
） 

1
4
,5

00
 

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
介
入
件
数

 
2
00

 
 

 
  

△
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
  

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

が
ん
登
録
件
数

 
2
,2

5
0 

2
,1

2
9 

8
5
.2

 

悪
性
腫
瘍
手
術
件
数

 
1
,4

9
3 

1
,6

6
5 

9
7
.9

 

放
射
線
治
療
計
画
件
数

 
3
93

 
5
12

 
1
21

.9
 

化
学
療
法
件
数
（
ホ
ル
モ
ン
療
法
等
含
む
） 

1
4
,0

38
 

1
5
,5

73
 

1
07

.4
 

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
介
入
件
数

 
1
79

 
2
22

 
1
11

.0
 

 

【
加
古
川
市
】 

緩
和
ケ
ア
病
棟
や
常
設
の
サ
ロ
ン

を
開
設
す
る
こ
と
で
、
終
末
期
が

ん
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
寄
り
添
っ
た

医
療
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
が
ん
ゲ

ノ
ム
外
来
を
開
始
す
る
な
ど
、
所

期
の
成
果
等
を
得
て
い
る
。

 

 国
指
定
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

と
し
て
、
高
度
医
療
機
器
を
活
用
し
た
手

術
や
放
射
線
治
療
を
は
じ
め
薬
物
療
法

や
緩
和
ケ
ア
な
ど
集
学
的
な
が
ん
診
療

体
制
を
強
化
す
る
。

 

（
重
点
施
策
） 

・
が
ん
治
療
体
制
の
充
実
⇒
婦
人
科
領

域
の
実
施
に
向
け
た
体
制
整
備
／
肝
胆

膵
領
域
の
取
組
を
強
化

 

・
診
断
技
術
の
向
上
⇒
病
理
診
断
、
放
射

線
画
像
診
断
の
充
実

 

・
低
侵
襲
外
科
治
療
⇒
手
術
支
援
ロ
ボ
ッ

ト
手
術
、
鏡
視
下
手
術
の
適
用
拡
大
／

技
術
の
向
上

 

・
放
射
線
治
療
の
充
実
⇒
放
射
線
治
療

医
の
複
数
配
置
／
定
位
放
射
線
治
療
、

IM
R
T
の
拡
大

 

・
薬
物
療
法
の
質
向
上
⇒
専
門
ス
タ
ッ
フ

の
拡
充
／
多
職
種
チ
ー
ム
医
療
の
充
実

 

・
緩
和
ケ
ア
の
充
実
⇒
多
職
種
チ
ー
ム
医

療
の
充
実
／
緩
和
ケ
ア
病
棟
を
持
つ
医

療
機
関
と
の
連
携
強
化

 

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
⇒
体
制
整
備
／
拠
点

病
院
と
の
連
携
強
化

 

・
患
者
支
援
体
制
の
充
実
⇒
患
者
へ
の

総
合
的
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実

 

・
地
域
へ
の
貢
献
⇒
地
域
医
療
機
関
の

 国
指
定
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

と
し
て
、
高
度
医
療
機
器
を
活
用
し
た
手

術
や
放
射
線
治
療
を
は
じ
め
薬
物
療
法

や
緩
和
ケ
ア
な
ど
集
学
的
な
が
ん
診
療

体
制
を
強
化
す
る
。

 

（
重
点
施
策
） 

・
婦
人
科
領
域
の
実
施
に
向
け
医
師
確

保
に
努
め
る
。

 

・
手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
（
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）
で

は
、
新
た
に
結
腸
切
除
の
適
用
開
始
を

目
指
す
。
 

・
放
射
線
治
療
で
は
、
定
位
放
射
線
治
療

や
IM

R
T
の
実
施
を
拡
大
し
、
治
療
の
充

実
を
図
る
。

 

・
化
学
療
法
を
実
施
し
て
い
る
が
ん
患
者

に
対
し
て
、
管
理
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
指

導
を
実
施
し
、
治
療
の
充
実
を
図
る
。
 

・
固
形
が
ん
を
専
門
と
す
る
腫
瘍
内
科
医

の
確
保
を
目
指
し
、
各
診
療
科
の
連
携

を
図
り
、
消
化
器
が
ん
を
中
心
と
し
て
二

次
治
療
以
降
の
化
学
療
法
の
更
な
る
充

実
を
図
る
。

 

・
緩
和
ケ
ア
科
を
新
設
し
、
タ
イ
ム
リ
ー
に

介
入
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
。
ま
た
、

緩
和
ケ
ア
病
棟
の
開
設
準
備
を
進
め
、

療
養
環
境
の
充
実
を
図
る
。

 

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
お
け
る
連
携
病
院

         〇
 

  〇
 

  〇
 

       〇
 

   〇
        △

 

 〇
 

  〇
 

  〇
 

  △
 

    〇
 

   〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
開
催
数
（回
） 

7
4 

7
1 

が
ん
相
談
件
数

 
5
96

 
6
72

 

が
ん
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
件
数

 
9
,6

3
2 

1
0
,2

35
 

が
ん
退
院
患
者
数
（
人
） 

2
,9

9
3 

3
,0

7
9 

が
ん
地
域
連
携
パ
ス
件
数

 
2
6 

2
1 

が
ん
看
護
外
来
件
数

 
6
9 

1
01

 

 ・
が
ん
集
学
的
治
療
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
国
指
定
の
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
、
高

度
か
つ
低
侵
襲
な
手
術
療
法
、
薬
物
療
法
、
放
射
線
療
法
、
緩
和
ケ
ア
、
が
ん
相
談
な
ど
、
専
門
治
療

や
患
者
ケ
ア
を
推
進
し
た
ほ
か
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
た
が
ん
治
療
の
セ
ミ
ナ
ー
や
研
究
会
を
開

催
す
る
な
ど
地
域
を
含
め
た
教
育
面
も
精
力
的
に
活
動
を
行
っ
た
。

 

・
終
末
期
が
ん
患
者
の
意
向
や
ニ
ー
ズ
を
背
景
に
、
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
強
化
し
、
４
月
に
緩

和
ケ
ア
科
を
、
７
月
に
は
緩
和
ケ
ア
病
棟
（
Ｐ
Ｃ
Ｕ
）
を
開
設
し
、
運
用
を
開
始
し
た
。

 

・
複
数
診
療
科
の
医
師
や
、
薬
剤
師
、
専
門
看
護
師
、
が
ん
専
門
理
学
療
法
士
等
が
参
加
す
る
キ
ャ
ン

サ
ー
ボ
ー
ド
で
は
、
患
者
に
と
っ
て
最
善
と
な
る
治
療
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
が
ん
相
談
支
援
室
は
認
定
が
ん
相
談
セ
ン
タ
ー
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
認

定
が
ん
専
門
相
談
員
を
配
備
し
、
当
院
受
診
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
利
用
で
き
る
が
ん
相
談
窓
口
を
設

け
て
お
り
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
連
携
に
よ
る
初
回
面
談
の
実
施
、
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
治
療
と
就

労
の
両
立
支
援
や
、
外
見
ケ
ア
相
談
等
、
が
ん
と
生
き
て
い
く
患
者
や
家
族
を
支
援
し
た
。
院
内
各
部

署
へ
の
周
知
や
外
来
看
護
師
と
の
連
携
強
化
、
他
の
医
療
機
関
へ
の
周
知
機
会
を
多
く
設
け
、
相
談

件
数
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
。

 

・
増
築
棟
完
成
に
伴
い
、
常
設
の
サ
ロ
ン
を
開
設
し
、
利
用
者
に
適
切
で
役
に
立
つ
情
報
が
届
く
よ
う
図

書
の
拡
充
を
行
い
、
図
書
貸
出
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
。
 

・
患
者
同
士
の
交
流
の
場
と
し
て
の
が
ん
サ
ロ
ン
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
が
で
き
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
で
の
開
催
を
軌
道
に
の
せ
、
ま
た
、
参
加
者
か
ら
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
の
活
動
者
も
増
加
し
、
サ

ロ
ン
の
活
性
化
が
図
れ
た
。

 

【
評
価
委
員
会
】 

・
４
月
に
緩
和
ケ
ア
科
、
７
月
に
緩

和
ケ
ア
病
棟
を
開
設
・
運
用
し
、
が

ん
相
談
支
援
窓
口
の
設
置
等
に

よ
り
、
相
談
件
数
の
増
加
に
寄
与

し
て
い
る
。

 

・
が
ん
登
録
件
数
は
減
少
し
て
い

る
も
の
の
、
手
術
・
放
射
線
治
療
・

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
件
数
は
増

加
し
て
お
り
、
前
年
度
よ
り
が
ん
医

療
は
充
実
し
て
る
。
地
域
の
救
急

医
療
に
つ
い
て
中
核
的
な
役
割
を

果
た
せ
て
い
る
。

 

・
が
ん
集
学
的
治
療
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
高
度
医
療
の
充
実
と
先
進
的

な
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
取
り
組
ん

だ
。

 

・
婦
人
科
領
域
の
医
師
の
確
保
、

二
次
治
療
以
降
の
化
学
療
法
の

充
実
と
い
っ
た
課
題
は
あ
る
も
の

の
、
緩
和
ケ
ア
科
の
創
設
な
ど
の

取
組
は
評
価
で
き
る
。
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他
職
種
へ
の
研
修
／
地
域
住
民
へ
の
情

報
提
供
や
講
演
／
が
ん
教
育

 

を
目
指
し
、
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
の
充
実
を

図
る
。
 

・
が
ん
サ
ロ
ン
や
が
ん
相
談
、
社
会
保
険

労
務
士
に
よ
る
就
労
支
援
な
ど
患
者
支

援
体
制
の
充
実
を
図
る
。

 

・
地
域
医
療
機
関
の
他
職
種
へ
の
研
修

の
実
施
や
、
地
域
住
民
へ
の
情
報
提
供

や
講
演
な
ど
地
域
社
会
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を

実
施
す
る
。
 

 

   〇
 

  〇
    〇

 

  〇
 

・
手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
（
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）で
は
、
新
た
に
結
腸
切
除
の
適
用
を
開
始
し
た
。
 

・
放
射
線
治
療
に
お
い
て
は
、
強
度
変
調
放
射
線
治
療
や
動
体
追
跡
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
よ
り
精
密
で
負

担
の
少
な
い
治
療
を
実
施
し
た
。
緩
和
照
射
に
お
い
て
は
、
通
院
回
数
を
減
ら
し
患
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
単
回
照
射
を
積
極
的
に
選
択
し
て
い
る
。
ま
た
、
A

I
搭
載
の
治
療
計
画

C
T
を
導
入
し
、
C

T
撮
影

と
同
時
に
臓
器
の
輪
郭
抽
出
が
可
能
と
な
り
、
治
療
計
画
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
で
治
療
の
早
期
開

始
が
可
能
と
な
っ
た
。

 

・
通
院
治
療
室
で
は
専
任
医
師
、
が
ん
専
門
薬
剤
師
、
が
ん
薬
物
療
法
認
定
薬
剤
師
、
認
定
看
護
師
が

化
学
療
法
中
の
患
者
に
対
す
る
副
作
用
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
お
り
、
急
性
増
悪
に
対
す
る
緊
急
対

応
体
制
を
強
化
し
た
ほ
か
、
抗
が
ん
剤
治
療
に
よ
っ
て
著
し
い
体
重
減
少
や
栄
養
状
態
低
下
が
み
ら
れ

る
患
者
に
は
管
理
栄
養
士
が
介
入
す
る
な
ど
多
職
種
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。

 

・
医
療
用
麻
薬
の
調
整
や
薬
品
に
対
す
る
相
談
窓
口
と
し
て
が
ん
性
疼
痛
に
精
通
し
た
薬
剤
師
面
談

窓
口
を
設
け
て
い
る
。

 

・
１
２
月
に
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携
病
院
の
指
定
を
受
け
、
が
ん
ゲ
ノ
ム
外
来
を
開
始
し
た
。

 

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
の
充
実
を
目
指
し
、
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
養
成
す
る
た
め
、
職
員
の
大
学
院
へ
の

進
学
支
援
を
継
続
し
、
養
成
を
終
え
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
近
隣
医
療
機
関
の
乳
腺
外
科
医
の
減
少
や
年
々
増
加
す
る
治
療
件
数
に
伴
い
化
学
療
法
待
ち
時
間

が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
施
設
の
改
修
、
予
約
枠
の
編
成
や
入
院
運
用
な
ど
引
き
続
き
対
策
を
検
討
し

て
い
く
。

 

・
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
る
婦
人
科
領
域
の
医
師
確
保
に
つ
い
て
、
継
続
し
て
働
き
か
け
を
行
う
。

 

・
ロ
ボ
ッ
ト
支
援
手
術
の
適
用
拡
大
（肝
、
膵
、
食
道
）
を
行
っ
て
い
く
。

 

・
腫
瘍
内
科
医
の
確
保
を
継
続
し
て
働
き
か
け
を
行
う
。

 

・
国
が
推
奨
す
る
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
対
応
す
べ
く
、
引
き
続
き
人
員
確
保
・
育
成
に
努
め
て
い
く
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（２
）循
環
器
疾
患
に
か
か
る
医
療
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

地
域
に
お
け
る
循
環
器
疾
患
の
拠
点
病
院
と
し
て
、
２
４
時
間
３
６
５
日
緊
急
搬
送
の
受
入
体

制
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
治
療
技
術
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
の
更

な
る
充
実
を
図
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

冠
動
脈
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾍﾞ
ﾝｼ
ｮﾝ
（P

C
I）
件
数

 
5
20

 

ア
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
件
数

 
3
20

 

デ
バ
イ
ス
治
療
件
数

 
2
20

 

末
梢
血
管
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾍﾞ
ﾝｼ
ｮﾝ
（P

TA
）件

数
 

2
90

 

開
心
術
・大
血
管
手
術
件
数

 
2
20

 

心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
単
位
数

 
3
1
,6

00
 

 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

冠
動
脈
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾍﾞ
ﾝｼ
ｮﾝ
（P

C
I）
件
数

 
5
00

 

ア
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
件
数

 
3
30

 

デ
バ
イ
ス
治
療
件
数

 
2
20

 

末
梢
血
管
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾍﾞ
ﾝｼ
ｮﾝ
（P

TA
）件

数
 

1
00

 

開
心
術
・大
血
管
手
術
件
数

 
2
50

 

心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
単
位
数

 
3
0
,0

00
 

 

 
  

△
 

〇
 

〇
 

△
 

〇
 

〇
  

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

冠
動
脈
ｲ
ﾝﾀ
ｰ
ﾍﾞ
ﾝ
ｼｮ
ﾝ
（P

C
I）
件
数

 
4
57

 
4
04

 
8
0
.8

 

ア
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
件
数

 
3
31

 
3
50

 
1
06

.1
 

デ
バ
イ
ス
治
療
件
数

 
2
19

 
2
19

 
9
9
.5

 

末
梢
血
管
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾍ
ﾞﾝ
ｼ
ｮﾝ
（
P
T

A
）
件
数

 
9
5 

9
4 

9
4
.0

 

開
心
術
・大
血
管
手
術
件
数

 
3
23

 
3
52

 
1
40

.8
 

心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
単
位
数

 
2
9
,5

60
 

2
8
,7

26
 

9
5
.8

 
 

【
加
古
川
市
】 

2
4
時
間

3
6

5
日
体
制
で
急
性

期
循
環
器
症
例
を
受
け
入
れ
た
。

ま
た
、
低
侵
襲
治
療
を
推
進
し
た

ほ
か
、
複
数
の
診
療
科
が
連
携
し

循
環
器
疾
患
に
か
か
る
医
療
体

制
の
整
備
に
貢
献
し
た
こ
と
な
ど
、

所
期
の
成
果
等
を
得
て
い
る
。
 

 

 2
0
19
年

1
2
月
に
施
行
さ
れ
た
「
健
康
寿

命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、

心
臓
病
、
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る

対
策
に
関
す
る
基
本
法
」
及
び

2
0
20
年

1
0
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
循
環
器
病

対
策
推
進
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
予
防

や
正
し
い
知
識
の
啓
発
、
医
療
提
供
体

制
の
充
実
、
研
究
の
推
進
な
ど
、
地
域
の

心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
循
環
器
病

対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
く
。

 

（
重
点
施
策
） 

・
救
急
体
制
の
強
化
⇒

24
時
間

36
5
日

緊
急
搬
送
受
入
体
制
の
維
持
／
脳
卒
中

へ
の
救
急
対
応
の
強
化

 

・
低
侵
襲
治
療
の
推
進
⇒
経
皮
的
大
動

脈
弁
留
置
術
（
T

A
V

I）
／
ス
テ
ン
ト
グ
ラ

フ
ト
治
療
／
小
切
開
手
術
（
M

IC
S
） 

・
新
規
医
療
技
術
の
導
入
⇒
経
皮
的
僧

帽
弁
接
合
不
全
修
復
術
（
M

it
ra

C
lip
）
 

・
総
合
治
療
体
制
の
充
実
⇒
循
環
器
内

科
、
心
臓
血
管
外
科
、
小
児
循
環
器
内

科
、
脳
神
経
外
科
、
形
成
外
科
、
放
射
線

科
、
麻
酔
科
の
連
携
に
よ
る
チ
ー
ム
医
療

体
制

 

・
先
天
性
心
疾
患
治
療
の
充
実
⇒
小
児

循
環
器
内
科
、
循
環
器
内
科
、
心
臓
血

 2
0
19
年

1
2
月
に
施
行
さ
れ
た
「
健
康
寿

命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、

心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対

策
に
関
す
る
基
本
法
」
及
び

2
0
2
0
年

1
0

月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
循
環
器
病
対
策

推
進
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
予
防
や
正

し
い
知
識
の
啓
発
、
医
療
提
供
体
制
の

充
実
、
研
究
の
推
進
な
ど
、
地
域
の
心
臓

血
管
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
循
環
器
病
対
策

を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
く
。

 

（
重
点
施
策
） 

・
24
時
間

36
5
日
緊
急
搬
送
受
入
体
制

を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
脳
卒
中
へ
の
救

急
対
応
の
強
化
を
図
る
。

 

・
経
皮
的
大
動
脈
弁
留
置
術
（
T

A
V

I）
や

経
皮
的
僧
帽
弁
接
合
不
全
修
復
術

（
M

it
ra

C
lip
）
、
小
切
開
手
術
（
M

IC
S
）
な

ど
低
侵
襲
治
療
を
推
進
す
る
。

 

・
循
環
器
内
科
、
心
臓
血
管
外
科
、
小
児

循
環
器
内
科
、
脳
神
経
外
科
、
形
成
外

科
、
放
射
線
科
、
麻
酔
科
の
連
携
に
よ
る

チ
ー
ム
医
療
体
制
を
推
進
す
る
。

 

・
小
児
循
環
器
内
科
、
循
環
器
内
科
、
心

臓
血
管
外
科
が
連
携
し
、
新
生
児
か
ら

移
行
期
を
経
て
大
人
ま
で
切
れ
目
の
な

い
先
天
性
心
疾
患
の
治
療
体
制
を
推
進

            

◎
   

◎
    

◎
    

〇
    

            

〇
   

〇
    

〇
    

〇
    

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
救
急
搬
送
受
入
件
数

 
1
,2

5
9 

1
,2

9
8 

D
o
or

 t
o
 B

al
lo

o
n
 t

im
e（
分
） 

8
6
.7

 
8
0
.3

 

急
性
大
動
脈
疾
患
・
急
性
冠
動
脈
疾
患
等
の
緊
急
救
命
手
術
件
数

 
8
6 

1
46

 

大
動
脈
瘤
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
件
数

 
5
7 

7
1 

小
切
開
手
術
（M

IC
S）
件
数

 
7 

3 

先
天
性
心
疾
患
に
係
る
開
心
術
手
術
件
数

 
2
1 

2
8 

急
性
心
筋
梗
塞
退
院
患
者
数

 
2
37

 
2
26

 

経
皮
的
大
動
脈
弁
留
置
術
（
T

A
V

I）
件
数

 
7
5 

6
0 

超
急
性
期
脳
卒
中
加
算
件
数

 
0 

3 

経
皮
的
脳
血
栓
回
収
術
件
数

 
7 

6 

頸
動
脈
ス
テ
ン
ト
留
置
術
（C

A
S
）件
数

 
1
4 

1
6 

心
不
全
地
域
連
携
パ
ス
件
数

 
0 

0 

脳
血
管
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
件
数

 
2
0
,5

37
 

2
1
,5

18
 

 ・
2
01

9
年

12
月
に
施
行
さ
れ
た
「
健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の

循
環
器
病
に
係
る
対
策
に
関
す
る
基
本
法
」
及
び

2
02

3
年

3
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
循
環
器
病
対

策
推
進
基
本
計
画
（
第

2
期
）」
に
基
づ
き
、
2
4
時
間

3
65
日
体
制
で
急
性
期
循
環
器
症
例
の
受
入
や
、

脳
卒
中
の
救
急
医
療
体
制
の
確
立
へ
向
け
た
取
り
組
み
、
低
侵
襲
治
療
の
拡
大
、
循
環
器
領
域
へ
の

緩
和
ケ
ア
の
導
入
な
ど
地
域
の
心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。

 

・
経
皮
的
大
動
脈
弁
留
置
術
（
T

A
V

I）
、

M
it
ra

C
lip
、
心
臓
血
管
外
科
分
野
に
お
け
る
小
切
開
手
術

（
M

IC
S
）
な
ど
低
侵
襲
治
療
を
推
進
し
て
い
る
。

 

・
小
児
循
環
器
内
科
で
は
、
先
天
性
心
疾
患
や
川
崎
病
等
に
対
す
る
超
音
波
検
査
や
カ
テ
ー
テ
ル
検

査
等
を
行
い
、
小
児
か
ら
成
人
ま
で
幅
広
い
世
代
の
循
環
器
疾
患
に
対
す
る
地
域
完
結
型
の
治
療
体

制
を
確
立
し
た
。
 

【
評
価
委
員
会
】 

・
一
部
目
標
指
標
の
達
成
率
が
未

達
成
の
項
目
は
あ
る
が
、
使
用
す

る
衛
生
材
料
の
性
能
の
向
上
、

2
4
時
間

3
6

5
日
体
制
で
急
性

循
環
器
症
例
・
脳
卒
中
の
受
入
と

し
て
の
役
割
は
評
価
さ
れ
る
。
 

・
P

C
I
の
件
数
は
減
少
し
て
い
る

も
の
の
、
救
急
搬
送
受
入
件
数
・

緊
急
救
命
手
術
件
数
等
は
増
加

し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
事
を
評
価
す

る
。
 

・
P

C
I
件
数
等
複
数
の
項
目
が
数

値
目
標
に
未
達
で
あ
る
が
、
未
達

事
項
は
、
症
例
減
少
や
担
当
医
不

在
等
の
要
因
で
対
処
が
難
し
い

項
目
で
も
あ
る
。
医
師
確
保
等
の

対
応
可
能
な
取
組
に
努
め
る
こ
と

を
期
待
す
る
。
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管
外
科
の
連
携
に
よ
る
新
生
児
か
ら
移

行
期
を
経
て
大
人
ま
で
切
れ
目
の
な
い

治
療
体
制

 

・
再
発
予
防
・
早
期
社
会
復
帰
⇒
急
性
期

心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
／
心
不
全
地

域
連
携
パ
ス
の
確
立

 

・
在
宅
医
療
支
援
⇒
緩
和
ケ
ア
の
推
進

／
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
末

期
心
不
全
患
者
の
在
宅
医
療
支
援

 

す
る
。
 

・
心
不
全
地
域
連
携
パ
ス
の
活
用
を
推

進
し
、
地
域
の
中
で
役
割
分
担
を
行
い
、

地
域
全
体
で
患
者
を
支
援
す
る
。

 

・
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
地
域
医

療
機
関
と
連
携
を
図
り
、
末
期
心
不
全
患

者
へ
の
緩
和
ケ
ア
の
充
実
を
図
る
。

 

 

〇
   

〇
       

 

△
   

〇
  

・
末
期
心
不
全
患
者
に
対
す
る
緩
和
ケ
ア
を
推
進
し
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
精
神
的
・
倫

理
的
な
内
容
も
含
め
た
支
援
を
継
続
し
た
。
 

・
心
不
全
患
者
を
地
域
全
体
で
診
て
い
く
体
制
の
一
歩
と
し
て
、
心
不
全
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
運
用
し
、
地

域
の
医
療
機
関
か
ら
の
相
談
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
体
制
を
継
続
し
た
。

 

・
他
の
医
療
機
関
で
は
対
応
困
難
な
腎
不
全
、
心
不
全
な
ど
合
併
症
と
伴
う
脳
卒
中
患
者
の
対
応
を
継

続
し
て
実
施
し
た
。
 

・
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
等
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
設
備
を
活
用
し
、
若
手
医
師
の
実
践
的
教
育
を

行
っ
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
今
後
増
加
が
予
測
さ
れ
る
心
不
全
患
者
に
対
す
る
地
域
で
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
、
近
隣
医
療
機
関

と
協
議
の
う
え
、
当
院
の
循
環
器
内
科
医
師
や
心
不
全
療
養
指
導
士
を
中
心
に
地
域
医
療
ス
タ
ッ
フ
の

支
援
を
積
極
的
に
行
い
、
心
不
全
の
状
態
に
応
じ
た
ケ
ア
を
地
域
全
体
で
行
う
体
制
を
構
築
し
て
い

く
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（３
）消
化
器
疾
患
に
か
か
る
医
療
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

幅
広
い
消
化
器
領
域
に
対
し
て
、
内
視
鏡
的
治
療
な
ど
高
度
専
門
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
消
化
器
内
科
と
外
科
が
一
体
と
な
っ
て
、
総
合
的
な
診
療
体
制
を
築
き
、
消
化
器
セ
ン
タ
ー

の
更
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

上
部
内
視
鏡
検
査
件
数

 
8
,6

5
0 

下
部
内
視
鏡
検
査
件
数

 
4
,3

0
0 

内
視
鏡
的
粘
膜
切
除
術
（E

M
R）
件
数 

8
00

 

内
視
鏡
的
粘
膜
下
層
剥
離
術
（E

SD
）件
数

 
1
60

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

上
部
内
視
鏡
検
査
件
数

 
8
,9

0
0 

下
部
内
視
鏡
検
査
件
数

 
4
,3

0
0 

内
視
鏡
的
粘
膜
切
除
術
（E

M
R）
件
数 

5
80

 

内
視
鏡
的
粘
膜
下
層
剥
離
術
（E

SD
）件
数

 
1
35

 
 

 
  

〇
 

〇
 

〇
 

〇
  

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

上
部
内
視
鏡
検
査
件
数

 
8
,9

1
8 

8
,6

6
1 

9
7
.3

 

下
部
内
視
鏡
検
査
件
数

 
4
,1

5
1 

4
,2

6
4 

9
9
.2

 

内
視
鏡
的
粘
膜
切
除
術
（
E
M

R
）
件
数

 
5
70

 
5
59

 
9
6
.4

 

内
視
鏡
的
粘
膜
下
層
剥
離
術
（
E
S
D
）件
数

 
1
30

 
1
30

 
9
6
.3

 
 

【
加
古
川
市
】 

各
種
低
侵
襲
治
療
や
、
直
腸
・
胃
・

結
腸
が
ん
に
対
す
る
手
術
支
援
ロ

ボ
ッ
ト
の
活
用
を
推
進
し
、
先
進

的
な
医
療
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
消

化
器
領
域
に
お
け
る
救
急
医
療
体

制
を
強
化
す
る
な
ど
、
所
期
の
成

 

が
ん
集
学
的
治
療
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、

消
化
器
が
ん
の
総
合
診
療
機
能
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
救
急
疾
患
へ
の
対
応

を
強
化
す
る
。

 

（
重
点
施
策
） 

・
救
急
医
療
体
制
の
強
化
⇒
吐
下
血
、
急

性
腹
症
な
ど
消
化
器
領
域
の
救
急
医
療

体
制
の
強
化

 

・
肝
胆
膵
領
域
の
治
療
の
充
実
⇒
肝
胆

膵
外
科
高
度
技
能
修
練
施
設
認
定
に
よ

る
高
難
度
症
例
の
推
進

 

・
特
殊
内
視
鏡
検
査
の
診
断
レ
ベ
ル
の

向
上

 

・
低
侵
襲
治
療
の
充
実
⇒
内
視
鏡
治
療
・

鏡
視
下
手
術
の
技
術
向
上
／
手
術
支
援

ロ
ボ
ッ
ト
の
適
用
拡
大

 

・
新
た
な
治
療
技
術
へ
の
取
組
⇒
腹
腔

鏡
・
内
視
鏡
合
同
手
術
（
L
E
C

S
） 

が
ん
集
学
的
治
療
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、

消
化
器
が
ん
の
総
合
診
療
機
能
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
救
急
疾
患
へ
の
対
応

を
強
化
す
る
。

 

（
重
点
施
策
） 

・
吐
下
血
、
急
性
腹
症
な
ど
消
化
器
領
域

の
救
急
医
療
体
制
の
強
化
を
図
る
。

 

・
動
脈
再
建
や
腹
壁
再
建
な
ど
心
臓
血

管
外
科
・
形
成
外
科
と
の
合
同
手
術
を

実
施
し
、
高
難
度
手
術
症
例
を
推
進
す

る
。
 

・
高
難
度
手
術
症
例
を
増
や
し
、
肝
胆
膵

外
科
高
度
技
能
修
練
施
設
の
施
設
基
準

A
の
認
定
を
目
指
す
。
 

・
特
殊
内
視
鏡
検
査
を
充
実
し
、
診
断
レ

ベ
ル
の
向
上
を
図
る
。
 

・
技
術
認
定
医
を
充
実
さ
せ
、
内
視
鏡
治

療
・
鏡
視
下
手
術
な
ど
低
侵
襲
治
療
の

質
の
向
上
を
図
る
。
Ｔ
ａ
Ｔ
Ｍ
Ｅ
な
ど
新
規

技
術
の
推
進
を
図
る
。

 

・
消
化
器
良
性
疾
患
に
対
す
る
手
術
支

援
ロ
ボ
ッ
ト
の
適
応
拡
大
に
備
え
て
体
制

を
整
備
す
る
。

 

・
肥
満
外
科
手
術
認
定
施
設
と
し
て
治
療

の
充
実
を
図
る
。

 

     

◎
  

〇
    

〇
   

◎
  

◎
    

〇
    

     

〇
  

〇
    

△
   

〇
  

〇
    ×
   

〇
    

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

救
急
搬
送
後
消
化
器
セ
ン
タ
ー
入
院
と
な
っ
た
件
数

 
7
07

 
6
31

 

内
視
鏡
的
逆
行
性
胆
管
膵
管
造
影
検
査
（
E
R
C

P
）件
数

 
9
50

 
8
33

 

超
音
波
内
視
鏡
検
査
（
E
U

S
）件
数

 
4
24

 
4
34

 

消
化
器
外
科
鏡
視
下
手
術
件
数

 
6
02

 
6
18

 

消
化
器
外
科
緊
急
手
術
件
数

 
4
72

 
5
42

 

肝
胆
膵
高
難
度
手
術
症
例

 
4
4 

4
8 

 ・
総
合
的
な
診
療
体
制
に
よ
り
、
出
血
を
伴
う
消
化
管
急
性
疾
患
や
、
胆
管
炎
、
胆
道
閉
塞
な
ど
の
急
性

疾
患
に
対
す
る
緊
急
内
視
鏡
治
療
に
対
応
し
、
地
域
の
救
急
医
療
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

 

・
消
化
器
セ
ン
タ
ー
で
は
、
外
科
と
内
科
の
垣
根
を
取
り
払
い
、
腹
腔
鏡
・
内
視
鏡
を
用
い
た
低
侵
襲
治

療
、
薬
物
療
法
、
化
学
療
法
、
放
射
線
療
法
か
ら
緩
和
ケ
ア
ま
で
を
統
合
し
た
治
療
体
制
で
治
療
を
推

進
し
た
。
 

・
内
視
鏡
分
野
で
は
、
食
道
・
胃
・
大
腸
の
腫
瘍
性
病
変
に
対
す
る
内
視
鏡
的
手
術
や
、
内
視
鏡
的
胆

道
処
置
、
超
音
波
内
視
鏡
誘
導
下
処
置
な
ど
の
低
侵
襲
治
療
を
推
進
し
た
。
 

・
直
腸
が
ん
、
胃
が
ん
に
加
え
、
結
腸
が
ん
に
対
す
る
手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
（
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）
の
適
用
を
開

始
し
た
。
 

・
直
腸
が
ん
に
対
す
る
経
肛
門
的
直
腸
間
膜
切
除
術
（
Ｔ
ａ
Ｔ
Ｍ
Ｅ
）
を
軌
道
に
乗
せ
、
従
来
の
腹
腔
鏡

下
手
術
で
は
対
応
が
困
難
な
症
例
に
お
い
て
も
低
侵
襲
の
治
療
を
行
っ
た
。
 

・
肥
満
外
科
手
術
認
定
施
設
と
し
て
、
高
度
肥
満
疾
患
に
対
す
る
胃
ス
リ
ー
ブ
切
除
手
術
を
行
っ
て
お

り
、
ま
た
、
消
化
器
外
科
・
内
科
医
、
糖
尿
病
内
科
医
、
精
神
科
医
、
麻
酔
医
、
管
理
栄
養
士
、
薬
剤
師
、

理
学
療
法
士
、
看
護
師
か
ら
な
る
肥
満
外
科
チ
ー
ム
に
よ
る
患
者
支
援
を
継
続
し
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
肝
、
膵
、
食
道
が
ん
の
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
の
適
応
拡
大
や
肝
胆
膵
外
科
高
度
技
能
修
練
施
設
の
施
設
基
準

A
の
取
得
を
目
指
す
。
ま
た
、
粒
子
線
治
療
前
の
ス
ペ
ー
サ
ー
留
置
術
な
ど
先
進
的
な
領
域
を
強
化
し

て
い
く
。

 

・
緊
急
手
術
症
例
が
増
加
し
て
お
り
、
緊
急
手
術
対
応
が
可
能
な
２
次
救
急
医
療
機
関
と
協
議
し
、
役

割
分
担
を
行
っ
て
い
く
。

 

果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
外
科
緊
急
手
術
件
数
が
増
加

し
、
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
で
の
手
術
の
適
用

範
囲
が
広
が
っ
た
。
目
標
未
達
の

項
目
も
あ
る
が
、
先
進
的
な
治
療

方
法
を
推
進
し
た
こ
と
を
評
価
す

る
。
 

・
消
化
器
セ
ン
タ
ー
の
高
度
専
門

医
療
の
提
供
を
推
進
し
た
。
 

・
項
目
、
数
値
目
標
と
も
ほ
ぼ
達

成
と
言
っ
て
よ
い
。
肝
胆
膵
外
科

高
度
技
能
修
練
施
設
の
施
設
基

準
A
の
認
定
と
、
数
値
目
標
達
成

を
目
指
し
て
ほ
し
い
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（４
）周
産
期
医
療
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

ハ
イ
リ
ス
ク
な
妊
産
婦
や
超
低
出
生
体
重
児
に
対
す
る
急
性
期
治
療
に
、
２
４
時
間
３
６
５
日

対
応
す
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
と
連
携
の
う
え
、
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の

機
能
を
堅
持
す
る
こ
と
。
引
き
続
き
、
産
科
医
等
の
人
材
の
確
保
に
努
め
、
総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
の
整
備
を
目
指
す
こ
と
。
 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

分
娩
件
数

 
8
00

 

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
件
数

 
1
70

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

分
娩
件
数

 
7
50

 

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
件
数

 
1
50

 
 

 
  

〇
 

〇
 

 
目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

分
娩
件
数

 
6
57

 
8
43

 
1
12

.4
 

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
件
数

 
1
34

 
1
66

 
1
10

.7
 

 

【
加
古
川
市
】 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
な
ど
に
対
す

る
急
性
期
治
療
に
対
応
す
る
た

め
、
2

4
時
間

3
6

5
日
に
わ
た
り

 

 地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
機

能
を
発
揮
し
、
リ
ス
ク
の
高
い
妊
娠
・
分

娩
や
高
度
な
新
生
児
治
療
に
対
応
し
て

い
く
。
ま
た
、
産
科
医
の
更
な
る
充
実
を

図
り
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

機
能
の
整
備
を
目
指
す
。
 

（
重
点
施
策
） 

・
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
の
確
実
な
受
入
⇒

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
の
受
入
／
緊
急
母

体
搬
送
の
受
入

 

・
新
生
児
高
度
医
療
の
提
供
⇒

N
IC

U
・

G
C

U
の
充
実
／
新
生
児
緊
急
搬
送
の

受
入

 

・
赤
ち
ゃ
ん
に
や
さ
し
い
病
院
の
維
持
⇒

母
乳
育
児
の
推
進

 

・
産
後
ケ
ア
事
業
の
維
持

 

・
産
科
医
を
確
保
し
、
総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
の
整
備
を
目
指
す
。

 

 地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
機

能
を
発
揮
し
、
リ
ス
ク
の
高
い
妊
娠
・
分

娩
や
高
度
な
新
生
児
治
療
に
対
応
し
て

い
く
。
ま
た
、
産
科
医
の
更
な
る
充
実
を

図
り
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

機
能
の
整
備
を
目
指
す
。
 

（
重
点
施
策
） 

・
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
の
確
実
な
受
入

 

⇒
 
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
の
受
入
／
緊
急

母
体
搬
送
の
受
入

 

・
新
生
児
高
度
医
療
の
提
供

 
⇒

 

N
IC

U
・
G

C
U
の
充
実
／
新
生
児
緊
急
搬

送
の
受
入

 

・
赤
ち
ゃ
ん
に
や
さ
し
い
病
院
の
維
持

 

⇒
 
母
乳
育
児
の
推
進

 

・
産
後
ケ
ア
事
業
の
維
持

 

・
産
科
医
を
確
保
し
、
総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
の
整
備
を
目
指
す
。

 

・
産
科
医
を
目
指
す
医
師
の
研
修
体
制

を
整
備
し
、
産
科
医
養
成
を
実
施
す
る
。
 

・
麻
酔
科
と
連
携
し
、
無
痛
分
娩
を
実
施

す
る
。
 

・
遺
伝
子
診
療
部
と
連
携
し
、
新
型
出
生

前
診
断
（
N

IP
T
）
の
認
定
施
設
と
し
て
機

能
を
発
揮
す
る
。

 

        

◎
   

◎
   

〇
  

        〇
 

  〇
 

  〇
 

  △
 

 〇
 

 〇
 

 〇
 

    

 
活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

新
生
児
緊
急
搬
送
件
数

 
7
4 

8
2 

緊
急
母
体
搬
送
受
入
件
数

 
6
9 

7
5 

新
生
児
集
中
治
療
室
（
N

IC
U
）
稼
働
率
（％
） 

9
8
.8

 
9
8
.9

 

新
生
児
治
療
回
復
室
（G

C
U
）
稼
働
率
（％
） 

4
3
.6

 
5
1
.2

 

退
院
時
母
乳
率
（
％
） 

8
5
.8

 
8
8
.6

 

地
域
分
娩
貢
献
率
（
％
） 

1
2
.7

 
1
6
.4

 

産
後

2
週
間
健
診
外
来
件
数

 
6
60

 
6
61

 

・
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
地
域
の
三
次
救
急
の
役
割
を
担
い
、
2
4
時
間

3
65
日
ハ
イ

リ
ス
ク
妊
産
婦
を
は
じ
め
緊
急
性
の
高
い
母
体
、
新
生
児
救
急
症
例
の
受
入
を
行
っ
た
。

 

・
地
域
の
分
娩
施
設
の
減
少
に
よ
り
、
当
院
で
の
分
娩
件
数
は
大
幅
に
増
加
し
た
。
 

・
合
併
症
や
胎
児
異
常
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
に
お
い
て
、
小
児
科
や
精
神
科
等
の
専

門
診
療
科
と
連
携
し
て
適
切
な
母
体
管
理
に
対
応
し
た
。
ま
た
、
帝
王
切
開
を
は
じ
め
と
す
る
産
科
緊

急
手
術
に
迅
速
に
対
応
す
る
な
ど
、
安
全
な
分
娩
に
努
め
た
。

 

・
多
く
の
外
科
系
診
療
科
と
連
携
し
て
、
染
色
体
異
常
児
や
多
発
奇
形
児
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
新
生
児

疾
患
に
対
応
し
た
。

 

・
産
婦
人
科
医
師
や
小
児
科
医
師
、
麻
酔
科
医
師
と
の
連
携
に
よ
る
無
痛
分
娩
の
運
用
を
継
続
し
た
。
 

・
ユ
ニ
セ
フ
認
定
の
赤
ち
ゃ
ん
に
や
さ
し
い
病
院
（
B

F
H
）
/
（
B

F
N

IC
U
）
と
し
て
、
母
乳
育
児
を
推
進
し
健

や
か
な
親
子
関
係
の
形
成
支
援
を
継
続
し
た
。
 

・
市
町
の
実
施
す
る
産
後
ケ
ア
事
業
に
協
力
し
、
受
入
機
関
と
し
て
の
体
制
を
維
持
し
た
。

 

・
日
本
医
学
会
出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
委
員
会
の
認
定
施
設
と
し
て
、
出
生
前
診
断
（
N

IP
T
）

を
実
施
し
た
ほ
か
、
知
的
・
発
達
障
害
の
原
因
検
索
を
目
的
と
し
た
染
色
体
検
査
を
実
施
し
た
。
 

・
新
生
児
心
肺
蘇
生
（
N

C
P
R
）
を
地
域
に
普
及
す
る
拠
点
病
院
と
し
て
、
N

C
P
R
講
習
会
を
年

3
 
回
実

施
し
た
。
 

・
当
院
産
科
に
対
す
る
“
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
婦
専
用
”
や
、
“
質
素
な
給
食
”
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
べ
く
、

地
域
広
報
誌
や

W
eb
サ
イ
ト
に
て
健
康
妊
婦
の
積
極
受
入
や
産
後
食
見
直
し
の
広
報
を
行
っ
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
慢
性
的
な
産
科
医
不
足
に
対
し
て
、
確
保
に
向
け
た
働
き
か
け
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
産
科
医
を
目

指
す
医
師
を
教
育
で
き
る
研
修
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
・
緊
急
性
の

高
い
母
体
・
新
生
児
救
急
症
例
等

の
受
入
を
行
う
な
ど
、
所
期
の
成

果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン

タ
ー
と
し
て

2
4
時
間

3
6

5
日
ハ

イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
、
緊
急
性
の
高

い
母
体
・
新
生
児
救
急
症
例
の
受

入
を
行
い
、
目
標
指
数
以
上
の
達

成
率
と
な
っ
て
い
る
。

 

・
目
標
達
成
率
が
前
年
度
に
比
べ

大
幅
に
上
昇
し
、
地
域
の
二
次
救

急
医
療
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

 

・
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン

タ
ー
整
備
の
目
標
は
未
達
だ
が
、

他
の
項
目
は
全
て
達
成
し
て
い

る
。
少
子
化
の
中
で
数
値
目
標
を

大
幅
に
超
え
る
達
成
率
は
、
特
に

優
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
よ
い
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（５
）小
児
医
療
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

地
域
に
お
け
る
小
児
医
療
の
拠
点
と
し
て
、
２
４
時
間
３
６
５
日
、
小
児
救
急
か
ら
高
度
専
門

医
療
ま
で
包
括
的
な
小
児
医
療
を
提
供
し
、
子
育
て
世
代
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
診
療
機
能
の
更
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

小
児
科
救
急
搬
送
受
入
件
数

 
1
,6

0
0 

 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

小
児
科
救
急
搬
送
受
入
件
数

 
2
,0

0
0 

 

 
  

〇
 

 
目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

小
児
科
救
急
搬
送
受
入
件
数

 
2
,2

7
9 

1
,9

1
9 

9
6
.0

 
 

【
加
古
川
市
】 

小
児
救
急
の
拠
点
と
し
て
、
２
４
時

間
３
６
５
日
の
受
入
態
勢
を
堅
持

 

 小
児
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
小
児

救
急
医
療
か
ら
高
度
専
門
治
療
ま
で
、

当
該
地
域
の
こ
ど
も
の
成
長
に
合
わ
せ

た
総
合
的
な
小
児
医
療
を
提
供
す
る
。
 

（
重
点
施
策
） 

・
小
児
救
急
医
療
の
維
持
⇒

2
4
時
間

3
65
日
の
受
入
体
制
の
維
持

 

・
小
児
医
療
の
地
域
内
完
結
率
の
向
上

 

・
高
度
専
門
医
療
の
充
実
⇒
低
体
温
療

法
／
一
酸
化
窒
素
吸
入
療
法
／
喉
頭
気

管
支
鏡
を
用
い
た
気
道
評
価

 

・
先
天
性
疾
患
へ
の
対
応
⇒
他
の
診
療

科
と
の
連
携

 

・
小
児
在
宅
医
療
支
援
⇒
移
行
期
医
療

／
医
療
的
ケ
ア
児
へ
の
支
援

 

・
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
⇒
多
職
種
（
医

師
、
看
護
師
、
心
理
士
、
保
育
士
、
理
学

療
法
士
な
ど
）
 

 小
児
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
小
児

救
急
医
療
か
ら
高
度
専
門
治
療
ま
で
、

当
該
地
域
の
こ
ど
も
の
成
長
に
合
わ
せ

た
総
合
的
な
小
児
医
療
を
提
供
す
る
。
 

（
重
点
施
策
）
 

 
 

・
2
4
時
間

3
6
5
日
の
救
急
受
入
体
制
を

維
持
す
る
。
 

・
小
児
外
傷
系
救
急
の
受
入
を
目
指
し

体
制
を
検
討
す
る
。

 

・
低
体
温
療
法
、
一
酸
化
窒
素
吸
入
療

法
、
喉
頭
気
管
支
鏡
を
用
い
た
気
道
評

価
な
ど
高
度
専
門
医
療
の
充
実
を
図
る
。
 

・
循
環
器
内
科
、
心
臓
血
管
外
科
、
形
成

外
科
、
口
腔
外
科
な
ど
他
の
診
療
科
と
の

連
携
を
図
り
、
先
天
性
疾
患
の
治
療
の

充
実
を
図
る
。

 

・
医
療
的
ケ
ア
児
へ
の
短
期
入
所
事
業

の
継
続
な
ど
、
在
宅
医
療
へ
の
支
援
を

実
施
す
る
。
 

      

◎
    

〇
   

〇
 

      〇
 

 ×
 

 〇
 

  〇
 

   〇
 

 
活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

小
児
入
院
延
患
者
数
（人
） 

2
4
,9

94
 

2
6
,4

59
 

小
児
外
来
延
患
者
数
（人
） 

4
0
,0

15
 

3
9
,6

59
 

小
児
外
科
手
術
件
数

 
1
91

 
2
15

 

小
児
脳
神
経
外
科
手
術
件
数

 
2 

3 

小
児
循
環
器
手
術
件
数

 
3
5 

3
0 

小
児
形
成
外
科
手
術
件
数

 
1
37

 
1
50

 

重
症
脳
障
害
患
者
に
対
す
る
低
体
温
療
法
件
数
（
小
児
） 

2
7 

9 

低
酸
素
性
呼
吸
不
全
に
対
す
る
一
酸
化
窒
素
吸
入
療
法
件
数

 
2
9 

2
9 

喉
頭
気
管
支
鏡
を
用
い
た
気
道
評
価
件
数
（
小
児
） 

1
05

 
1
36

 

 ・
小
児
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
2
4
時
間

3
65
日
の
救
急
受
入
体
制
を
堅
持
し
た
。
 

・
小
児
神
経
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
小
児
腎
臓
の
専
門
医
が
在
籍
し
、
専
門
外
来
を
実
施
し
、
専
門
性
の
高
い

医
療
の
提
供
を
行
っ
た
。

 

・
重
症
脳
障
害
に
対
す
る
低
体
温
療
法
や
呼
吸
不
全
に
対
す
る
一
酸
化
窒
素
吸
入
療
法
、
気
道
狭
窄

に
対
す
る
フ
ァ
イ
バ
ー
検
査
等
、
高
度
な
治
療
や
検
査
の
体
制
整
備
を
進
め
た
。

 

・
心
臓
血
管
外
科
や
小
児
循
環
器
内
科
を
中
心
と
し
た
、
先
天
性
心
疾
患
に
お
け
る
心
臓
血
管
手
術
や

カ
テ
ー
テ
ル
検
査
な
ど
、
高
度
専
門
治
療
を
行
っ
た
。

 

・
摂
食
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
口
唇
口
蓋
裂
・
顎
裂
の
領
域
で
は
、
矯
正
歯
科
医
、
形
成
外
科
、
小
児

科
と
連
携
し
な
が
ら
不
正
咬
合
の
治
療
を
行
っ
て
い
る
。

 

・
小
児
が
ん
連
携
病
院
の
指
定
を
受
け
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
し
た
。

 

・
医
療
的
ケ
ア
児
の
短
期
入
所
事
業
に
つ
い
て
受
入
体
制
を
維
持
し
た
。

 

・
虐
待
が
疑
わ
れ
る
患
児
に
対
し
て
定
期
お
よ
び
臨
時
の
症
例
検
討
や
通
告
判
定
を
行
い
、
行
政
や
児

童
相
談
所
と
通
告
前
後
の
対
応
を
共
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
２
回
の
職
員
研
修
を
行
う
な
ど
院
内
で

の
啓
蒙
も
行
っ
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
圏
域
外
か
ら
の
ニ
ー
ズ
が
増
え
つ
つ
あ
る
気
道
狭
窄
症
例
に
対
応
し
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
他
の
小
児

疾
患
に
つ
い
て
も
救
急
医
療
体
制
を
維
持
し
て
い
く
と
と
も
に
、
専
門
領
域
の
拡
大
に
努
め
て
い
く
。

 

・
小
児
外
傷
救
急
の
受
入
体
制
の
整
備
に
向
け
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

 

し
た
。
ま
た
、
低
体
温
療
法
や
一

酸
化
窒
素
吸
入
療
法
、
喉
頭
気
管

支
鏡
を
用
い
た
気
道
評
価
な
ど
高

度
専
門
医
療
の
充
実
を
図
る
な

ど
、
所
期
の
成
果
等
を
得
て
い

る
。
 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
一
部
目
標
に
到
達
し
な
い
項
目

も
あ
る
が
、
2
4
時
間

3
65
日
の
救

急
受
入
体
制
を
堅
持
し
て
い
る
。

 

・
外
来
患
者
数
は
減
少
し
て
い
る

も
の
の
、
入
院
患
者
数
・
手
術
件

数
は
増
加
し
て
お
り
、
地
域
の
二

次
救
急
医
療
機
関
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

 

・
小
児
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て

救
急
医
療
か
ら
高
度
専
門
医
療

ま
で
総
合
的
な
小
児
医
療
を
提
供

し
て
い
る
。

 

・
項
目
、
数
値
目
標
と
も
概
ね
達

成
し
て
い
る
。
小
児
外
傷
系
救
急

受
入
に
向
け
た
体
制
整
備
を
期

待
し
た
い
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（６
）セ
ン
タ
ー
診
療
機
能
の
更
な
る
充
実

 

  

中 期 目 標  

５
大
セ
ン
タ
ー
に
加
え
、
新
た
な
セ
ン
タ
ー
診
療
機
能
の
構
築
に
よ
り
、
高
度
で
専
門
的
な
医

療
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

３
 

３
 

３
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 地
域
で
中
核
的
役
割
を
果
た
す
診
療
領

域
や
、
特
に
高
度
な
治
療
を
実
施
す
る
領

域
に
お
い
て
、
新
た
に
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し
、
高
度
・
専
門
医
療
の
充
実
を
図
る
。
 

 ・
新
設
し
た
呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
を
地
域
に

積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
。

 

・
そ
の
他
領
域
に
お
い
て
も
、
地
域
で
中

核
的
役
割
を
果
た
す
診
療
領
域
や
高
度

に
治
療
を
実
施
す
る
領
域
に
つ
い
て
、
情

報
収
集
や
デ
ー
タ
分
析
を
行
い
セ
ン

タ
ー
化
の
必
要
性
の
有
無
等
検
討
し
て

い
く
。

 

 
 

〇
  

〇
 

 ・
20

23
年
１
月
に
設
置
し
た
呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
で
は
、
が
ん
化
学
療
法
に
お
い
て
、
術
前
・
術
後
の
適
用

拡
大
が
さ
れ
て
お
り
、
呼
吸
器
内
科
・
呼
吸
器
外
科
の
よ
り
一
層
の
連
携
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
呼
吸

器
セ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
を
充
実
さ
せ
た
。

 

・
呼
吸
器
内
科
で
は
、
新
た
に
ク
ラ
イ
オ
生
検
を
導
入
し
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
そ
の
他
領
域
に
お
い
て
も
、
地
域
で
中
核
的
役
割
を
果
た
す
診
療
領
域
や
高
度
に
治
療
を
実
施
す
る

領
域
に
つ
い
て
は
、
情
報
収
集
や
デ
ー
タ
分
析
を
行
い
セ
ン
タ
ー
化
の
必
要
性
の
有
無
等
検
討
し
て
い

く
。
 

   

【
加
古
川
市
】 

呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
充
実

さ
せ
、
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の

提
供
に
寄
与
す
る
な
ど
、
所
期
の

成
果
等
を
概
ね
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の
提
供

及
び
人
材
育
成
を
期
待
す
る
。

 

・
呼
吸
器
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能

充
実
に
努
め
た
。

 

・
情
報
収
集
や
デ
ー
タ
分
析
を
通

じ
て
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
セ
ン
タ
ー

診
療
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
に

期
待
す
る
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（７
）総
合
診
療
体
制
と
チ
ー
ム
医
療
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

患
者
の
病
態
に
応
じ
て
、
診
療
科
の
枠
を
越
え
、
各
診
療
科
の
専
門
性
を
生
か
し
た
総
合
的

な
医
療
を
提
供
で
き
る
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
医
師
、
看
護
師
、
薬
剤
師
な
ど
多
職
種
の

職
員
が
、
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
質
の
高
い
チ
ー
ム
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。

 
ま
た
、
高
度
・
専
門
医
療
を
提
供
す
る
病
院
と
し
て
、
臨
床
研
究
や
治
験
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

５
 

５
 

５
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

手
術
件
数

 
9
,5

0
0 

M
R
I
件
数

 
2
3
,5

00
 

C
T
件
数

 
5
6
,6

00
 

P
E
T

-
C

T
件
数

 
2
,2

6
0 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
使
用
率
（
％
） 

6
5
.0

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

手
術
件
数

 
9
,0

0
0 

M
R
I
件
数

 
2
3
,5

00
 

C
T
件
数

 
6
2
,0

00
 

P
E
T

-
C

T
件
数

 
2
,2

2
0 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
使
用
率
（
％
） 

6
5
.0

 
 

 
  

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

手
術
件
数

 
8
,7

9
5 

9
,2

9
3 

1
03

.3
 

M
R
I
件
数

 
2
3
,7

47
 

2
4
,0

86
 

1
02

.5
 

C
T
件
数

 
6
8
,8

52
 

7
0
,4

43
 

1
13

.6
 

P
E
T

-
C

T
件
数

 
2
,1

3
8 

2
,2

1
0 

9
9
.5

 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
使
用
率
（
％
） 

6
8
.4

 
6
7
.9

 
1
04

.5
 

 

【
加
古
川
市
】 

総
合
診
療
体
制
を
強
化
す
る
取

組
と
し
て
、
臨
床
遺
伝
専
門
医
と

各
診
療
科
医
師
が
連
携
し
、
先
天

性
疾
患
や
遺
伝
性
神
経
難
病
な

ど
幅
広
い
遺
伝
性
疾
患
を
診
察
し

た
。
ま
た
、
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
で

 

は
、
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
が
地
域

 

 （
総
合
診
療
体
制
の
強
化
） 

・
各
診
療
科
が
専
門
性
を
発
揮
し
、
相
互

に
連
携
を
図
り
、
多
様
な
病
態
に
対
応
で

き
る
治
療
体
制
を
整
備
す
る
。

 

・
各
種
検
査
、
薬
剤
指
導
、
栄
養
指
導
な

ど
診
療
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
。

 

       （
高
度
・
専
門
医
療
の
提
供
） 

・
集
中
治
療
室
管
理
加
算
１
の
取
得
を
目

指
す
。
 

・
遺
伝
子
診
療
の
充
実
を
図
る
。
 

・
高
度
先
進
医
療
や
新
規
技
術
の
導
入

に
積
極
的
に
取
り
組
む
。

 

・
臨
床
研
究
・
治
験
・
学
術
活
動
に
積
極

的
に
取
り
組
み
、
医
療
水
準
の
向
上
を

図
る
。
 

   （
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
）
 

 （
総
合
診
療
体
制
の
強
化
）
 

 

・
各
診
療
科
が
専
門
性
を
発
揮
し
、
相
互

に
連
携
を
図
り
、
多
様
な
病
態
に
対
応
で

き
る
治
療
体
制
を
整
備
す
る
。

 

・
病
棟
に
お
け
る
薬
剤
指
導
や
栄
養
指
導

の
徹
底
を
図
り
、
質
の
高
い
医
療
を
確
保

す
る
。
 

・
急
性
期
に
お
け
る
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
実
施
し
、
退
院
後
の

社
会
復
帰
や
在
宅
療
養
を
支
援
す
る
。
 

・
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
よ
る
軽
度
認
知

障
害
の
治
療
に
対
す
る
体
制
の
整
備
を

行
う
。
 

（
高
度
・
専
門
医
療
の
提
供
） 

・
集
中
治
療
室
管
理
加
算
１
、
急
性
期
充

実
体
制
加
算
を
維
持
し
、
集
中
治
療
体

制
の
充
実
を
図
る
。

 

・
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
診
療
支
援

の
充
実
を
図
り
、
遺
伝
子
診
療
体
制
を

維
持
す
る
。
 

・
高
度
先
進
医
療
や
新
規
技
術
の
導
入

に
積
極
的
に
取
り
組
む
。

 

・
臨
床
研
究
・
治
験
・
学
術
活
動
に
積
極

的
に
取
り
組
み
、
医
療
水
準
の
向
上
を

図
る
。
 

（
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
）
 

  ◎
 

  〇
 

  〇
 

      ◎
 

  〇
 

  ◎
 

 〇
 

   

  

〇
   

〇
   

〇
   

〇
    

〇
   

〇
   

〇
  

〇
 

  

 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

全
身
麻
酔
実
施
件
数

 
4
,7

0
3 

4
,9

5
8 

日
帰
り
手
術
件
数

 
1
,1

0
9 

1
,1

0
8 

IC
U
稼
働
率
（
％
） 

7
9
.6

 
7
8
.8

 

糖
尿
病
教
育
入
院
患
者
数
（
人
） 

1
33

 
1
42

 

院
内
他
診
療
科
か
ら
の
診
察
依
頼
件
数
（精
神
疾
患
） 

1
,1

9
5 

1
,1

8
2 

ﾏ
ｸﾞ
ﾈ
ﾃｨ
ｯ
ｸﾅ
ﾋ
ﾞｹ
ﾞ
ｰｼ
ｮ
ﾝｼ
ｽ
ﾃﾑ
稼
働
件
数

 
3
3 

3
1 

手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト

(ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）
稼
働
件
数
（泌
尿
器
科
） 

2
7 

4
5 

手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト

(ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）
稼
働
件
数
（消
化
器
外
科
） 

3
1 

4
8 

手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト

(ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）
稼
働
件
数
（呼
吸
器
外
科
） 

1
3 

2
2 

薬
剤
管
理
指
導
実
施
率
（
％
） 

8
4
.1

 
8
1
.3

 

栄
養
食
事
指
導
件
数

 
4
,6

1
9 

4
,9

4
3 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
単
位
数

 
1
5
.8

 
1
5
.6

 

口
腔
ケ
ア
実
施
件
数

 
4
,8

9
9 

5
,5

7
4 

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
（
N

ST
）実
施
件
数

 
1
,6

9
6 

1
,2

9
0 

精
神
科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
診
療
件
数

 
5
95

 
6
29

 

褥
瘡
発
生
率
（％
） 

0
.7

 
0
.7

 

院
内
感
染
制
御
チ
ー
ム
（
IC

T
）ラ
ウ
ン
ド
実
施
回
数
（
回
） 

1
00

 
1
30

 

認
知
症
チ
ー
ム
介
入
件
数

 
7
86

 
6
39

 

呼
吸
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
R
S
T
）
件
数

 
1
5
,6

45
 

1
5
,6

23
 

ス
ト
ー
マ
外
来
件
数

 
7
59

 
8
65

 

フ
ッ
ト
ケ
ア
外
来
件
数

 
2
63

 
2
17

 

心
不
全
外
来
件
数

 
6
05

 
5
40

 

リ
ン
パ
浮
腫
外
来
件
数

 
2
34

 
2
68

 

糖
尿
病
療
養
指
導
外
来
件
数

 
9
20

 
1
,3

9
0 

医
療
機
関
と
連
携
し
、
療
養
期
移

行
後
も
患
者
や
家
族
へ
の
負
担

軽
減
に
係
る
相
談
を
行
う
な
ど
、

所
期
の
目
的
を
上
回
る
優
れ
た
成

果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
目
標
指
数
を
概
ね
達
成
し
て
い

る
。
多
職
種
の
連
携
に
よ
り
質
の

高
い
医
療
の
提
供
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

 

・
P

E
T

-C
T
件
数
の
達
成
率
は

9
9

.5
％
だ
が
、
ほ
ぼ
目
標
数
値

を
達
成
し
て
い
る
。
活
動
指
標
に

つ
い
て
も
前
年
を
上
回
っ
て
い
る

項
目
が
多
く
、
評
価
で
き
る
。

 

・
数
値
目
標
未
達
の
も
の
が
あ
る

も
の
の
、
当
該
指
標
の
達
成
率
は

9
9

.5
％
で
あ
る
う
え
、
他
は
良
好

な
水
準
で
達
成
し
て
い
る
。
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・
部
門
を
越
え
た
多
職
種
に
よ
る
チ
ー
ム

医
療
を
推
進
す
る
。

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
活
用
し
、
効
率
的
な

医
療
の
提
供
を
目
指
す
。
 

・
医
科
・
歯
科
の
連
携
を
推
進
し
、
治
療

実
績
の
向
上
を
図
る
。

 

・
新
た
に
非
が
ん
を
含
め
た
包
括
的
な
緩

和
ケ
ア
を
推
進
す
る
た
め
、
緩
和
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
活
用
し
、
効
率
的
な

医
療
の
提
供
を
目
指
す
。
 

・
非
が
ん
を
含
め
た
包
括
的
な
緩
和
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
患
者
と
そ
の
家
族

の
苦
痛
を
緩
和
し
、
Q

O
L
を
少
し
で
も
高

い
状
態
で
の
療
養
生
活
が
送
れ
る
よ
う

支
援
を
行
う
。
 

・
認
定
看
護
師
や
専
門
看
護
師
に
よ
る

1
1
の
看
護
外
来
を
実
施
し
、
ス
ト
ー
マ
、

フ
ッ
ト
ケ
ア
、
心
不
全
、
リ
ン
パ
浮
腫
な
ど

の
疾
患
に
対
し
て
、
よ
り
細
や
か
な
相
談

や
療
養
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
推
進
す
る
。
 

〇
 

 〇
 

    〇
 

 

〇
  

〇
     

〇
  

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

臨
床
研
究
件
数
（
研
究
倫
理
審
査
委
員
会
承
認
件
数
） 

2
17

 
3
44

 

特
定
臨
床
研
究
件
数
（代
表
・
分
担
機
関
） 

代
表

2
件
、

分
担

12
件

 

代
表

2
件
、

分
担

1
4
件

 

治
験
実
施
件
数

 
3 

3 

臨
床
倫
理
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
件
数

 
1
2 

1
2 

多
職
種
倫
理
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
件
数

 
1
2 

2
0 

 （
総
合
診
療
体
制
の
強
化
） 

・
集
中
治
療
室
で
は
早
期
離
床
の
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
ほ
か
、
専
任
の
管
理
栄
養
士

を
配
置
し
、
集
中
治
療
の
初
期
段
階
か
ら
栄
養
介
入
を
行
い
、
早
期
退
院
や
退
院
後
の

Q
O

L
向
上
に

係
る
体
制
を
維
持
し
た
。

 

・
周
術
期
栄
養
管
理
に
つ
い
て
、
手
術
後
患
者
に
対
し
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
早
期
栄
養
管
理
介
入
を

行
い
、
術
後
経
過
を
向
上
さ
せ
、
結
果
と
し
て
在
院
日
数
を
短
縮
で
き
た
。
 

・
臨
床
遺
伝
専
門
医
と
各
診
療
科
医
師
の
連
携
に
よ
り
、
先
天
性
疾
患
や
遺
伝
性
神
経
難
病
、
遺
伝
性

循
環
器
疾
患
、
遺
伝
性
乳
が
ん
・
卵
巣
が
ん
症
候
群
な
ど
の
幅
広
い
遺
伝
性
疾
患
を
診
療
し
た
。
 

・
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
で
は
も
の
忘
れ
専
門
外
来
を
維
持
し
、
新
た
に
抗
体
製
剤
外
来
を
設
置

し
、
軽
度
認
知
障
害
の
治
療
体
制
を
整
備
し
た
。
 

・
増
改
築
の
完
了
に
合
わ
せ
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
を
新
設
し
、
少
子
化
に
伴
い
将
来
的
に
患
者
数
の
減
少

が
見
込
ま
れ
る
小
児
・
周
産
期
領
域
の
病
床
を
削
減
し
、
一
般
病
床
を
増
加
さ
せ
る
な
ど
、
医
療
需
要

に
合
わ
せ
た
病
床
再
編
を
行
っ
た
。

 

 （
高
度
・
専
門
医
療
の
提
供
） 

・
地
域
に
お
け
る
高
度
・
急
性
期
医
療
の
提
供
体
制
が
評
価
さ
れ
、
急
性
期
充
実
体
制
加
算
の
算
定
を

維
持
し
た
。
 

・
手
術
室
２
室
を
増
室
し
た
こ
と
に
よ
り
、
手
術
件
数
は
増
加
し
た
。
う
ち
１
室
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
手
術
室
を

整
備
し
、
脳
血
管
治
療
を
は
じ
め
循
環
器
領
域
の
手
術
の
拡
充
が
図
れ
た
。
 

・
臨
床
倫
理
委
員
会
に
お
い
て
、
新
規
医
療
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
審
査
さ
れ
３
件
が
承
認
さ
れ
た
。

 

・
低
被
ば
く
線
量
認
定
施
設
と
し
て
、
低
放
射
線
量
で
の
検
査
や
治
療
体
制
を
維
持
し
た
。
 

・
法
的
脳
死
判
定
の
習
得
を
目
的
と
す
る
運
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
脳
死
下
臓
器
提
供
に
関
す

る
体
制
を
維
持
し
た
。

 

・
2
02

4
年
１
２
月
に
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携
病
院
の
指
定
を
受
け
、
が
ん
ゲ
ノ
ム
外
来
を
開
始
し
た
。

 

・
科
学
研
究
費
助
成
事
業
に
採
択
さ
れ
た
研
究
を
実
施
し
、
臨
床
研
究
治
験
分
野
の
充
実
を
図
っ
た
。

 

 （
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
）
 

・
在
宅
酸
素
療
法
の
導
入
時
に
は
、
管
理
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
評
価
や
食
事
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、

理
学
療
法
士
に
よ
る
患
者
の
生
活
に
あ
っ
た
酸
素
吸
入
機
器
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

 

・
看
護
外
来
は
、
新
た
に
慢
性
腎
臓
病
（
C

K
D
）
療
養
支
援
外
来
を
開
設
し
、
1
3
の
看
護
外
来
（
糖
尿
病

療
養
指
導
、
糖
尿
病
フ
ッ
ト
ケ
ア
、
ス
ト
ー
マ
、
リ
ン
パ
浮
腫
、
が
ん
看
護
、
心
不
全
看
護
、
産
後
２
週
間

健
診
、
助
産
師
、
創
傷
外
来
、
周
産
期
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
看
護
、
成
長
ホ
ル
モ
ン
看
護
、

L
T

F
U
（
移
植
後

長
期
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
）
）
を
運
用
し
、
専
門
知
識
を
も
っ
た
看
護
師
が
外
来
診
療
を
展
開
し
、
多
職
種
と

連
携
し
な
が
ら
、
在
宅
療
養
の
継
続
が
行
わ
れ
る
よ
う
支
援
を
行
っ
た
。

 

・
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
、
従
来
の
疼
痛
緩
和
介
入
や
専
門
看
護
外
来
に
加
え
て
、
地
域
医
療
機
関
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と
連
携
し
、
療
養
期
移
行
後
も
患
者
や
家
族
へ
の
負
担
軽
減
に
係
る
相
談
を
行
う
な
ど
統
合
的
な
活
動

に
よ
っ
て
切
れ
目
な
い
ケ
ア
体
制
を
整
備
し
た
。
心
不
全
な
ど
非
が
ん
疾
患
に
つ
い
て
も
介
入
を
行
っ

た
。
 

・
身
体
拘
束
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
身
体
拘
束
最
小
化
チ
ー
ム
へ
改
組
し
、
安
全
に
配
慮
し
な
が
ら
、
多
職
種
で

の
ラ
ウ
ン
ド
・
助
言
を
重
ね
身
体
拘
束
率
の
低
下
を
図
っ
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
遺
伝
診
療
に
係
る
職
員
の
確
保
、
育
成
に
注
力
し
、
国
が
推
奨
す
る
ゲ
ノ
ム
医
療
に
対
応
し
て
い
く
。
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２
 
高
度
・専
門
医
療
の
提
供

 
（８
）高
度
・専
門
医
療
を
提
供
す
る
人
材
の
確
保
と
育
成

 

  
中 期 目 標  

安
定
的
な
医
療
提
供
体
制
を
維
持
し
、
高
度
で
専
門
的
な
医
療
を
継
続
し
て
提
供
す
る
た

め
に
必
要
な
医
療
従
事
者
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
人
材
育
成
に
注
力
す
る
こ
と
。

 
ま
た
、
基
幹
型
初
期
臨
床
研
修
病
院
や
、
専
門
医
制
度
の
基
幹
施
設
と
し
て
の
役
割
を
十
分

に
発
揮
す
る
た
め
、
大
学
病
院
や
協
力
病
院
と
も
連
携
を
図
り
、
「
学
べ
る
病
院
」
と
し
て
魅
力

を
高
め
、
若
手
医
師
の
確
保
と
育
成
に
努
め
る
こ
と
。

 
さ
ら
に
、
地
域
の
医
療
実
習
施
設
と
し
て
、
未
来
の
地
域
医
療
を
支
え
る
人
材
の
育
成
に
貢

献
す
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

５
 

５
 

５
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

医
師
数
（
人
）
＊

 
1
59

 

専
門
医
研
修
医
数
（専

攻
医
）（
人
） 

6
2 

初
期
臨
床
研
修
医
数
（人
） 

3
1 

 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

医
師
数
（
人
）
＊

 
1
79

 

専
門
医
研
修
医
数
（専

攻
医
）（
人
） 

6
5 

初
期
臨
床
研
修
医
数
（人
） 

3
1 

 

 
  

〇
 

〇
 

〇
 

 
目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

医
師
数
（
人
）
＊

 
1
82

 
1
79

 
1
00

.0
 

専
門
医
研
修
医
数
（
専
攻
医
）
（
人
）
 

6
2 

6
5 

1
00

.0
 

初
期
臨
床
研
修
医
数
（人
） 

2
9 

3
1 

1
00

.0
 

 

【
加
古
川
市
】 

医
師
や
看
護
師
に
と
っ
て
魅
力
的

な
病
院
と
な
る
よ
う
、
最
先
端
の

医
療
機
器
の
導
入
や
幅
広
い
診

療
科
目
を
活
か
し
た
各
種
研
修
な

 

＊
専
門
医
研
修
医
及
び
初
期
臨
床
研
修
医
を

除
く
。
 

 ・
医
師
に
と
っ
て
魅
力
的
な
病
院
と
な
る

よ
う
、
最
先
端
の
医
療
機
器
の
導
入
な
ど

診
療
環
境
の
整
備
を
行
う
。
 

・
幅
広
い
診
療
科
目
を
有
す
る
急
性
期

病
院
と
し
て
、
初
期
研
修
医
や
専
攻
医
に

様
々
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
、
知

識
と
経
験
を
習
得
す
る
場
を
提
供
す
る
。
 

・
専
門
職
と
し
て
自
律
し
た
看
護
師
を
育

成
す
る
た
め
、
研
修
や
資
格
取
得
に
よ
り

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
支
援
す
る
。
 

・
医
療
に
携
わ
る
こ
と
を
志
す
実
習
生
を

幅
広
く
積
極
的
に
受
入
れ
、
人
材
育
成
に

寄
与
す
る
。
 

＊
専
門
医
研
修
医
及
び
初
期
臨
床
研
修
医
を

除
く
。
 

 ・
幅
広
い
診
療
科
目
を
有
す
る
急
性
期

病
院
と
し
て
、
初
期
研
修
医
や
専
攻
医
に

様
々
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
、
知

識
と
経
験
を
習
得
す
る
場
を
提
供
す
る
。
 

・
新
た
に
産
科
医
を
目
指
す
初
期
研
修

医
に
対
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

し
、
産
科
医
の
養
成
と
定
着
を
目
指
す
。
 

・
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に
沿
っ
た
研
修
や
資

格
取
得
を
支
援
し
、
専
門
職
と
し
て
自
律

し
た
看
護
師
を
育
成
す
る
。

 

・
高
度
専
門
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
必

要
な
専
門
資
格
の
取
得
を
推
奨
し
、
研

修
や
就
学
へ
の
支
援
を
強
化
す
る
。

 

・
特
定
行
為
研
修
施
設
と
し
て
の
運
用
を

開
始
し
、
特
定
看
護
師
の
養
成
を
行
う
。
 

・
医
療
に
携
わ
る
こ
と
を
志
す
実
習
生
を

幅
広
く
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
人
材
育

成
に
寄
与
す
る
。

 

   

〇
    〇
 

  〇
 

  〇
 

  〇
 

 〇
 

   

〇
    

〇
   

〇
   

〇
   

〇
  

〇
  

＊
専
門
医
研
修
医
及
び
初
期
臨
床
研
修
医
を
除
く
。
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

看
護
師
数
（
人
） 

8
10

 
7
99

 

医
療
技
術
職
員
数
（
人
） 

2
68

 
2
68

 

臨
床
研
修
指
導
医
資
格
取
得
者
数
（
人
） 

8
7 

9
1 

初
期
臨
床
研
修
医
募
集
定
員
充
足
率
（％
） 

1
00

 
1
00

 

学
会
認
定
等
施
設
件
数

 
1
05

 
1
08

 

専
門
医
資
格
取
得
数
（人
） 

2
78

 
3
06

 

専
門
看
護
師
数
（
人
） 

8 
8 

認
定
看
護
師
数
（
人
） 

2
0 

2
0 

特
定
認
定
看
護
師
（
人
） 

5 
7 

特
定
行
為
看
護
師
（
人
） 

1
1 

1
3 

認
定
看
護
管
理
者
数
（人
） 

5 
5 

看
護
師
ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー
取
得
者
数
（人
） 

総
計
：6

3
3 

Ⅰ
：6

5 

Ⅱ
：1

20
 

Ⅲ
：1

58
 

Ⅳ
：1

86
 

Ⅴ
：1

04
 

総
計
：6

4
4 

Ⅰ
：7

8 

Ⅱ
：1

23
 

Ⅲ
：1

32
 

Ⅳ
：1

95
 

Ⅴ
：1

16
 

助
産
師
ラ
ダ
ー
取
得
者
数
（
人
） 

総
計
：2

3 

新
人
：
 7

 

Ⅰ
：
 1

 

Ⅱ
：
 1

 

Ⅲ
：
 1

4 

総
計
：1

9 

新
人
：4

 

Ⅰ
：1

 

Ⅱ
：1

 

Ⅲ
：1

3 

ア
ド
バ
ン
ス
助
産
師
取
得
者
数
（
人
） 

9 
8 

  

 
 

ど
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
支
援

し
た
。
ま
た
、
特
定
行
為
認
定
研

修
施
設
と
し
て
、
2
4
行
為
の
研
修

を
実
施
し
た
こ
と
な
ど
、
所
期
の
目

的
を
上
回
る
優
れ
た
成
果
等
を
得

て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
高
度
で
専
門
的
な
医
療
を
継
続

し
て
提
供
で
き
る
医
療
従
事
者
の

確
保
、
人
材
育
成
が
な
さ
れ
て
い

る
。
 

・
医
師
、
看
護
師
人
数
数
が
目
標

を
達
成
し
て
お
り
、
研
修
制
度
も

充
実
し
て
い
る
。
専
門
医
の
資
格

取
得
者
が
増
え
て
お
り
、
人
材
確

保
と
育
成
の
点
で
十
分
な
結
果
を

残
し
て
い
る
。

 

・
全
て
の
数
値
目
標
を
達
成
し
、

各
項
目
も
十
分
に
達
成
し
て
い

る
。
慢
性
的
な
医
師
不
足
・
人
材

不
足
の
中
で
、
１
位
希
望
人
数
が

県
内
最
多
、
全
国

17
位
と
い
う
結

果
は
、
特
に
優
れ
た
成
果
と
評
価

し
て
よ
い
。
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 活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

看
護
師
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ラ
ダ
ー
取
得
者
数
（人
） 

総
計
：6

0 

副
師
長
Ⅰ
：1

5 

副
師
長
Ⅱ
：1

9 

師
長
Ⅰ
：
12

 

師
長
Ⅱ
：
14

 

総
計
：5

8 

副
師
長
Ⅰ
：1

6 

副
師
長
Ⅱ
：1

8 

師
長
Ⅰ
：
12

 

師
長
Ⅱ
：
12

 

ラ
ダ
ー
階
層
別
取
得
率
（％
） 

8
7
.6

 

Ⅰ
：9

 

Ⅱ
：1

6
.6

 

Ⅲ
：2

1
.9

 

Ⅳ
：2

5
.7

 

Ⅴ
：1

4
.4

 

8
3
.3

 

Ⅰ
：1

0
.1

 

Ⅱ
：1

5
.9

 

Ⅲ
：1

7
.1

 

Ⅳ
：2

5
.2

 

Ⅴ
：1

5
.0

 

薬
剤
師
資
格
取
得
者
数
（
人
） 

7
9（

1
8）

 
7
7
(1

9
) 

放
射
線
技
師
資
格
取
得
者
数
（人
） 

5
9（

1
1）

 
6
2
(1

1
) 

臨
床
検
査
技
師
資
格
取
得
者
数
（
人
） 

8
3（

3
） 

8
3（

3
） 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
資
格
取
得
者
数
（
人
） 

8
8（

2
8）

 
8
8（

2
8）

 

管
理
栄
養
士
資
格
取
得
者
数
（人
） 

2
6
 （

7）
 

2
7
(7

) 

臨
床
工
学
技
士
資
格
取
得
者
数
（
人
） 

3
6
 （

8）
 

3
8
(7

) 

口
腔
管
理
室
資
格
取
得
者
数
（人
） 

9 
9 

診
療
情
報
管
理
士
数
（人
） 

2
2 

2
3 

医
療
情
報
技
師
数
（
人
） 

1
2 

1
2 

実
習
生
受
入
件
数

 
5
,5

5
6 

5
,0

8
2 

診
療
部
（
神
戸
大
学
医
学
部
生
） 

1
,0

0
5 

8
54

 

看
護
部

 
2
,9

0
0 

2
,6

6
0 

薬
剤
部

 
1
65

 
5
5 

臨
床
検
査
室

 
8
2 

1
28

 

放
射
線
室

 
2
36

 
2
36

 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室

 
4
02

 
4
35

 

臨
床
工
学
室

 
2
18

 
2
18

 

栄
養
管
理
室

 
3
34

 
2
60

 

口
腔
管
理
室

 
1
74

 
2
36

 

医
療
業
務
部

 
4
0 

0 

 ・
幅
広
い
診
療
科
目
を
有
す
る
急
性
期
総
合
病
院
と
し
て
、
様
々
な
症
例
の
経
験
や
、
専
門
的
な
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
機
器
を
用
い
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
離
島
を
含
め
た
地
域
医
療
研
修
な
ど
、
様
々
な
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
用
意
し
、
学
べ
る
病
院
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
た
。
な
お
、
初
期
研
修
医
の
マ
ッ
チ
ン
グ
は

定
員
に
対
し
て
一
般
１
２
名
、
産
婦
人
科
育
成
２
名
、
小
児
科
育
成
１
名
の
フ
ル
マ
ッ
チ
と
な
り
、
一
般
の

 

１
位
希
望
人
数
は
、
兵
庫
県

1
位
、
市
中
病
院
全
国

1
7
位
の

31
人
と
な
っ
た
。

 

・
卒
後
臨
床
研
修
評
価
機
構
（
JC

E
P
）
に
よ
る
臨
床
研
修
体
制
の
第
３
者
評
価
を
受
け
、
基
準
を
満
た
し

て
い
る
研
修
施
設
と
し
て
認
定
を
受
け
た
。
 

・
職
員
の
高
度
な
技
術
習
得
の
意
思
を
支
援
す
る
た
め
、
職
員
を
大
学
院
へ
派
遣
す
る
仕
組
み
を
継
続

し
た
。
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・
看
護
職
員
の
育
成
で
は
、
高
度
な
医
療
に
対
応
す
る
た
め
の
知
識
・
技
術
習
得
に
加
え
、
倫
理
観
を

も
っ
て
診
療
に
あ
た
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ラ
ダ
ー
制
度
を
導
入
し

て
い
る
。

 

・
特
定
行
為
認
定
研
修
施
設
と
し
て
、
様
々
な
シ
ー
ン
で
安
全
に
特
定
行
為
が
実
施
で
き
る
看
護
師
を

育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

1
0
区
分

2
4
行
為
の
研
修
を
実
施
し
た
。
2
0
2
4
年
度
は
当
院
の

2
名
が

研
修
を
修
了
し
た
ほ
か
、
当
院
の

2
名
が
科
目
追
加
研
修
を
修
了
し
た
。
さ
ら
に
、
他
の
研
修
指
定
機

関
か
ら
の
実
習
生

2
名
を
協
力
施
設
と
し
て
受
入
れ
、
実
技
の
研
修
を
実
施
し
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
診
療
報
酬
算
定
要
件
の
な
か
で
、
認
定
資
格
や
研
修
受
講
の
有
無
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

お
り
、
資
格
取
得
の
支
援
を
進
め
、
質
の
向
上
を
進
め
て
い
く
。

 

・
特
定
行
為
研
修
を
充
実
さ
せ
、
タ
ス
ク
シ
フ
ト
に
対
応
し
た
看
護
師
育
成
に
向
け
た
整
備
を
進
め
る
。
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３
 
安
全
で
信
頼
さ
れ
る
医
療
の
提
供

 
（１
）医
療
安
全
管
理
及
び
感
染
対
策
の
徹
底

 

  
中 期 目 標  

医
療
事
故
を
発
生
さ
せ
な
い
と
い
う
強
い
意
識
の
も
と
、
医
療
安
全
管
理
を
徹
底
し
、
安
全

性
の
向
上
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
透
明
性
の
確
保
に
努
め
、
患
者
か
ら
信
頼
さ
れ
、
安
全
で
質

の
高
い
医
療
を
継
続
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

 
ま
た
、
平
時
よ
り
院
内
感
染
に
対
す
る
職
員
教
育
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
対
応
し
た
経
験
を
生
か
し
、
新
た
な
感
染
症
発
生
時
に
は
病
院
全
体
で
対
応
で

き
る
体
制
を
整
備
す
る
な
ど
、
感
染
対
策
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
レ
ポ
ー
ト
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト

レ
ポ
ー
ト
の
事
象
の
把
握
、
分
析
を
行

い
、
対
策
の
立
案
と
定
期
的
な
評
価
に
よ

る
対
策
の
妥
当
性
と
継
続
性
を
分
析
す

る
こ
と
で
、
再
発
防
止
に
積
極
的
に
取
り

組
む
。

 

・
医
療
安
全
研
修
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
部
会
で
の
情
報
の
共
有
、
医
療

安
全
推
進
室
員
に
よ
る
定
期
的
な
ラ
ウ
ン

ド
を
行
う
こ
と
で
、
安
全
な
職
場
環
境
を

整
え
、
医
療
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
。
 

・
手
術
の
際
に
生
じ
る
事
象
（
合
併
症
を

含
む
）
に
つ
い
て
、
有
害
事
象
や
過
失
の

有
無
に
関
係
な
く
、
類
型
的
に
医
療
安
全

を
脅
か
す
確
率
が
高
い
事
象
に
つ
い
て

報
告
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
、
全
合
併

症
を
含
む
発
生
状
況
の
把
握
、
合
併
症

抑
止
策
の
検
討
を
行
う
。
 

・
院
内
感
染
対
策
室
活
動
を
引
き
続
き

強
め
、
院
内
感
染
防
止
・
管
理
を
徹
底
す

る
。
 

・
職
員
に
対
す
る
院
内
感
染
対
策
研
修

を
継
続
的
に
実
施
す
る
。

 

 ・
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
レ
ポ
ー
ト
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト

レ
ポ
ー
ト
の
事
象
の
把
握
、
分
析
を
行

い
、
対
策
の
立
案
と
定
期
的
な
評
価
に
よ

る
対
策
の
妥
当
性
と
継
続
性
を
分
析
す

る
こ
と
で
、
再
発
防
止
に
積
極
的
に
取
り

組
む
。

 

・
医
療
安
全
研
修
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
部
会
で
の
情
報
の
共
有
、
医
療

安
全
推
進
室
員
に
よ
る
定
期
的
な
ラ
ウ
ン

ド
を
行
う
こ
と
で
、
安
全
な
職
場
環
境
を

整
え
、
医
療
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
。
 

・
手
術
の
際
に
生
じ
る
事
象
（
合
併
症
を

含
む
）
に
つ
い
て
、
有
害
事
象
や
過
失
の

有
無
に
関
係
な
く
、
類
型
的
に
医
療
安
全

を
脅
か
す
確
率
が
高
い
事
象
に
つ
い
て

報
告
す
る
こ
と
で
、
発
生
状
況
の
把
握
と

合
併
症
抑
止
策
の
検
討
を
行
う
。
 

・
A

I
に
よ
る
読
影
支
援
シ
ス
テ
ム
や
、
検

査
結
果
の
既
読
管
理
シ
ス
テ
ム
を
活
用

し
、
検
査
結
果
の
見
落
と
し
・
見
逃
し
防

止
を
強
化
す
る
。

 

・
R
R
S
の
本
格
的
な
運
用
を
開
始
し
、
院

内
心
肺
停
止
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

で
、
予
期
せ
ぬ
急
変
に
よ
る
死
亡
を
減
少

さ
せ
る
。

 

・
病
院
機
能
評
価
や
臨
床
検
査
の

IS
O

1
51

8
9
の
受
審
で
明
ら
か
に
な
っ
た

課
題
の
解
決
を
図
り
、
更
な
る
質
の
向
上

に
取
り
組
む
。

 

・
院
内
感
染
対
策
室
活
動
を
引
き
続
き

強
め
、
院
内
感
染
防
止
・
管
理
を
徹
底
す

る
。
 

・
職
員
に
対
す
る
院
内
感
染
対
策
研
修

を
継
続
的
に
実
施
す
る
。

 

 〇
 

     〇
 

    〇
 

     〇
 

   〇
 

   〇
 

   〇
 

  〇
 

 

 

〇
      

〇
     

〇
      

〇
    

〇
    

〇
    

〇
   

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
レ
ポ
ー
ト
件
数

 
2
,4

8
1 

2
,7

8
3 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
件
数

 
1
7 

1
1 

転
倒
・転
落
発
生
率
（
％
） 

0
.1

8 
0
.1

6 

医
療
安
全
研
修
回
数

/参
加
者
数
（人
） 

2
回

/3
,1

28
人

 
2
回

/3
,1

65
人

 

感
染
対
策
研
修
回
数

/参
加
者
数
（人
） 

2
回

/2
,9

90
人

 
2
回

/3
,1

33
人

 

オ
カ
レ
ン
ス
報
告
率
（％
） 

1
00

 
1
00

 

 ・
各
部
署
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
、
過
去
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
の
分
析
を
行
い
、
再
発
防
止
策

に
つ
い
て
再
評
価
を
行
っ
た
。
ま
た
、
繰
り
返
す
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
つ
い
て
手
順
書
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
が
少
な
か
っ
た
診
療
部
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
設
置

し
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
の
徹
底
と
、
事
案
の
共
有
、
再
発
防
止
に
努
め
た
。
 

・
病
棟
で
は
、
超
音
波
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
自
動
で
膀
胱
内
尿
量
を
計
測
し
排
尿
タ
イ
ミ
ン
グ
を
予
測
す
る

シ
ス
テ
ム
と
睡
眠
・
覚
醒
状
況
を
把
握
す
る
非
接
触
型
睡
眠
計
測
マ
ッ
ト
を
試
験
的
に
導
入
し
、
患
者

の
動
き
だ
し
予
測
や
排
尿
誘
導
等
に
活
用
し
、
転
倒
転
落
の
発
生
抑
制
の
検
証
を
継
続
し
た
。
 

・
外
来
部
門
で
は
、
転
倒
転
落
防
止
の
注
意
喚
起
と
し
て
、
待
ち
番
号
表
示
シ
ス
テ
ム
に
川
柳
な
ど
目
を

引
く
工
夫
を
凝
ら
し
た
掲
示
を
行
っ
た
。
 

・
オ
カ
レ
ン
ス
報
告
制
度
で
は
、
医
療
安
全
管
理
部
門
が
手
術
部
門
や
診
療
科
と
の
情
報
共
有
を
密
に

し
、
各
診
療
科
の
責
任
者
が
新
規
医
療
技
術
・
高
難
度
手
技
に
伴
う
リ
ス
ク
の
点
検
を
行
い
、
報
告
を

行
う
流
れ
が
定
着
し
た
。
 

・
医
療
安
全
推
進
室
に
よ
る
定
期
ラ
ウ
ン
ド
を
実
施
し
、
各
現
場
の
安
全
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

 

・
患
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
紛
争
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
事
務
職
員
が
早
期
に
介
入
す
る
こ
と
で
現
場
ス

タ
ッ
フ
と
の
情
報
共
有
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
、
病
院
と
し
て
迅
速
に
対
応
方
針
が
決
定
で
き
、
事
案
の

早
期
解
決
が
図
ら
れ
た
。

 

・
Ａ
Ｉを
用
い
た
医
用
画
像
診
断
支
援
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
よ
り
、
肺
の
悪
性
所
見
の
見
落
と
し
リ
ス
ク

が
低
減
し
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
病
理
細
胞
診
、
組
織
診
、
内
視
鏡
レ
ポ
ー
ト
に
対
す
る
要
注
意
所
見

を
覚
知
す
る
パ
ニ
ッ
ク
ア
ラ
ー
ト
の
運
用
手
順
の
確
認
に
加
え
て
、
放
射
線
、
内
視
鏡
、
一
般
検
体
検

査
、
心
電
図
、
超
音
波
等
、
多
岐
に
渡
る
部
門
検
査
の
未
読
結
果
・
レ
ポ
ー
ト
を
通
知
す
る
既
読
管
理
シ

ス
テ
ム
の
適
正
な
監
視
体
制
を
継
続
し
、
見
落
と
し
防
止
を
図
っ
た
。
 

・
R
R
T
の
活
動
や

R
R
S
の
コ
ー
ル
基
準
の
周
知
を
目
的
と
し
た

R
R
S
ニ
ュ
ー
ス
を
年
４
回
発
行
し
、
e-

le
ar

n
in

g
で
の
職
員
向
け
講
習
を
実
施
し
た
。
(R

R
S
起
動
１
６
件
、
内
病
棟
４
件

) 

・
抗
菌
薬
適
正
使
用
支
援
チ
ー
ム
（
Ａ
Ｓ
Ｔ
）
で
は
、
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
通
し
た
ス
ム
ー

ズ
な
介
入
を
実
現
し
た
ほ
か
、
薬
剤
師
に
よ
る
抗
菌
薬
選
択
相
談
を
行
っ
た
。
 

・
院
内
感
染
対
策
室
で
は
、
現
場
ラ
ウ
ン
ド
な
ど
従
来
業
務
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
手
指
消

【
加
古
川
市
】 

過
去
に
発
生
し
た
イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ

ポ
ー
ト
を
活
用
し
、
再
発
防
止
策

の
再
評
価
を
行
い
、
繰
り
返
す
イ

ン
シ
デ
ン
ト
に
つ
い
て
手
順
書
の

見
直
し
を
行
う
な
ど
、
安
全
で
質

の
高
い
医
療
の
提
供
を
推
進
し

た
。
ま
た
、
複
数
部
門
で
各
現
場

に
マ
ッ
チ
し
た
転
倒
防
止
策
を
取

り
入
れ
て
る
な
ど
、
所
期
の
成
果

等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
高
度
専
門
医
療
を
提
供
す
る
中

で
イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
の
分
析

に
よ
り
手
順
書
の
見
直
し
を
行

い
、
再
発
防
止
へ
の
取
組
が
評
価

さ
れ
る
。
外
来
部
門
に
転
倒
転
落

防
止
の
注
意
喚
起
と
し
て
川
柳
な

ど
工
夫
も
医
療
安
全
管
理
と
し
て

評
価
で
き
る
。

 

・
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
件
数
は
増
加
し
て

い
る
が
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
件
数
は
減

少
し
て
い
る
点
が
評
価
で
き
る
。

 

・
A

I
技
術
を
用
い
た
画
像
診
断
シ

ス
テ
ム
を
導
入
す
る
な
ど
、
医
療

安
全
管
理
に
お
い
て
先
端
的
な
取

組
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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毒
実
技
や
防
護
具
着
脱
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
継
続
し
た
ほ
か
、
新
興
感
染
症
対
策
と
し
て
、

医
師
会
を
は
じ
め
地
域
全
体
で
の
訓
練
を
実
施
し
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
等
見
落
と
し
が
重
大
な
案
件
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
検
査
や
、
処
方
監
査
の
方
法

等
に
対
し
、
よ
り
安
全
な
診
療
体
制
を
検
討
し
て
い
く
。
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３
 
安
全
で
信
頼
さ
れ
る
医
療
の
提
供

 
（２
）患
者
と
と
も
に
進
め
る
医
療
の
推
進
と
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

 

  

中 期 目 標  

患
者
中
心
の
医
療
を
実
践
す
る
た
め
、
患
者
が
治
療
方
針
や
治
療
内
容
を
十
分
に
理
解
す

る
こ
と
で
、
自
ら
の
意
志
で
医
療
を
選
択
で
き
る
よ
う
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
相
談
・
支
援
体
制
の
更
な
る
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

 
ま
た
、
的
確
に
患
者
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
わ
た
り
、
患
者
満
足
度

の
向
上
を
目
指
す
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

患
者
満
足
度

/入
院
（
％
） 

9
5
.0

 

患
者
満
足
度

/外
来
（
％
） 

8
5
.0

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

患
者
満
足
度

/入
院
（
％
） 

9
5
.0

 

患
者
満
足
度

/外
来
（
％
） 

8
5
.0

 
 

 
  

〇
 

〇
 

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

患
者
満
足
度

/入
院
（
％
） 

9
4
.5

 
9
4 

9
8
.9

 

患
者
満
足
度

/外
来
（
％
） 

8
6
.6

 
8
7
.3

 
1
02

.7
 

 

【
加
古
川
市
】 

入
院
時
重
症
患
者
対
応
メ
デ
ィ

エ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、
重
症
患
者

や
家
族
の
支
援
を
図
っ
た
。
ま
た
、

 

 ・
患
者
と
医
療
専
門
職
の
間
で
の
対
話
を

促
進
し
、
協
働
で
意
思
決
定
を
す
る

S
D

M
（
sh

ar
ed

 d
ec

is
io

n
 m

ak
in

g
）
を
実

践
す
る
。
 

・
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
積
極
的
に
取
り

組
む
。

 

・
医
療
相
談
、
が
ん
相
談
な
ど
の
相
談
窓

口
の
体
制
を
充
実
さ
せ
る
。

 

・
ご
意
見
箱
や
患
者
満
足
度
調
査
（
1
回

/

年
）
に
よ
り
、
患
者
又
は
利
用
者
の
ニ
ー

ズ
を
把
握
し
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
改

善
を
図
る
。

 

・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
を
醸
成
さ
せ

る
。
 

・
診
察
・
検
査
・
会
計
の
各
部
門
で
の
待

ち
時
間
の
短
縮
に
努
め
る
。

 

 ・
患
者
と
医
療
専
門
職
の
間
で
の
対
話
を

促
進
し
、
協
働
で
意
思
決
定
を
す
る

S
D

M
（
sh

ar
ed

 d
ec

is
io

n
 m

ak
in

g
）
を
実

践
す
る
。
 

・
重
症
患
者
対
応
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
を
配

置
し
、
重
症
患
者
や
家
族
に
対
し
治
療
方

針
の
理
解
と
意
向
確
認
の
支
援
を
行
う
。
 

・
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
積
極
的
に
取
り

組
む
。

 

・
医
療
相
談
、
が
ん
相
談
な
ど
の
患
者
相

談
窓
口
の
充
実
を
図
る
。

 

・
ご
意
見
箱
や
患
者
満
足
度
調
査
（
１
回

/

年
）
に
よ
り
、
患
者
又
は
利
用
者
の
ニ
ー

ズ
を
把
握
し
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
改

善
を
図
る
。

 

・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
し
、

各
部
署
で
の
取
組
を
推
進
す
る
。

 

・
待
ち
時
間
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
、
メ
ー
ル

案
内
シ
ス
テ
ム
の
案
内
な
ど
を
継
続
し
、

待
ち
時
間
の
短
縮
に
努
め
る
。

 

・
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
推
進
し
、
幅
広

い
医
療
情
報
の
参
照
に
よ
る
、
効
率
的
・

効
果
的
な
医
療
を
提
供
す
る
。

 

・
患
者
向
け
フ
リ
ー

W
i-

F
i
を
提
供
し
、
療

養
環
境
の
向
上
を
図
る
。

 

  

 

〇
    

〇
   

〇
  

〇
  

〇
    

〇
  

〇
   〇
 

  〇
 

 

〇
    

〇
   

〇
  

〇
  

〇
    

〇
  

〇
   

〇
   

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

患
者
支
援
セ
ン
タ
ー
医
療
相
談
件
数

 
2
6
,9

46
 

2
9
,1

59
 

患
者
相
談
窓
口
相
談
件
数

 
8
16

 
4
87

 

医
師
か
ら
の
病
状
説
明
に
対
す
る
満
足
度
（
％
） 

8
8
.9

 
9
3
.1

 

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
紹
介
件
数

 
3
9 

5
5 

外
来
平
均
待
ち
時
間
（
分
） 

4
0 

3
7 

メ
ー
ル
呼
び
出
し
サ
ー
ビ
ス
利
用
率
（
％
）
 

2
6
.5

 
2
5
.1

 

接
遇
・応
対
の
満
足
度

/
入
院
（
％
） 

9
1
.7

 
9
5
.1

 

接
遇
・応
対
の
満
足
度

/
外
来
（
％
） 

8
5
.8

 
8
8
.1

 

ご
意
見
箱
意
見
回
収
件
数

 
3
20

 
2
50

 

意
見
回
収
件
数
に
占
め
る
感
謝
の
割
合
（％
） 

2
5
.3

 
2
7
.2

 

意
見
回
収
件
数
に
占
め
る
苦
情
の
割
合
（％
） 

7
4
.7

 
7
2
.8

 

 ・
入
院
時
重
症
患
者
対
応
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、
重
症
患
者
や
先
天
的
な
疾
患
を
も
つ
患
児
の

家
族
に
寄
り
添
い
、
容
態
や
治
療
方
針
、
将
来
的
な
内
容
を
含
め
た
生
活
な
ど
、
家
族
が
医
療
者
に
聞

き
づ
ら
い
内
容
の
相
談
に
対
応
し
た
。
 

・
療
養
・
就
労
両
立
支
援
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
無
料
相
談
を
毎
月
開
催
す
る
な
ど
、
が

ん
以
外
の
疾
患
に
対
し
て
も
取
組
を
実
施
し
た
。
 

・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
の
取
組
を
継
続
し
、
接
遇
の
ほ
か
、
各
部
署
の
リ
ー
ダ
ー
が
率
先
し
て
所
属

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
性
化
を
図
っ
た
。
 

・
外
来
待
ち
時
間
対
策
と
し
て
、
座
席
利
用
状
況
や
診
察
予
約
状
況
の
調
査
や
、
診
察
待
ち
案
内
メ
ー

ル
の
案
内
を
継
続
し
、
待
ち
時
間
の
短
縮
に
努
め
た
。

 

・
国
が
推
奨
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
利
用
率
の
向
上
や
電
子
処
方
箋
の
導
入
を
図
り
、
効
率
的
・

効
果
的
な
医
療
の
提
供
を
図
っ
た
。

 

・
料
金
後
払
い
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
会
計
待
ち
時
間
の
短
縮
を
図
っ
た
。

 

・
患
者
用

W
i-

F
i
や
、
人
間
ド
ッ
ク
利
用
者
に
向
け
た
オ
ン
ラ
イ
ン
マ
ガ
ジ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
、
外
来

診
察
待
ち
時
間
や
、
入
院
中
の
療
養
環
境
の
向
上
を
図
っ
た
。

 

（
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
外
来
待
ち
時
間
に
対
し
て
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
運
用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
時
間
帯
に
よ
り
待

ち
時
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
採
血
な
ど
、
改
善
策
を
検
討
し
て
い
く
。

 

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
無
料

相
談
、
外
来
待
ち
時
間
対
策
と
し

て
の
座
席
利
用
状
況
や
診
察
予

約
状
況
の
調
査
、
患
者
用
フ
リ
ー

W
i-

F
i
の
提
供
な
ど
を
継
続
し
、

所
期
の
成
果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
入
院
・
外
来
患
者
の
満
足
度
を

高
い
水
準
で
維
持
し
て
い
る
た

め
、
接
遇
・
対
応
へ
の
取
組
が
成

果
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

 

・
S

D
M
の
実
践
に
よ
り
患
者
満
足

度
の
向
上
に
努
め
た
。

 

・
数
値
目
標
一
部
未
達
の
も
の
が

あ
る
も
の
の
、
年
度
計
画
の
項
目

を
す
べ
て
達
成
し
て
お
り
、
所
期

の
成
果
を
得
ら
れ
て
い
る
。
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第
３

 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

 
１
 
自
律
性
・機
動
性
・透
明
性
の
高
い
組
織
運
営

 
（１
）効
率
的
・効
果
的
な
組
織
運
営

 

  
中 期 目 標  

地
方
独
立
行
政
法
人
制
度
の
特
徴
を
十
分
に
生
か
し
た
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
強
化
し
、
よ

り
一
層
効
率
的
・
効
果
的
な
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
。
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
あ
た
っ
て
は
、
目
標

管
理
制
度
の
充
実
に
よ
り
法
人
の
目
標
を
全
職
員
が
共
有
す
る
と
と
も
に
、
組
織
力
の
向
上
に

努
め
る
こ
と
。

 
ま
た
、
従
来
の
業
務
の
や
り
方
の
見
直
し
を
図
り
な
が
ら
、
ＩＣ
Ｔ
や
Ａ
Ｉな
ど
の
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
積
極
的
に
導
入
し
、
業
務
の
効
率
化
に
努
め
る
こ
と
。

 
な
お
、
病
院
の
運
営
状
況
や
取
組
み
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
に
わ
か
り
や
す
く
情
報
を
発

信
し
、
地
域
に
開
か
れ
た
病
院
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
所
管
業
務
や
職
務
権
限
を
明
確
に
す
る

と
と
も
に
、
組
織
内
の
情
報
共
有
の
徹
底

を
図
る
。

 

・
医
療
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の

組
織
改
変
や
弾
力
的
な
人
員
配
置
を
行

う
。
 

・
病
院
長
、
副
院
長
、
セ
ン
タ
ー
長
な
ど
幹

部
職
員
の
分
任
体
制
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
を

推
進
す
る
。
 

・
全
部
門
に
お
い
て
目
標
管
理
制
度
を

推
進
し
、
年
度
計
画
の
着
実
な
達
成
を

図
る
。
 

・
IC

T
を
活
用
し

D
P
C
デ
ー
タ
や
収
支
状

況
な
ど
の
経
営
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
タ

イ
ム
リ
ー
に
提
供
し
、
職
員
の
経
営
参
加

を
促
進
す
る
。

 

・
統
合
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
の
活
用
や
事
務

支
援
シ
ス
テ
ム
を
順
次
導
入
し
、
事
務
の

効
率
化
を
図
る
。

 

・
ム
ダ
、
ム
ラ
、
ム
リ
の
根
絶
に
努
め
、
間

接
業
務
の
建
設
的
な
廃
止
・
デ
ジ
タ
ル

化
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
、
自
動
化
を
推
進

す
る
。
 

・
稼
働
状
況
に
応
じ
て
病
床
配
置
を
適
宜

見
直
し
、
効
率
的
な
患
者
受
入
体
制
を

整
備
す
る
。
 

・
タ
イ
ム
リ
ー
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
発

信
に
努
め
、
開
か
れ
た
病
院
運
営
を
行

う
。
 

 

 ・
所
管
業
務
や
職
務
権
限
を
明
確
に
す
る

と
と
も
に
、
組
織
内
の
情
報
共
有
の
徹
底

を
図
る
。

 

・
医
療
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の

組
織
改
変
や
弾
力
的
な
人
員
配
置
を
行

う
。
 

・
病
院
長
、
副
院
長
、
セ
ン
タ
ー
長
な
ど
幹

部
職
員
の
分
任
体
制
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
を

推
進
す
る
。
 

・
全
部
門
に
お
い
て
目
標
管
理
制
度
を

徹
底
し
、
年
度
計
画
の
着
実
な
達
成
を

図
る
。
 

・
IC

T
を
活
用
し

D
P
C
デ
ー
タ
や
収
支
状

況
な
ど
の
経
営
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
タ

イ
ム
リ
ー
に
提
供
し
、
職
員
の
経
営
参
加

を
促
進
す
る
。

 

・
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
拡

大
し
、
申
請
や
承
認
に
係
る
事
務
の
効
率

化
を
図
る
。

 

・
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
会
議
シ
ス
テ
ム
や

W
E
B

会
議
シ
ス
テ
ム
の
効
率
的
な
運
用
を
促

進
す
る
。
 

・
稼
働
状
況
に
応
じ
て
病
床
配
置
を
適
宜

見
直
し
、
効
率
的
な
患
者
受
入
体
制
を

整
備
す
る
。
ま
た
、
今
後
の
医
療
需
要
を

予
測
し
、
増
築
棟
に
お
け
る
適
切
な
病
床

配
置
を
検
討
す
る
。

 

・
タ
イ
ム
リ
ー
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
発

信
に
努
め
、
開
か
れ
た
病
院
運
営
を
行

う
。
 

 〇
 

  〇
 

  〇
 

  〇
 

  〇
 

         〇
 

    〇
 

 

〇
   

〇
   

〇
   

〇
   

〇
    

〇
   

〇
   

〇
     

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

機
構
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
発
行
回
数

 
7 

4 

広
報
誌
「
つ
つ
じ
」発
行
数

(回
)/

(部
） 

3
回

 
/
各

10
4
,0

00
部

 
3
回

/各
10

4
,0

00
部

 

地
域
連
携
広
報
誌
「
き
ら
り
」
発
行
数

(回
)/

(部
） 

6
回

 
/
9
,0

00
部

 
6
回

/9
,0

00
部

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
対
す
る
満
足
度
（
％
） 

8
0 

8
4
.0

 

 ・
部
門
別
の
稼
働
状
況
や
重
要
な
情
報
を
共
有
す
る
運
営
協
議
会
の
月
次
開
催
を
継
続
し
た
ほ
か
、

診
療
部
会
議
や
部
門
長
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
定
期
開
催
し
、
組
織
横
断
的
な
対
応
力
を
強
化
し
た
。

 

・
年
度
計
画
は
、
幹
部
職
員
が
各
担
当
分
野
の
計
画
提
案
を
行
う
こ
と
で
、
各
部
門
が
目
標
を
意
識

し
、
行
動
計
画
を
作
成
し
、
着
実
な
達
成
に
向
け
て
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
。
 

・
全
部
署
で

B
S
C
シ
ー
ト
に
よ
る
目
標
管
理
を
実
施
し
、
院
長
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
進
捗
管
理
と
課
題

の
共
有
を
行
っ
て
い
る
。

 

・
稼
働
状
況
、
収
益
、
Ｄ
Ｐ
Ｃ
、
重
症
度
・
医
療
・
看
護
必
要
度
な
ど
各
種
経
営
指
標
を
日
計
で
表
示
し
、

全
て
の
職
員
が
閲
覧
可
能
な
状
態
で
公
開
し
て
お
り
、
職
員
の
経
営
参
画
意
識
を
醸
成
し
て
い
る
。

 

・
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
事
務
の
効
率
化
を
図
っ
た
。

 

・
７
月
に
増
改
築
完
了
し
、
医
療
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
病
床
配
置
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
 

・
動
画
配
信
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
活
用
し
、
入
院
説
明
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
、
Ｃ
Ｖ
ポ
ー
ト
挿
入
中
の

患
者
家
族
に
対
す
る
抜
針
方
法
の
説
明
、
乳
房
切
除
術
後
の
自
宅
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
動
画
コ

ン
テ
ン
ツ
を
提
供
し
、
患
者
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
説
明
や
問
合
せ
対
応
を
効
率
的
・
効
果
的
に
運

用
し
た
。
 

・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
用
い
た
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
会
議
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
資
料
準
備
に
か
か
る
事
務
の

効
率
化
と
費
用
の
削
減
が
実
現
で
き
た
。
 

・
公
式

L
IN

E
で
の
情
報
発
信
を
開
始
し
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
発
信
や
情
報
発
信
ツ
ー
ル
を
増
や
す
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
情
報
が
届
く
よ
う
努
め
た
。

 

・
病
院
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
が
ん
関
連
特
設
サ
イ
ト
に
引
き
続
き
心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
の
特
設
サ
イ
ト
の
設
置

に
向
け
準
備
を
行
い
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
情
報
発
信
に
努
め
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
電
子
カ
ル
テ
の
更
新
を
進
め
て
お
り
、
更
新
に
合
わ
せ
て
新
た
な
機
能
の
導
入
を
検
討
し
て
い
く
。

 

【
加
古
川
市
】 

７
月
に
竣
工
し
た
増
築
棟
に
医
療

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
病
床
を
配
置

し
、
効
率
的
な
病
院
運
営
に
寄
与

し
た
。
ま
た
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

用
い
た
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
会
議
を
昨

年
度
か
ら
引
き
続
き
推
進
し
、
事

務
作
業
の
削
減
す
る
な
ど
、
所
期

の
成
果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
強
化
し
、

全
職
員
が
効
率
的
・
効
果
的
な
組

織
運
営
に
か
か
わ
り
目
標
を
達
成

し
て
い
る
。

 

・
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
回
数

は
減
少
し
て
い
る
が
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
満
足
度
は
上
昇
し
て
お

り
、
地
域
住
民
に
組
織
運
営
の
情

報
を
提
供
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
増

築
に
よ
り
病
床
配
置
の
見
直
し
を

行
い
、
効
率
的
な
運
営
が
実
現
さ

れ
て
た
。
 

・
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
の
デ
ジ
タ
ル

化
を
推
進
し
て
お
り
、
年
度
計
画

も
す
べ
て
達
成
し
、
効
率
的
・
効

果
的
な
組
織
運
営
が
な
さ
れ
て
い

る
と
評
価
す
る
。
電
子
カ
ル
テ
更

新
に
伴
う
新
機
能
の
追
加
で
、
更

な
る
効
率
化
が
達
成
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
。
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１
 
自
律
性
・機
動
性
・透
明
性
の
高
い
組
織
運
営

 
（２
）コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底

 

  

中 期 目 標  

関
係
法
令
を
遵
守
し
、
行
動
規
範
と
職
員
倫
理
を
確
立
、
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
平
性
を

確
保
し
た
病
院
運
営
を
行
う
こ
と
。

 

ま
た
、
個
人
情
報
の
保
護
や
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
適
切
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
情
報

公
開
や
内
部
通
報
制
度
を
適
切
に
運
用
し
、
組
織
全
体
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
病
院
運
営
の
理
念
や
基
本
方
針
、
職
業

倫
理
な
ど
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
組
織
人

と
し
て
の
自
覚
と
使
命
感
の
涵
養
を
図

る
。
 

・
会
計
監
査
人
に
よ
る
監
査
や
病
院
機
能

評
価
な
ど
外
部
評
価
に
よ
る
課
題
の
改

善
に
取
り
組
む
。

 

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
強
化
す
る
。
 

・
情
報
開
示
に
よ
る
透
明
性
や
公
益
通
報

制
度
の
適
切
な
運
用
に
よ
り
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
を
確
保
す
る
。
 

・
防
災
や
防
犯
対
策
に
つ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
。

 

・
患
者
の
義
務
と
権
利
及
び
機
構
の
規

程
等
を
遵
守
し
、
診
療
情
報
開
示
の
求

め
に
対
し
て
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
す

る
。
 

 ・
病
院
運
営
の
理
念
や
基
本
方
針
、
職
業

倫
理
な
ど
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
組
織
人

と
し
て
の
自
覚
と
使
命
感
の
涵
養
を
図

る
。
 

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
通
報
窓
口
・
相
談
窓
口

を
周
知
し
、
早
期
に
介
入
で
き
る
体
制
を

目
指
す
。
 

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
人
権
に
関
す
る
研
修

を
実
施
し
、
人
を
大
切
に
す
る
職
場
づ
く

り
を
推
進
す
る
。

 

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
職
員
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
理
解
度

や
課
題
の
把
握
を
行
い
、
対
応
策
を
検

討
す
る
。
 

・
会
計
監
査
人
に
よ
る
監
査
や
病
院
機
能

評
価
な
ど
外
部
評
価
に
よ
る
課
題
の
改

善
に
取
り
組
む
。

 

・
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
へ
の
対
応
を
含
め
た
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
対
策
を
強
化
す
る
。
 

・
情
報
開
示
や
内
部
通
報
制
度
を
適
切

に
運
用
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
す

る
。
 

 

〇
    

〇
   

〇
   

〇
    

〇
   

〇
  

〇
 

 〇
 

   〇
 

  〇
 

  〇
 

   〇
 

  〇
 

 〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

情
報
開
示
件
数

 
2
14

 
2
60

 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
参
加
者
数
（人
） 

1
,2

7
3 

1
,4

1
9 

 ・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
行
動
計
画
を
策
定
し
、

2
02

4
年
度
は
風
通
し
の
良
い
職
場
づ
く
り
と
チ
ー
ム

力
の
向
上
を
目
標
に
掲
げ
、
ア
ク
シ
ョ
ン
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活
用
し
て
“
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
”
と
“
お
ひ
た
し
”

の
実
践
を
各
職
場
で
推
進
し
た
。
 

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
と
し
て
、
個
人
情
報
保
護
や
職
員
倫
理
（
守
秘
義
務
）
に
関
す
る
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
パ
ワ
ハ
ラ
と
指
導
の
違
い
な
ど
職
場
で
発
生
し
や
す
い
問
題

を
題
材
に
学
習
し
た
。

 

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ス
通
信
を
定
期
的
（
隔
月
）
に
発
行
し
、
職
員
に
遵
守
す
べ
き
ル
ー
ル
や
運
用
を
分
か
り

や
す
く
発
信
す
る
な
ど
、
工
夫
を
加
え
な
が
ら
啓
発
活
動
を
実
施
し
た
。

 

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
窓
口
と
し
て
、
外
部
弁
護
士
、
内
部
職
員
、
委
託
心
理
士
に
よ
る
相
談

窓
口
を
継
続
し
た
。
 

・
全
職
員
対
象
の
パ
ワ
ハ
ラ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
職
員
の
意
識
や
実
態
を

把
握
す
る
と
と
も
に
、
職
員
か
ら
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
を
苦
情
処
理
委
員
会
等
で
適
切
に
対
応
し
、
是

正
を
図
っ
た
。

 

・
内
部
監
査
員
、
監
事
、
会
計
監
査
法
人
な
ど
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
事
務
手
続
き
や
業
務
運
営
に
つ

い
て
監
査
を
受
け
、
指
摘
事
項
や
課
題
を
共
有
し
、
迅
速
か
つ
適
切
に
是
正
・
改
善
を
図
っ
た
。

 

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
で
は
、
シ
ス
テ
ム
に
係
る
職
員
の
意
識
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
不
適
切
使
用
調

査
、
標
的
型
メ
ー
ル
に
対
す
る
模
擬
訓
練
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
情
報
漏
え
い
に
対
す
る
注
意
喚
起

を
適
宜
発
出
し
、
情
報
管
理
の
徹
底
を
図
っ
た
。

 

・
診
療
記
録
の
開
示
及
び
第
三
者
提
供
に
係
る
取
扱
要
綱
を
策
定
し
、
手
続
き
や
審
査
等
の
事
務
を

統
一
す
る
こ
と
で
適
正
な
業
務
運
営
の
確
保
に
努
め
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
多
様
化
、
巧
妙
化
し
て
い
く
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
に
対
し
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム

B
C

P
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

電
子
カ
ル
テ
の
更
新
に
合
わ
せ
、
電
子
カ
ル
テ
停
止
時
の
各
種
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
課
題
認

識
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
く
。

 

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
修
を
充
実
さ
せ
、
パ
ワ
ハ
ラ
に
対
す
る
共
通
の
理
解
を
深
め
、
組
織
全
体

で
防
止
に
向
き
合
え
る
環
境
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

   

【
加
古
川
市
】 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
通
報
・
相

談
窓
口
の
周
知
や
、
職
場
で
発
生

し
や
す
い
問
題
を
題
材
に
し
た
研

修
の
実
施
に
よ
り
、
人
を
大
切
に

す
る
職
場
づ
く
り
を
推
進
し
た
。
ま

た
、
診
療
記
録
の
開
示
及
び
第
三

者
提
供
に
係
る
取
扱
要
綱
を
策

定
し
、
事
務
の
標
準
化
を
図
っ
た

こ
と
な
ど
、
所
期
の
成
果
等
を
得

て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
、
全
職

員
を
対
象
と
し
た
パ
ワ
ハ
ラ
ア
ン

ケ
ー
ト
の
実
施
が
な
さ
れ
て
い
る
。

相
談
窓
口
と
し
て
、
外
部
弁
護

士
、
内
部
職
員
な
ど
に
よ
る
相
談

窓
口
の
継
続
を
今
後
も
期
待
す

る
。
 

・
情
報
開
示
件
数
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
研
修
参
加
者
数
と
も
に
前
年

よ
り
増
加
し
て
お
り
、
病
院
全
体

で
の
意
識
の
高
さ
が
窺
え
る
。

 

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
行
動
計

画
を
策
定
し
公
平
性
を
確
保
し

た
。
 

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
の
た

め
に
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
実
行
し
て

い
る
。
一
部
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
案
が

発
生
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
苦

情
処
理
委
員
会
等
に
お
い
て
適

切
に
対
処
し
て
い
る
。
今
後
の
サ

イ
バ
ー
テ
ロ
等
へ
の
取
組
に
も
期

待
す
る
。
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２
 
働
き
や
す
く
、
や
り
が
い
の
あ
る
職
場
づ
く
り

 
（１
）や
り
が
い
づ
く
り
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
へ
の
取
組
の
充
実

 

  
中 期 目 標  

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
に
よ
り
、
風
通
し
の
よ
い
職
場
づ
く
り
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
職
員
の
専
門
知
識
の
習
得
や
資
格
取
得
の
支
援
を
充
実
さ
せ
、
働
き
が
い
を
高
め
る
病
院

づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
。

 
ま
た
、
能
力
が
客
観
的
に
、
適
正
に
評
価
さ
れ
る
人
事
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
給
与
制
度
に

つ
い
て
は
、
人
事
評
価
や
法
人
の
業
務
実
績
を
適
正
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
こ
と
。
 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

職
員
満
足
度
（満

足
と
答
え
た
割
合
） 

7
0 

 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

職
員
満
足
度
（満

足
と
答
え
た
割
合
） 

7
0 

 

 
  

〇
 

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

職
員
満
足
度
（満
足
と
答
え
た
割
合
） 

7
4
.3

 
7
0
.3

% 
1
00

.4
 

 

【
加
古
川
市
】 

・
所
属
長
に
よ
る
評
価
面
談
制
度

を
継
続
し
て
実
施
し
、
職
員
自
身

 

の
成
長
を
促
し
た
。
ま
た
、
学
会
等

 

で
優
秀
な
演
題
と
し
て
選
出
さ
れ

 

・
次
の
①
～
③
の
姿
を
目
指
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

推
進
す
る
。
 

①
職
員
が
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
働
け
る

病
院
に
な
る
。

 

②
努
力
が
承
認
さ
れ
る
組
織
風
土
を
育

む
。

 

③
個
人
と
組
織
が
互
い
に
成
長
で
き
る

関
係
を
築
く
。
 

・
人
事
制
度
の
ル
ー
ル
に
従
い
、
評
価
者

に
制
度
の
目
的
と
仕
組
み
を
充
分
に
理

解
さ
せ
る
。

 

・
評
価
と
処
遇
の
メ
リ
ハ
リ
を
強
め
、
成
果

の
所
在
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。

 

・
次
の
①
～
④
の
姿
を
目
指
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

推
進
す
る
。
 

①
職
員
が
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
働
け
る

病
院
に
な
る
。

 

②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
活
発
で
楽
し

い
職
場
を
創
る
。

 

③
努
力
が
承
認
さ
れ
る
組
織
風
土
を
育

む
。

 

④
個
人
と
組
織
が
互
い
に
成
長
で
き
る

関
係
を
築
く
。
 

・
人
事
評
価
制
度
の
目
的
と
仕
組
み
を

正
し
く
理
解
す
る
た
め
、
新
た
に
評
価
者

と
な
っ
た
管
理
職
に
研
修
を
実
施
す
る
。
 

・
評
価
と
処
遇
の
メ
リ
ハ
リ
を
強
め
、
成
果

の
所
在
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。

 

・
職
員
満
足
度
調
査
を
継
続
し
て
実
施
す

る
こ
と
で
、
職
員
の
意
向
の
変
化
を
適
切

に
把
握
す
る
。

 

 

〇
                

〇
  

〇
           

〇
   

〇
  

〇
    

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

仕
事
に
や
り
が
い
や
誇
り
を
感
じ
る
と
答
え
た
割
合

 （
％
） 

7
9
.9

 
7
6
.1

 

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
コ
ー
チ
ン
グ
（
院
内
コ
ー
チ
・
S
H
）
人
数
（
人
） 

院
内
コ
ー
チ

24
 

S
H

 
49

5 

院
内
コ
ー
チ

2
8 

S
H

 6
0 

機
構
学
術
研
究
会
発
表
件
数

 
1
6 

1
5 

T
Q

M
委
員
会
発
表
件
数

 
6 

7 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
委
員
会
発
表
件
数

 
4 

3 

 ・
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
コ
ー
チ
ン
グ
を
導
入
し
て

6
年
目
と
な
り
、
効
果
や
今
後
の
実
施
の
方
向
性
を
検
討
し

た
。
職
員
一
人
一
人
が

1
o
n
1
や

3
分
間
コ
ー
チ
ン
グ
を
通
じ
て
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、

風
通
し
の
良
い
組
織
づ
く
り
や
誇
り
を
持
っ
て
働
け
る
病
院
を
目
指
す
風
土
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

 

・
半
期
ご
と
の
所
属
長
に
よ
る
評
価
面
談
の
機
会
を
通
し
て
、
職
員
が
設
定
し
た
目
標
と
そ
の
達
成
状

況
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
双
方
向
の
人
事
評
価
が
機
能
し
、
成
果
の
承
認
や
課
題
の
認
識
に
よ
っ
て
職

員
自
身
の
成
長
を
促
し
た
。
 

・
外
部
団
体
主
催
の
研
修
へ
の
エ
ン
ト
リ
ー
や
学
会
を
は
じ
め
院
内
の
学
術
研
究
発
表
会
等
に
お
け
る

優
秀
な
演
題
と
し
て
選
出
さ
れ
た
功
績
に
対
し
て
、
機
構
総
会
に
お
い
て
職
員
表
彰
を
行
い
そ
れ
ぞ
れ

の
活
動
を
奨
励
す
る
こ
と
で
、
意
欲
の
向
上
を
図
っ
た
。

 

職
員
満
足
度
調
査
を
継
続
し
、
職
員
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
の
把
握
に
努
め
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
コ
ー
チ
ン
グ
を
継
続
し
、
職
員
間
の
繋
が
り
を
更
に
深
め
、
風
通
し
の
良
い
職
場
風
土

を
醸
成
し
て
い
く
。

 

      

る
な
ど
の
功
績
に
対
し
て
職
員
表

彰
を
行
い
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
へ
の
取
組
に
積
極

的
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
所
期
の
成

果
等
を
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
風
通
し
の

良
い
組
織
づ
く
り
か
ら
職
員
満
足

度
は
高
い
水
準
を
維
持
す
る
こ
と

に
つ
な
が
り
、
誇
り
を
持
ち
働
き
続

け
る
、
一
人
一
人
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
へ
の
取
組
と
な
っ
て

い
る
。

 

・
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
コ
ー
チ
ン
グ
の
充

実
で
風
通
し
の
良
い
働
き
が
い
を

高
め
る
職
場
風
土
に
つ
な
げ
た
。

 

・
数
値
目
標
も
年
度
計
画
の
項
目

も
達
成
し
て
い
る
た
め
、
良
好
な

結
果
と
言
え
る
が
、
や
り
が
い
を

感
じ
る
職
員
の
割
合
が
微
減
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
来
期
以
降
の

改
善
に
期
待
す
る
。
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２
 
働
き
や
す
く
、
や
り
が
い
の
あ
る
職
場
づ
く
り

 
（２
）働
き
方
改
革
の
推
進

 

  

中 期 目 標  

令
和
６
年
（
2
02

4
年
）
４
月
か
ら
の
医
師
の
時
間
外
労
働
規
制
導
入
へ
の
対
応
や
、
タ
ス
ク
シ

フ
テ
ィ
ン
グ
の
推
進
、
多
様
な
勤
務
形
態
の
導
入
や
院
内
保
育
の
充
実
な
ど
に
よ
り
、
職
員
が

離
職
す
る
こ
と
な
く
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
職
員
の
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
労
働
、
自
己
研
鑽
、
兼
業
等
の
時
間
を

管
理
す
る
勤
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
進
め
る
。

 

・
変
形
労
働
時
間
制
を
十
分
に
活
用
し

て
、
2
4
時
間

3
65
日
を
カ
バ
ー
す
る
柔
軟

で
効
率
的
な
勤
務
シ
フ
ト
を
活
用
す
る
。
 

・
24
時
間
保
育
、
病
児
保
育
に
続
い
て
、

災
害
時
等
に
保
護
が
必
要
な
家
族
を
抱

え
る
職
員
へ
の
支
援
の
仕
組
み
を
構
築

す
る
。
 

・
医
師
か
ら
多
職
種
へ
の
タ
ス
ク
シ
フ

テ
ィ
ン
グ
を
現
行
の
制
度
下
に
お
い
て
可

能
な
領
域
に
つ
い
て
、
医
療
安
全
を
確

保
し
つ
つ
、
円
滑
に
導
入
す
る
。

 

・
看
護
師
・
助
産
師
が
特
定
行
為
を
実
施

す
る
た
め
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の

研
修
機
関
の
指
定
を
目
指
し
、
特
定
行

為
が
実
施
で
き
る
看
護
師
を
養
成
し
、
医

師
の
タ
ス
ク
シ
フ
ト

/
タ
ス
ク
シ
ェ
ア
を
推

進
す
る
。
 

 ・
労
働
、
自
己
研
鑽
、
兼
業
等
の
時
間
を

区
別
し
た
時
間
管
理
を
行
う
。
 

・
変
形
労
働
時
間
制
を
十
分
に
活
用
し

て
、
2
4
時
間

3
65
日
を
カ
バ
ー
す
る
柔
軟

で
効
率
的
な
勤
務
シ
フ
ト
を
活
用
す
る
。
 

・
2
4
時
間
院
内
保
育
を
維
持
し
、
災
害
時

等
に
保
護
が
必
要
な
家
族
を
抱
え
る
職

員
へ
の
支
援
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
。
 

・
医
師
か
ら
多
職
種
へ
の
タ
ス
ク
シ
フ
ト

を
現
行
の
制
度
下
に
お
い
て
可
能
な
領

域
に
つ
い
て
、
医
療
安
全
を
確
保
し
つ

つ
、
円
滑
に
導
入
す
る
。

 

・
特
定
行
為
研
修
施
設
と
し
て
、
教
育
課

程
を
拡
充
さ
せ
、
医
師
の
タ
ス
ク
シ
フ
ト

を
推
進
す
る
。

 

・
診
療
科
責
任
医
師
に
対
し
て
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
研
修
等
を
実
施
し
、
人
事
・
労
務
管

理
や
各
種
規
程
に
則
し
た
職
場
管
理
を

促
進
す
る
。
 

・
本
格
的
に
医
師
の
働
き
方
改
革
が
運

用
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
策
定
し
た

医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
を
達
成
で
き

る
よ
う
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
課
題

の
解
決
を
図
る
。

 

 

◎
        

◎
    

〇
   

〇
    

◎
  

 

 

〇
  

〇
   

〇
   

〇
    

〇
   

〇
    

〇
      

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

院
内
保
育
園
利
用
者
数
（
医
師
職
）（
人
） 

4
87

 
2
01

 

育
児
休
業
取
得
割
合
（医
師
職
）（
％
） 

1
00

 
1
00

 

育
児
短
時
間
勤
務
者
数
（
医
師
職
）（
人
） 

1
1 

6 

長
時
間
勤
務
実
績
・
医
師
職
（
時
間

/
月

/人
） 

5
0
.2

 
5
1
.2

 

長
時
間
勤
務
実
績
・
看
護
職
（
時
間

/
月

/人
） 

7
.9

 
5
.8

 

長
時
間
勤
務
実
績
・
医
療
技
術
職
（時
間

/
月

/
人
） 

2
0
.3

 
1
9
.3

 

長
時
間
勤
務
実
績
・
事
務
職
（
時
間

/
月

/人
） 

6
.3

 
5
.1

 

年
間
休
日
日
数
（
日
） 

1
23

 
1
22

.0
 

変
形
労
働
適
用
率
（
看
護
部
除
く
）（
％
） 

8
8
.7

 
9
3
.8

 

タ
ス
ク
シ
フ
テ
ィ
ン
グ
推
進
委
員
会
実
行
件
数

 
8 

0 

特
定
行
為
研
修
修
了
者
数
（
人
） 

1
6 

2
0 

医
師
事
務
作
業
補
助
者
数
（
人
） 

7
9 

8
6 

臨
床
心
理
士
相
談
件
数

 
3
8 

6
0 

リ
エ
ゾ
ン
ナ
ー
ス
相
談
件
数

 
2
7 

1
4 

 ・
厚
生
労
働
省
が
推
進
す
る
医
師
の
働
き
方
改
革
制
度
の
施
行
に
対
し
、
労
働
お
よ
び
労
働
以
外
の
時

間
区
分
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
管
理
者
が
適
宜
指
示
調
整
を
行
い
、
変
則
労
働
時
間

の
設
定
や
シ
フ
ト
勤
務
を
活
用
し
な
が
ら
時
間
外
勤
務
の
削
減
等
の
取
組
み
を
進
め
、
す
べ
て
の
診
療

科
で
承
認
さ
れ
た
基
準
の
逸
脱
は
な
か
っ
た
。

 

・
B
水
準
で
の
承
認
と
な
っ
た
一
部
診
療
科
に
つ
い
て
は
、
「
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
」
を
実
行
し
、

計
画
の
改
定
を
実
施
し
た
。
 

・
特
定
行
為
研
修
終
了
者
が
増
加
し
、
創
傷
管
理
関
連
や
呼
吸
器
管
理
関
連
、
動
脈
血
液
ガ
ス
分
析

関
連
の
業
務
を
担
い
、
医
師
の
業
務
負
担
軽
減
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

 

・
造
影
剤
の
静
脈
投
与
、
病
棟
薬
剤
処
方
の
代
行
入
力
や
手
術
前
の
輸
血
の
説
明
、
Ｐ
Ｆ
Ｍ
に
係
る
入

院
前
の
治
療
説
明
、
透
析
患
者
の
シ
ャ
ン
ト
穿
刺
、
麻
酔
科
医
の
統
計
業
務
な
ど
、
医
師
の
業
務
を
各

診
療
支
援
職
種
の
協
力
の
も
と
に
タ
ス
ク
シ
フ
ト
を
継
続
し
た
。
 

・
医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
質
の
向
上
を
推
進
し
、
専
門
性
の
高
い
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ア
シ

ス
タ
ン
ト
（
S
M

A
）
を
育
成
し
、
医
師
の
負
担
軽
減
を
促
進
し
た
。
 

・
病
棟
看
護
師
の
事
務
作
業
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
病
棟
ク
ラ
ー
ク
の
追
加
配
置
に
向
け
て
人
員
確
保

を
進
め
た
。

 

・
夜
間
の
看
護
業
務
を
補
助
す
る
ナ
イ
ト
サ
ポ
ー
タ
ー
を
活
用
し
、
病
棟
看
護
師
の
業
務
負
担
を
軽
減

し
て
い
る
。
ま
た
、
病
棟
師
長
を
中
心
に
看
護
補
助
者
と
の
協
業
に
係
る
研
修
に
順
次
参
加
し
、
効
率

的
な
業
務
分
担
の
整
備
を
進
め
て
い
る
。
 

【
加
古
川
市
】 

・
医
師
の
働
き
方
改
革
で
は
、
変

則
時
間
労
働
や
シ
フ
ト
勤
務
制
度

を
活
用
し
た
ほ
か
、
特
定
行
為
研

修
の
修
了
者
が
増
加
し
た
こ
と

で
、
従
前
は
医
師
が
行
っ
て
い
た

行
為
を
代
替
し
、
業
務
負
担
の
平

準
化
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
、
病
棟

看
護
師
の
事
務
作
業
軽
減
の
た

め
、
病
棟
ク
ラ
ー
ク
の
増
員
を
図

る
な
ど
、
所
期
の
成
果
等
を
得
て

い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
質
の
高
い
高
度
医
療
の
提
供
に

は
、
多
職
種
が
協
力
し
て
働
き
方

改
革
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
今
後

も
求
め
ら
れ
る
。

 

・
育
児
休
業
の
取
得
率
が
高
く
、

働
き
方
改
革
は
推
進
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。

 

・
医
師
の
時
間
外
労
働
規
制
へ
の

対
応
や
、
多
様
な
勤
務
形
態
の
導

入
整
備
で
改
革
推
進
に
努
め
た
。

 

・
働
き
方
改
革
に
関
す
る
各
種
制

度
へ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
病
院
が

散
見
さ
れ
る
中
で
も
、
適
切
な
取

組
の
も
と
所
期
の
成
果
等
を
得
て

い
る
。
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 ・
救
急
外
来
に
お
い
て
、
救
急
救
命
士
が
救
急
隊
か
ら
の
電
話
対
応
や
患
者
搬
送
な
ど
看
護
師
の
タ
ス

ク
を
シ
フ
ト
し
た
こ
と
で
看
護
師
の
負
担
軽
減
が
図
れ
た
。

 

・
職
員
向
け
の
が
ん
サ
ロ
ン
を
開
催
し
、
相
談
や
情
報
共
有
を
通
し
て
治
療
と
仕
事
の
両
立
を
支
援
し

た
。
 

・
従
来
の
夏
季
休
暇
に
つ
い
て
、
取
得
期
間
を
年
度
内
に
延
長
し
た
健
康
増
進
休
暇
と
し
、
連
休
取
得

を
促
進
し
て
い
る
。

 

・
院
内
保
育
園
で
は
病
児
保
育
も
実
施
し
、
職
員
の
勤
務
支
援
を
行
っ
た
。
 

・
職
員
食
堂
の
食
材
費
へ
の
補
助
を
継
続
し
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
奥
の
テ
ラ
ス
を
昼
食

時
に
開
放
し
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
と
混
雑
緩
和
に
繋
げ
た
。

 

・
安
全
安
心
相
談
員
に
よ
る
医
療
従
事
者
の
た
め
の
護
身
術
研
修
会
を
行
っ
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
高
稼
働
状
態
が
続
く
一
方
で
、
医
師
の
働
き
方
改
革
へ
の
対
応
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
地
域

医
療
機
能
分
化
や
タ
ス
ク
シ
フ
ト
を
推
進
し
、
効
率
的
な
業
務
体
制
を
構
築
す
る
。
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第
４

 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項

 
１
 
経
営
基
盤
の
強
化

 
  
中 期 目 標  

人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
、
医
療
提
供
体
制
の
変
化
や
感
染
症
の
流
行
な
ど
、
病
院
経
営

を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
す
る
中
に
お
い
て
も
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
経
営
判
断
の
も
と
、
経
営

基
盤
を
強
化
し
、
本
目
標
期
間
中
に
お
け
る
経
常
収
支
の
均
衡
を
図
る
こ
と
。
 

ま
た
、
安
定
し
た
病
院
運
営
を
長
期
的
に
確
保
す
る
た
め
、
本
市
の
財
政
状
況
に
影
響
さ
れ

な
い
経
営
を
常
に
目
指
す
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

５
 

５
 

５
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

累
積
経
常
利
益
（
百
万
円
） 

1
1
,4

93
 

経
常
収
支
比
率
（
％
）
 

 
1
01

.7
 

医
業
収
支
比
率
（
％
） 

1
00

.3
 

医
業
収
益
（
百
万
円
） 

2
4
,7

85
 

入
院
収
益
（
百
万
円
） 

1
6
,3

17
 

外
来
収
益
（
百
万
円
） 

7
,8

6
9 

 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

累
積
経
常
利
益
（
百
万
円
） 

1
6
,3

96
 

経
常
収
支
比
率
（
％
）
 

 
1
00

.0
 

医
業
収
支
比
率
（
％
） 

1
00

.8
 

医
業
収
益
（
百
万
円
） 

2
8
,0

13
 

入
院
収
益
（
百
万
円
） 

1
8
,5

87
 

外
来
収
益
（
百
万
円
） 

8
,9

1
9 

 

 
  

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
  

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

累
積
経
常
利
益
（
百
万
円
） 

1
6
,3

26
 

1
7
,2

08
 

1
05

.0
 

経
常
収
支
比
率
（
％
）
 

 
1
02

.5
 

1
03

.0
 

1
03

.0
 

医
業
収
支
比
率
（
％
） 

1
02

.4
 

1
03

.9
 

1
03

.1
 

医
業
収
益
（
百
万
円
） 

2
7
,1

15
 

2
8
,2

08
 

1
00

.7
 

入
院
収
益
（
百
万
円
） 

1
7
,9

29
 

1
8
,4

37
 

9
9
.2

 

外
来
収
益
（
百
万
円
） 

8
,7

0
2 

9
,2

4
0 

1
03

.6
 

 

【
加
古
川
市
】 

・
病
院
経
営
に
影
響
す
る
指
標
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
経
営
課
題

を
把
握
し
、
理
事
会
や
執
行
部
会

議
で
展
開
す
る
こ
と
で
、
課
題
の

共
有
を
図
っ
た
。
ま
た
、
迅
速
か
つ

柔
軟
な
意
思
決
定
に
よ
り
収
支
の

均
衡
を
図
る
な
ど
、
所
期
の
目
的

を
上
回
る
優
れ
た
成
果
等
を
得
て

い
る
。

 

・
医
療
動
向
や
周
辺
環
境
の
変
化
を
的

確
に
把
握
し
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
意
思

決
定
の
も
と
、
計
画
期
間
中
の
経
常
収

支
の
均
衡
を
図
る
。

 

・
医
療
動
向
や
周
辺
環
境
の
変
化
を
的

確
に
把
握
し
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
意
思

決
定
の
も
と
、
経
常
収
支
の
均
衡
を
図

る
。
 

◎
 
〇

 
活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

償
却
前
経
常
収
支
比
率
（
％
） 

1
08

.2
 

1
09

.5
 

償
却
前
医
業
収
支
比
率
（
％
）
 

 
1
08

.6
 

1
11

 

運
営
費
負
担
金
比
率
（％
） 

5
.0

 
5
.2

 

 ・
人
口
推
計
や
Ｄ
Ｐ
Ｃ
デ
ー
タ
を
用
い
た
将
来
受
療
予
測
を
行
い
、
働
き
方
改
革
を
踏
ま
え
た
人
員
配

置
計
画
や
地
域
連
携
活
動
に
活
用
し
た
。
 

・
病
院
経
営
に
影
響
す
る
様
々
な
指
標
を
院
内
開
発
の
Ｂ
Ｉシ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
タ
イ
ム
リ
ー
に
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
、
経
営
課
題
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
迅
速
な
対
応
を
実
現
し
て
い
る
。

 

・
理
事
会
や
執
行
部
会
議
な
ど
で
経
営
状
況
を
共
有
し
、
経
営
課
題
の
共
通
認
識
を
図
っ
た
。

 

・
物
価
高
騰
や
賃
金
上
昇
な
ど
の
影
響
に
よ
り
費
用
が
上
昇
す
る
中
、
収
益
の
確
保
と
費
用
の
抑
制
が

で
き
収
支
均
衡
を
図
れ
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
患
者
の
受
療
動
向
や
物
価
変
動
な
ど
経
済
状
況
、
周
辺
医
療
環
境
の
変
化
な
ど
常
に
状
況
把
握
を

行
い
、
臨
機
応
変
に
課
題
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
経
営
基
盤
の
強
化
が
図
ら
れ
、

目
標
指
標
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。

 

・
目
標
数
値
は
概
ね
達
成
し
て
お

り
、
償
却
前
経
常
収
支
比
率
・
医

業
収
支
比
率
と
も
に
上
昇
し
て
い

る
の
で
、
経
営
基
盤
は
よ
り
強
固

と
な
っ
て
い
る
。

 

・
1
点
数
値
目
標
未
達
の
も
の
が

あ
る
も
の
の
、
達
成
率

9
9.

2
％
で

あ
る
う
え
、
他
は
良
好
な
水
準
で

達
成
し
て
い
る
。
公
立
病
院
を
取

り
巻
く
環
境
の
厳
し
さ
を
考
え
れ

ば
、
現
在
の
結
果
は
特
に
評
価
し

て
よ
い
。
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２
 
収
入
の
確
保
及
び
費
用
の
最
適
化

 
  

中 期 目 標  

診
療
報
酬
の
改
定
や
医
療
制
度
の
変
更
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
し
、
収
入
の
確
保
に
努

め
る
と
と
も
に
、
コ
ス
ト
管
理
を
徹
底
し
、
費
用
の
最
適
化
を
図
る
こ
と
。

 

ま
た
、
医
療
機
器
の
導
入
・
更
新
等
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
な
視
点
で
計
画
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

４
 

４
 

４
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 

目
標
指
標

 
2
02

5
年
度

 

入
院
診
療
単
価
（
円

/人
・
日
） 

8
3
,0

00
 

外
来
診
療
単
価
（
円

/人
・
日
） 

2
3
,0

00
 

1
日
あ
た
り
入
院
患
者
数
（
人
） 

5
40

 

1
日
あ
た
り
外
来
患
者
数
（
人
） 

1
,4

1
0 

病
床
稼
働
率
（％
） 

9
0
.0

 

給
与
費
比
率

/対
医
業
収
益
（％
） 

4
8
.0

 

診
療
材
料
費
比
率
（
％
） 

1
4
.7

 

医
薬
品
費
比
率
（
％
） 

1
5
.4

 

経
費
比
率

/対
医
業
収
益
（％

） 
1
2
.9

 
 

 

目
標
指
標

 
2
02

4
年
度

 

入
院
診
療
単
価
（
円

/人
・
日
） 

9
4
,3

00
 

外
来
診
療
単
価
（
円

/人
・
日
） 

2
4
,8

00
 

1
日
あ
た
り
入
院
患
者
数
（
人
） 

5
40

 

1
日
あ
た
り
外
来
患
者
数
（
人
） 

1
,4

8
0 

病
床
稼
働
率
（％
） 

9
0
.0

 

給
与
費
比
率

/対
医
業
収
益
（％
） 

4
5
.9

 

診
療
材
料
費
比
率
（
％
） 

1
6
.1

 

医
薬
品
費
比
率
（
％
） 

1
5
.8

 

経
費
比
率

/対
医
業
収
益
（％

） 
1
4
.2

 
 

 
  〇

 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

目
標
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 
達
成
率

(％
) 

入
院
診
療
単
価
（
円

/
人
・
日
） 

9
3
,5

87
 

9
3
,8

00
 

9
9
.5

 

外
来
診
療
単
価
（
円

/
人
・
日
） 

2
4
,5

66
 

2
5
,1

40
 

1
01

.4
 

1
日
あ
た
り
入
院
患
者
数
（人
） 

 
5
23

 
5
39

 
9
9
.8

 

1
日
あ
た
り
外
来
患
者
数
（人
） 

1
,4

5
8 

1
,5

1
9 

1
02

.6
 

病
床
稼
働
率
（％
） 

8
7
.2

 
8
9
.8

 
9
9
.8

 

給
与
費
比
率

/対
医
業
収
益
（
％
） 

4
5
.7

 
4
3
.9

 
1
04

.6
 

診
療
材
料
費
比
率
（
％
） 

1
6
.7

 
1
6
.1

 
1
00

.0
 

医
薬
品
費
比
率
（
％
） 

1
5
.9

 
1
6
.4

 
9
6
.3

 

経
費
比
率

/
対
医
業
収
益
（％
） 

1
3
.4

 
1
3
.4

 
1
06

.0
 

 

【
加
古
川
市
】 

・
コ
ス
ト
削
減
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
運

用
し
、
使
用
材
料
や
運
用
の
見
直

し
な
ど
の
取
組
を
推
進
し
た
。
ま

た
、
各
種
経
営
指
標
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
継
続
し
、
収
入
の
確
保
を

図
る
な
ど
、
所
期
の
成
果
等
を
得

て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
目
標
指
標
は
概
ね
達
成
し
て
い

 

る
。
適
正
価
格
を
見
極
め
、
コ
ス
ト

 

 ・
社
会
環
境
の
変
化
や
周
辺
環
境
の
変

化
、
医
療
需
要
の
動
向
な
ど
の
分
析
を

行
い
、
当
該
地
域
で
急
性
期
医
療
を
必

要
と
し
て
い
る
患
者
の
確
保
に
努
め
る
。
 

・
施
設
基
準
の
新
規
取
得
や
診
療
報
酬

改
定
に
着
実
に
対
応
し
、
適
正
な
収
益
確

保
に
努
め
る
。
 

・
診
療
報
酬
の
請
求
漏
れ
防
止
や
査
定

減
の
極
小
化
を
図
る
。
 

・
将
来
に
わ
た
り
負
担
と
な
る
人
的
投
資

や
設
備
投
資
に
つ
い
て
は
、
長
期
財
政

計
画
に
お
い
て
も
経
営
基
盤
の
安
定
化

が
図
ら
れ
る
か
検
討
の
う
え
実
施
す
る
。
 

 ・
常
に
患
者
動
向
を
分
析
し
、
当
該
地
域

で
急
性
期
医
療
を
必
要
と
し
て
い
る
患

者
の
確
保
に
努
め
る
。

 

・
平
均
在
院
日
数
、
診
療
密
度
、
医
療
・

看
護
必
要
度
な
ど
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継

続
し
、
適
正
な
収
益
確
保
に
努
め
る
。
 

・
施
設
基
準
の
届
出
や
診
療
報
酬
の
請

求
漏
れ
防
止
や
査
定
減
の
極
小
化
を
図

る
。
 

・
費
用
に
つ
い
て
は
、
対
医
業
収
益
比
率

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
適
正
な
支
出

と
な
る
よ
う
努
め
る
。

 

・
材
料
費
、
経
費
な
ど
物
価
高
騰
に
よ
り

費
用
増
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
コ
ス
ト
削

減
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
運
用
し
、
使
用
効
率

の
促
進
に
よ
る
使
用
量
の
減
少
を
図
る

と
と
も
に
、
採
用
物
品
の
整
理
・
統
合
を

検
討
し
、
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
。
 

 

◎
   

◎
   

〇
   

◎
   

◎
  

 

〇
   

〇
   

〇
   

〇
   

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

新
入
院
患
者
数
（
人
） 

1
9
,5

29
 

2
0
,4

90
 

平
均
在
院
日
数
（
日
） 

9
.8

 
9
.9

 

D
P
C
期
間
Ⅱ
内
退
院
率
（
％
） 

7
2 

7
1
.9

 

D
P
C
評
価
係
数

 
1
.5

3
59

 
1
.5

3
31

 

診
療
報
酬
査
定
減
率
（％
） 

0
.3

5 
0
.3

5 

後
発
医
薬
品
の
数
量
割
合
（
％
） 

9
3
.8

 
9
3
.6

 

・
部
署
ご
と
の
目
標
管
理
を
徹
底
し
、
各
部
署
に
お
い
て
目
標
が
達
成
で
き
る
よ
う
、
支
援
を
行
っ
た
。

 

・
地
域
医
療
機
関
の
紹
介
状
況
や
動
向
を
分
析
し
、
地
域
連
携
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

 

・
Ｂ
Ｉシ
ス
テ
ム
に
よ
る
各
種
経
営
指
標
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
病
院
全
体
に
共
有
し
て
お
り
、
諸
課
題
に
対
し

て
迅
速
に
対
応
し
た
。

 

・
D

P
C
係
数
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
係
数
ア
ッ
プ
に
向
け
て
検
討
を
行
っ
た
。

 

・
急
性
期
病
院
に
望
ま
れ
る
体
制
や
実
績
を
維
持
し
、
急
性
期
充
実
体
制
加
算
の
算
定
を
維
持
し
た
。

 

・
診
療
報
酬
の
査
定
減
点
の
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
委
員
会
で
検
討
し
た
。
内
容
は
各
診
療
科
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
要
注
意
項
目
に
対
し
て
医
師
と
事
務
が
協
力
し
て
対
策
を
行
っ
た
。

 

・
コ
ス
ト
削
減
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
継
続
し
、
使
用
材
料
や
運
用
方
法
の
見
直
し
、
節
電
へ
の
取
り
組
み
、
廃

棄
物
の
分
別
の
徹
底
、
コ
ピ
ー
の
使
用
方
法
の
見
直
し
な
ど
病
院
全
体
で
コ
ス
ト
削
減
を
意
識
し
た
取

り
組
み
を
進
め
た
。

 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
様
々
な
要
因
に
よ
り
物
価
の
上
昇
が
続
い
て
い
る
た
め
、
費
用
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
適
正
価
格
を

見
極
め
、
コ
ス
ト
の
増
加
抑
制
に
努
め
て
い
く
。

 

削
減
よ
り
費
用
の
最
適
化
に
取
り

組
む
こ
と
を
期
待
す
る
。

 

・
材
料
費
、
医
薬
品
費
の
値
上
が

り
が
今
後
も
続
く
と
思
わ
れ
る
た

め
、
収
入
を
増
加
さ
せ
な
が
ら
費

用
の
削
減
に
注
力
す
る
こ
と
を
期

待
す
る
。
 

・
年
度
計
画
の
項
目
を
達
成
し
、

物
価
高
の
中
で
適
切
な
運
営
が

な
さ
れ
て
い
る
。
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 第
５

 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

 
１
 
地
域
社
会
へ
の
貢
献

 
（１
）地
域
社
会
と
の
協
働
の
推
進

 

  

中 期 目 標  

医
療
の
専
門
集
団
と
し
て
、
行
政
が
進
め
る
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民

と
の
交
流
等
を
通
じ
て
、
信
頼
さ
れ
、
地
域
に
開
か
れ
た
病
院
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

３
 

３
 

３
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
加
古
川
市
を
は
じ
め
行
政
機
関
の
協

議
会
や
委
員
会
に
参
画
し
、
医
療
や
健

康
増
進
の
視
点
で
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す

る
。
 

・
住
民
と
と
も
に
進
め
る
病
院
運
営
を
実

現
す
る
た
め
、
病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養

成
し
、
積
極
的
な
活
用
を
行
う
。

 

・
地
域
住
民
と
の
交
流
事
業
を
推
進
し
、

住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
。
 

 ・
加
古
川
市
を
は
じ
め
行
政
機
関
の
協

議
会
や
委
員
会
に
参
画
し
、
医
療
や
健

康
増
進
の
視
点
で
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す

る
。
 

・
住
民
と
と
も
に
進
め
る
病
院
運
営
を
実

現
す
る
た
め
、
病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養

成
し
、
積
極
的
な
活
用
を
行
う
。

 

・
地
域
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
る
機
会
の
検
討
を
行
う
。

 

 〇
 

 

〇
    

△
   

〇
 

 

活
動
指
標

 
2
02

3
年
度

 
2
02

4
年
度

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
者
数
（人
） 

1
5 

1
7 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
実
働
時
間
（分
） 

2
90

 
2
75

 

地
域
イ
ベ
ン
ト
等
へ
の
救
護
班
の
派
遣
人
数
（人
）

 
7 

4 

地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
件
数

 
1 

1 

 ・
行
政
が
主
催
す
る
、
障
が
い
者
の
自
立
支
援
、
虐
待
対
策
、
難
病
、
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
２
次

救
急
な
ど
様
々
な
分
野
で
の
協
議
会
や
会
議
へ
参
画
し
た
。
 

・
地
域
住
民
に
向
け
た
健
康
教
室
を
現
地
で
の
開
催
を
再
開
し
、
健
康
促
進
や
病
院
と
地
域
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
提
供
し
た
。
 

・
加
古
川
市
の
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
で
は
、
救
護
班
と
し
て
看
護
師
の
派
遣
を
行
い
地
域
住
民
と
の
交
流

を
図
っ
た
。

 

・
ふ
れ
あ
い
看
護
体
験
を
開
催
し
、
バ
イ
タ
ル
測
定
や

A
E
D
等
の
体
験
を
通
じ
て
看
護
職
を
志
す
地
元

高
校
生
と
交
流
を
図
っ
た
。

 

・
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る
認
知
症
患
者
・
家
族
交
流
会
「
お
れ
ん
じ
サ
ロ
ン
き
ら
り
」

を
通
じ
て
、
今
後
の
生
活
や
認
知
症
に
対
す
る
不
安
の
軽
減
に
係
る
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
 

・
加
古
川
市
消
防
本
部
が
主
催
す
る
救
急
フ
ェ
ア
へ
当
院
救
急
救
命
士
を
派
遣
し
、
地
域
住
民
と
の
交

流
や
救
急
医
療
へ
の
啓
発
を
行
っ
た
。
 

・
加
古
川
マ
ラ
ソ
ン
で
は
、
医
師
が
救
護
班
と
し
て
参
加
し
た
。
 

・
コ
ロ
ナ
禍
で
休
止
し
て
い
た
、
看
護
の
日
の
イ
ベ
ン
ト
、
病
院
フ
ェ
ス
タ
を
再
開
し
、
地
域
住
民
と
の
交

流
を
図
っ
た
。

 

・
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
の
受
入
を
再
開
し
、
医
療
従
事
者
を
目
指
す
中
学
生
に
病
院
で
の
体
験
を
通

じ
て
、
将
来
を
考
え
る
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
 

  （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

・
地
域
住
民
と
の
交
流
事
業
に
お
い
て
、
積
極
的
に
参
加
す
る
。

 

・
病
院
で
も
地
域
住
民
と
交
流
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
検
討
す
る
。
 

    

【
加
古
川
市
】 

・
地
域
住
民
と
の
交
流
を
図
る
た

め
、
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
へ
の
看
護

師
派
遣
、
救
急
フ
ェ
ア
へ
の
救
急

救
命
士
派
遣
、
ふ
れ
あ
い
看
護
体

験
の
開
催
な
ど
、
地
域
に
開
か
れ

た
病
院
と
し
て
地
域
住
民
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
た
。
ま

た
、
各
種
協
議
会
や
委
員
会
に
医

療
の
専
門
家
と
し
て
参
画
す
る
こ

と
な
ど
、
所
期
の
成
果
等
を
概
ね

得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
行
政
が
主
催
す
る
協
議
会
、
会

議
へ
の
参
画
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
、
ふ
れ
あ
い
看

護
体
験
な
ど
地
域
に
開
か
れ
た
病

院
の
役
割
に
努
め
て
い
る
。

 

・
地
域
貢
献
は
時
間
を
割
く
の
が

な
か
な
か
難
し
い
分
野
だ
が
、
ト
ラ

イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
の
受
入
再
開
等

を
評
価
す
る
。
た
だ
、
実
働
時
間

は
や
は
り
あ
ま
り
多
く
な
い
。

 

・
病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
の
項
目

が
未
達
で
あ
る
も
の
の
、
地
域
社

会
と
の
協
働
の
推
進
に
つ
い
て
、

所
期
の
成
果
等
は
概
ね
得
ら
れ
て

い
る
。
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１
 
地
域
社
会
へ
の
貢
献

 
（２
）市
施
策
へ
の
協
力

 

  

中 期 目 標  

本
市
で
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
と
な
る
総
合
計
画
に
沿
っ
た
施
策

が
展
開
さ
れ
る
。
今
後
も
継
続
的
に
実
施
さ
れ
る
施
策
や
新
た
に
展
開
さ
れ
る
施
策
に
対
し
て
、

積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
。

 

 
法
人

 
自
己
評
価

 
委
員
会

 
評
価

 
市

 
評
価

 

３
 

３
 

３
 

 

中
期
計
画

 
年
度
計
画

 
優 先 度  

法
人
の
自
己
評
価

 
評
価
、
意
見
な
ど

 
達
成

 
状
況

 
判
断
理
由
（
実
施
状
況
な
ど
）
 

 ・
加
古
川
市
の
施
策
に
積
極
的
に
協
力

を
行
う
。
 

 ・
加
古
川
市
の
施
策
に
積
極
的
に
協
力

す
る
。
 

 
 

〇
 

 ・
加
古
川
市
が
実
施
す
る
健
診
事
業
や
予
防
接
種
事
業
な
ど
の
実
施
施
設
と
し
て
協
力
し
た
。
 

・
産
後
ケ
ア
事
業
、
医
療
的
ケ
ア
児
短
期
入
所
事
業
な
ど
国
や
市
が
推
進
し
て
い
る
事
業
へ
協
力
し

た
。
 

・
加
古
川
養
護
学
校
の
修
学
旅
行
へ
小
児
科
医
師
、
看
護
師
が
同
行
し
た
。
 

・
加
古
川
市
国
際
交
流
協
会
が
主
催
す
る
障
害
児
の
海
外
派
遣
に
小
児
科
医
医
師
が
同
行
を
調
整
し

て
い
た
が
、
参
加
者
希
望
者
が
少
な
く
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
と
な
っ
た
。

 

・
加
古
川
市
の
イ
ベ
ン
ト
（
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
、
加
古
川
マ
ラ
ソ
ン
）
に
救
護
班
と
し
て
医
師
・
看
護
師
を
派

遣
し
た
。
 

・
加
古
川
市
消
防
本
部
が
実
施
す
る
救
急
フ
ェ
ア
に
救
命
救
急
士
と
ド
ク
タ
ー
カ
ー
を
派
遣
し
、
啓
発
活

動
を
行
っ
た
。

 

・
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
の
受
入
を
再
開
し
た
。
 

 （
課
題
と
今
後
の
取
組
方
針
） 

積
極
的
に
協
力
を
し
て
い
く
。

 

                 

【
加
古
川
市
】 

・
加
古
川
市
が
実
施
す
る
健
診
事

業
や
予
防
接
種
事
業
の
実
施
機

関
と
し
て
協
力
し
た
ほ
か
、
加
古

川
養
護
学
校
の
修
学
旅
行
へ
看

護
師
が
同
行
す
る
な
ど
、
所
期
の

成
果
等
を
概
ね
得
て
い
る
。

 

 【
評
価
委
員
会
】 

・
今
後
も
加
古
川
市
と
連
携
を
図

り
、
市
施
策
へ
の
協
力
を
期
待
す

る
。
 

・
加
古
川
市
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
に

救
護
班
の
派
遣
を
す
る
等
、
地
域

社
会
と
の
協
働
を
進
め
た
。

 

・
今
後
も
、
更
に
協
力
で
き
る
場
面

を
模
索
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
ほ
し
い
。
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５
 
予
算
（
人
件
費
を
含
む

。
）、

収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
 

①
 
予
算
（
令
和

6
（

20
24
）
年
度
）
 

 
 
 
 
 
（
単
位
：
百
万
円
）

 

区
分

 
予
算
額
 

決
算
額
 

差
引
 

決
算
－
予
算

 

収
入

 
 
 
営
業
収
益

 
 
 
 
 
医
業
収
益

 
 
 
 
 
運
営
費
負
担
金

 
 
 
 
 
そ
の
他
営
業
収
益

 
 
 
営
業
外
収
益

 
 
 
 
 
運
営
費
負
担
金

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
営
業
外
収
益

 
 
 
資
本
収
入

 
 
 
 
 
運
営
費
負
担
金

 
 
 
 
 
長
期
借
入
金

 
 
 
 
 
そ
の
他
資
本
収
入

 
 
 
そ
の
他
の
収
入

 
 
 
計

 

 

2
9
,
8
6
8 

2
8
,
0
5
4 

1
,
5
5
9 

2
5
5 

2
7
7 

1
1
9 

1
5
8 

2
,
1
3
5 

7
5 

2
,
0
6
0 

－
 

－
 

3
2
,
2
8
0 

 

2
9
,
9
6
0 

2
8
,
2
5
5 

1
,
4
8
0 

2
2
5 

3
1
4 

1
0
5 

2
0
9 

1
,
5
5
9 

7
5 

1
,
4
8
2 3
 

－
 

 
 

3
1
,
8
3
4 

 

9
2 

2
0
1 

△
7
9 

△
3
0 

3
7 

△
1
4 

5
1 

△
5
7
6 

－
 

△
5
7
8 3
 

－
 

△
4
4
6 

支
出

 
 
 
営
業
費
用

 
 
 
 
 
医
業
費
用

 
 
 
 
 
 
 
給
与
費

 
 
 
 
 
 
 
材
料
費

 
 
 
 
 
 
 
経
費

 
 
 
 
 
 
 
研
究
研
修
費

 
 
 
 
 
一
般
管
理
費

 
 
 
営
業
外
費
用

 
 
 
臨
時
損
失

 
資
本
支
出

 
 
 
 
 
建
設
改
良
費

 
 
 
 
 
償
還
金

 
 
 
 
 
そ
の
他
資
本
支
出

 
 
 
そ
の
他
の
支
出

 
 
 
計

 

 

2
7
,
7
2
8 

2
7
,
0
7
5 

1
2
,
6
3
8 

9
,
8
5
5 

4
,
3
2
5 

2
5
7 

6
5
3 

2
7
3 

－
 

3
,
8
9
5 

2
,
0
6
0 

1
,
8
2
4 

1
1 

－
 

3
1
,
8
9
6 

 

2
7
,
1
1
8 

2
6
,
5
1
3 

1
2
,
2
0
7 

1
0
,
1
0
3 

4
,
1
0
0 

1
0
3 

6
0
5 

2
6
2 

－
 

3
,
2
1
0 

1
,
5
3
5 

1
,
6
6
6 9
 

－
 

3
0
,
5
9
1 

 

△
6
1
0 

△
5
6
2 

△
4
3
1 

2
4
8 

△
2
2
5 

△
1
5
4 

△
4
8 

△
1
1 

－
 

△
6
8
5 

△
5
2
5 

△
1
5
8 

△
2 

－
 

△
1
,
3
0
5 

（
注
１
）
計
数
は
原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
表
示
単
位
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
で
一
致
し
な
い

も
の
が
あ
る
。
 

（
注
２
）
期
間
中
の
診
療
報
酬
、
給
与
の
改
定
、
物
価
の
変
動
及
び
消
費
税
の
改
定
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
 

 【
人
件
費
】
 

期
間
中
総
額

12
,
6
8
4
百
万
円
（
一
般
管
理
費
の
う
ち

47
7
百
万
円
を
含
む
。
）
を
支
出
す
る
。
 

な
お
、
当
該
金
額
は
、
法
人
の
役
職
員
に
係
る
報
酬
、
基
本
給
、
諸
手
当
、
法
定
福
利
費
、
退
職
手
当
の

額
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

【
運
営
費
負
担
金
の
繰
出
基
準
等
】
 

救
急
医
療
等
の
行
政
的
経
費
及
び
高
度
医
療
等
の
不
採
算
経
費
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
総
務
省
が
発
出

す
る
「
地
方
公
営
企
業
繰
出
金
に
つ
い
て
」
に
準
じ
た
考
え
方
に
よ
る
。
 

建
設
改
良
費
及
び
長
期
借
入
金
等
元
利
償
還
金
に
充
当
さ
れ
る
運
営
費
負
担
金
等
に
つ
い
て
は
、
料
金

助
成
の
た
め
の
運
営
費
負
担
金
等
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
用
地
取
得
に
係
る
建
設
改
良
費
及
び
長
期
借
入
金
元
金
償
還
金
に
充
当
さ
れ
る
運
営
費
負
担

金
等
に
つ
い
て
は
、
資
本
助
成
の
た
め
の
運
営
費
負
担
金
等
と
す
る
。
 

 ②
 
収
支
計
画
（
令
和

6
（

20
24
）
年
度

) 

（
単
位
：
百
万
円
）

 

区
分

 
予
算
額
 

決
算
額
 

差
引
 

決
算
－
予
算

 

収
益
の
部

 
 
 
営
業
収
益

 
 
 
 
 
医
業
収
益

 
 
 
 
 
運
営
費
負
担
金
収
益

 
 
 
 
 
そ
の
他
営
業
収
益

 
 
 
営
業
外
収
益

 
 
 
 
 
運
営
費
負
担
金
収
益

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
営
業
外
収
益

 
 
 
臨
時
利
益

 

3
0
,
1
5
6 

2
9
,
8
8
9 

2
8
,
0
1
3 

1
,
2
2
9 

6
4
7 

2
6
7 

1
1
9 

1
4
8 

－
 

3
0
,
2
7
9 

2
9
,
9
7
7 

2
8
,
2
0
8 

1
,
1
4
0 

6
2
9 

3
0
2 

1
0
5 

1
9
7 

－
 

1
2
3 

8
8 

1
9
5 

△
8
9 

△
1
8 

3
5 

△
1
4 

4
9 

－
 

費
用
の
部

 
 
 
営
業
費
用

 
 
 
 
 
医
業
費
用

 
 
 
 
 
 
 
給
与
費

 
 
 
 
 
 
 
材
料
費

 
 
 
 
 
 
 
経
費

 
 
 
 
 
 
 
減
価
償
却
費

 
 
 
 
 
 
 
資
産
減
耗
費

 
 
 
 
 
 
 
研
究
研
修
費

 
 
 
 
 
一
般
管
理
費

 
 
 
営
業
外
費
用

 
 
 
臨
時
損
失

 

3
0
,
1
5
5 

2
8
,
4
5
0 

2
7
,
7
8
5 

1
2
,
8
5
9 

8
,
9
5
9 

3
,
9
8
6 

1
,
7
3
5 6
 

2
4
0 

6
6
5 

1
,
6
9
5 

1
0 

2
9
,
4
0
4 

2
7
,
7
7
8 

2
7
,
1
5
3 

1
2
,
3
7
6 

9
,
1
6
9 

3
,
7
7
6 

1
,
7
3
4 3
 

9
6 

6
2
5 

1
,
6
1
9 7
 

△
7
5
1 

△
6
7
2 

△
6
3
2 

△
4
8
3 

2
1
0 

△
2
1
0 

△
1 

△
3 

△
1
4
4 

△
4
0 

△
7
6 

△
3 

純
利
益

 
目
的
積
立
金
取
崩
額

 
総
利
益

 

2
 

－
 

2
 

 
8
7
5 

－
 

8
7
5 

8
7
3 

－
 

8
7
3 

（
注
１
）
計
数
は
原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
表
示
単
位
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
で
一
致
し
な
い

も
の
が
あ
る
。
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③
 
資
金
計
画
（
令
和

6
（

20
24
）
年
度
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）

 

区
分

 
予
算
額
 

決
算
額
 

差
引
 

決
算
－
予
算

 

資
金
収
入

 
 
 
業
務
活
動
に
よ
る
収
入

 
 
 
 
 
診
療
業
務
に
よ
る
収
入

 
運
営
費
負
担
金
に
よ
る
収
入

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
業
務
活
動
に
よ
る
収
入

 
 
 
投
資
活
動
に
よ
る
収
入

 
 
 
 
 
運
営
費
負
担
金
に
よ
る
収
入

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
投
資
活
動
に
よ
る
収
入

 
 
 
財
務
活
動
に
よ
る
収
入

 
 
 
 
 
長
期
借
入
に
よ
る
収
入

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
財
務
活
動
に
よ
る
収
入

 
 
 
前
年
度
よ
り
の
繰
越
金

 

5
1
,
2
6
4 

2
9
,
8
0
4 

2
8
,
0
5
4 

1
,
3
3
7 

4
1
3 

4
1
6 

4
1
6 

－
 

2
,
0
6
0 

2
,
0
6
0 

－
 

1
8
,
9
8
4 

5
4
,
4
2
2 

2
9
,
7
8
3 

2
8
,
1
9
0 

1
,
2
4
5 

3
4
8 

4
7
1 

4
1
5 

5
7 

1
,
4
8
2 

1
,
4
8
2 

－
 

2
2
,
6
8
6 

3
,
1
5
8 

△
2
1 

1
3
6 

△
9
2 

△
6
5 

5
5 

△
1 

5
7 

△
5
7
8 

△
5
7
8 

－
 

3
,
7
0
2 

資
金
支
出

 
 
 
業
務
活
動
に
よ
る
支
出

 
 
 
 
 
給
与
費
支
出

 
 
 
 
 
材
料
費
支
出

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
業
務
活
動
に
よ
る
支
出

 
 
 
投
資
活
動
に
よ
る
支
出

 
 
 
 
 
有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
投
資
活
動
に
よ
る
支
出

 
 
 
財
務
活
動
に
よ
る
支
出

 
 
 
 
 
長
期
借
入
の
返
済
に
よ
る
支
出

 
 

 
 

 
移

行
前

地
方

債
償

還
債

務
の

償
還

に

よ
る
支
出

 
 
 
 
 
そ
の
他
の
財
務
活
動
に
よ
る
支
出

 
翌
事
業
年
度
へ
の
繰
越
金

 

5
1
,
2
6
4 

2
8
,
0
0
1 

1
3
,
1
1
5 

9
,
8
5
5 

5
,
0
3
1 

2
,
0
7
1 

2
,
0
6
0 

1
1 

1
,
8
2
4 

1
,
8
2
4 

－
  

－
 

1
9
,
3
6
8 

5
4
,
4
2
2 

2
7
,
2
5
4 

1
2
,
9
5
5 

1
0
,
0
3
7 

4
,
2
6
1 

5
,
2
1
3 

5
,
0
6
7 

1
4
7 

1
,
6
6
6 

1
,
6
6
6 

－
  

－
 

2
0
,
2
9
0 

3
,
1
5
8 

△
7
4
7 

△
1
6
0 

1
8
2 

△
7
7
0 

3
,
1
4
2 

3
,
0
0
7 

1
3
6 

△
1
5
8 

△
1
5
8 

－
  

－
 

9
2
2 

（
注
１
）
計
数
は
原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
表
示
単
位
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
で
一
致
し
な
い

も
の
が
あ
る
。
 

（
注
２
）
期
間
中
の
診
療
報
酬
、
給
与
の
改
定
、
物
価
の
変
動
及
び
消
費
税
の
改
定
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
 

    

６
 
短
期
借
入
金
の
限
度
額
 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

（
１
）
限
度
額
 
3
,
0
0
0
百
万
円

 

（
２
）
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入

金
の
発
生
事
由
 

・
賞
与
の
支
給
等
に
よ
る
一

時
的

な
資

金
不

足
へ

の

対
応
 

・
予
定
外
の
退
職
者
の
発
生

に
伴

う
退

職
手

当
の

支

給
等
、
偶
発
的
な
出
費
へ

の
対
応
 

（
１
）
限
度
額

3,
00
0
百
万
円

 

（
２
）
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入

金
の
発
生
事
由
 

 
・
賞
与
の
支
給
等
に
よ
る
一

時
的

な
資

金
不

足
へ

の

対
応
 

 
・
予
定
外
の
退
職
者
の
発
生

に
伴

う
退

職
手

当
の

支

給
等

、
偶
発
的
な
出
費
へ

の
対
応
 

令
和

6（
2
0
2
4）

年
度
に
お
い
て
、

短
期

借
入

金
は

発
生

し
な

か
っ

た
。
 

 ７
 

出
資

等
に

係
る

不
要

財
産

又
は

出
資

等
に

係
る

不
要

財
産

と
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
財

産
及

び
そ
の
他
の
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

 ８
 
剰
余
金
の
使
途
 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

決
算

に
お

い
て
剰

余
を

生
じ

た
場
合
は
、
病
院
施
設
の
整
備

、

医
療

機
器

の
購

入
、

教
育

・
研

修
体

制
の

充
実

、
将

来
の

資
金

需
要

に
対

応
す

る
た

め
の

預
金

等
に
充
て
る
。
 

決
算

に
お

い
て
剰

余
を

生
じ

た
場
合
は
、
病
院
施
設
の
整
備

、

医
療

機
器

の
購

入
、

教
育

・
研

修
体

制
の

充
実

、
将

来
の

資
金

需
要

に
対

応
す

る
た

め
の

預
金

等
に
充
て
る
。
 

計
画
通
り
と
す
る
。
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９
 
料
金
に
関
す
る
事
項
 

１
）
料
金
 中

期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

病
院

の
診

療
料

金
及

び
そ

の

他
の

諸
料

金
は

次
に

定
め

る

額
と
す
る
。
 

（
１
）
健
康
保
険
法
（
大
正

1
1

年
法
律
第

7
0
号
）
、
高
齢
者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律

（
昭
和

5
7
年
法
律
第

80
号

）、

そ
の

他
の

法
令

等
に

よ
り

診
療

を
受
け
る
者
に
係
る
料
金
 

当
該

法
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。
 

（
２
）
前
項
の
規
定
に
な
い
料
金

 

①
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法

（
昭
和

2
2
年
法
律
第

50
号
）

の
規

定
に

よ
り

診
療

を
受

け
る

者
 

兵
庫

労
働

局
長

と
協

定
し

た
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
 

②
地

方
公

務
員

災
害

補
償

法

（
昭
和

4
2
年
法
律
第

12
1
号
）

の
規

定
に

よ
り

診
療

を
受

け
る

者
 

地
方

公
務

員
災

害
補

償
基

金
支

部
長

と
協

定
し

た
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

方
法

に
よ

り
算
定
し
た
額
 

③
前

２
号

以
外

の
も

の
に

つ

い
て

は
、

別
に

理
事

長
が

定
め

る
額

  

病
院

の
診

療
料

金
及

び
そ

の
他

の
諸

料
金

は
次

に
定

め
る

額
と

す
る
。
 

（
１
）
健
康
保
険
法
（
大
正

1
1

年
法
律
第

7
0
号

）
、
高
齢
者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律

（
昭
和

5
7
年
法
律
第

80
号

）
、

そ
の

他
の

法
令

等
に

よ
り

診
療

を
受
け
る
者
に
係
る
料
金
 

当
該

法
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。
 

（
２

）
前
項
の
規
定
に
な
い
料
金

 

①
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法

（
昭
和

2
2
年
法
律
第

5
0
号
）

の
規

定
に

よ
り

診
療

を
受

け
る

者
 

兵
庫

労
働

局
長

と
協

定
し

た
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
 

②
地

方
公

務
員

災
害

補
償

法

（
昭
和

4
2
年
法
律
第

12
1
号
）

の
規

定
に

よ
り

診
療

を
受

け
る

者
 

地
方

公
務

員
災

害
補

償
基

金
支

部
長

と
協

定
し

た
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

方
法

に
よ

り
算
定
し
た
額

 
③

前
２

号
以

外
の

も
の

に
つ

い

て
は

、
別

に
理

事
長

が
定

め
る

額
 

 

計
画

か
ら

の
変

更
は

な
か

っ

た
。
 

 

   

 ２
）
料
金
の
減
免
 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

理
事
長
は

、
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
は

、
料
金
の
全

部
又

は
一

部
を

減
免

す
る

こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

理
事
長
は

、
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
は

、
料
金
の
全

部
又

は
一

部
を

減
免

す
る

こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

令
和

6（
20
24
）
年
度
に
お
い
て

理
事

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

減
免
は
な
か
っ
た
。
 

 １
０
 
地
方
独
立
行
政
法
人
加
古
川
市
民
病
院
機
構
の
業
務
運
営
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

2
3
年
規

則
第

8
号
）
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
 

①
 
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 
（
令
和

6
（

20
24
）
年
度
）
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
百
万
円
）
 

施
設
及
び
整
備
の
内
容
 

中
期
計
画

 
(令

和
3(
2
02
1
)～

 
令
和

7
(2
0
25
)
年
度
) 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

病
院
施
設
、
医
療
機
器
等
整
備
 

1
3
,
3
1
7 

2
,
0
6
0 

1
,
5
3
5 

 ②
 
人
事
に
関
す
る
計
画
 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

（
１

）
目

指
す

べ
き

病
院

の
機

能
や

役
割

を
果

た
す

上
で

必
要

な
人

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

業
務

運
営

に
考

慮
し

た
体

制
及

び
組

織
を

構
築
す
る
。
 

（
２

）
業

績
や

能
力

を
処

遇
へ

反
映

さ
せ

る
人

事
評

価
制

度
を

効
果

的
に

運
用

で
き

る
よ

う
、

教
育

・
研

修
体

制
の

充
実

に
よ

っ
て

個
々

の
職

員
の

能
力

開
発

や
人

材
育

成
を

推
進

す
る

た
め

の
人
事
管
理
を
行
う
。
 

（
１

）
目

指
す

べ
き

病
院

の
機

能
や

役
割

を
果

た
す

上
で

必
要

な
人

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

業
務

運
営

に
考

慮
し

た
体

制
及

び
組

織
を

構
築
す
る
。
 

（
２

）
業

績
や

能
力

を
処

遇
へ

反
映

さ
せ

る
人

事
評

価
制

度
を

効
果

的
に

運
用

で
き

る
よ

う
、

教
育

・
研

修
体

制
の

充
実

に
よ

っ
て

個
々

の
職

員
の

能
力

開
発

や
人

材
育

成
を

推
進

す
る

た
め

の
人
事
管
理
を
行
う
。
 

（
１

）
病

院
の

稼
働

状
況

や
果

た
す

べ
き

役
割

に
対

応
す

る
た

め
に

必
要

な
人

員
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
各

部
門

の
定

員
及

び
採

用
計

画
に

基
づ

き
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

業
務

運
営

体
制

及
び
組
織
を
構
築
し
た
。
 

（
２

）
業

績
や

能
力

を
処

遇
へ

反
映

さ
せ

る
人

事
評

価
制

度
を

効
果

的
に

運
用

す
る

と
と

も

に
、

教
育

支
援

セ
ン

タ
ー

の
充

実
に

よ
っ

て
職

員
の

能
力

開
発

や
人
材
育
成
を
推
進
さ
せ
た
。
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③
 
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
計
画
 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

実
 
 
績
 

 
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

に
つ

い
て

は
、

病
院

施
設

の
整

備
、

医
療

機
器

の
購

入
、

教
育

・
研

修
体

制
の

充
実

等
に

充
て
る
。
 

な
し
 

な
し
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地方独立行政法人加古川市民病院機構の業務実績に関する評価の基本方針 

 

平成 30 年７月 25 日 

市長決定 

 

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 28 

条第１項の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構（以下「法

人」という。）の業務実績に関する評価を実施するにあたっては、この基本方

針に基づき行うものとする。 

 

１ 評価の方針 

（１）法人が行う業務の公共性及び透明性の確保並びに法人が中期目標を達成

するための業務の質の向上並びに業務運営の改善及び効率化に資すること

を目的に評価を行う。 

（２）法第 28 条第２項及び地方独立行政法人加古川市民病院機構の業務運営等

に関する規則第８条の規定に基づき法人から提出される業務の実績及び当

該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書（以下「実績報

告書」という。）をもとに、中期目標の達成に向けた中期計画及び年度計画

の進捗状況を適正に確認し、分析した上で次の観点から総合的に判断して

評価を行う。 

ア 業務運営の改善及び効率化等の特色ある取組や様々な工夫、また、中期

計画及び年度計画に記載していない事項であっても地域医療の充実など

に寄与する取組については、積極的に評価する。 

イ 救急医療及び高度医療をはじめとした安全で良質な医療を提供すると

ともに、地域の医療機関及び加古川市と連携して、住民の健康の維持及び

増進への寄与を考慮する。 

ウ 単に実績数値にとらわれることなく、地域医療の状況や診療報酬の改

定など法人を取り巻く環境の変化などを考慮する。 

（３）評価を行うにあたっては、あらかじめ地方独立行政法人加古川市民病院機

構評価委員会の意見を聴取する。 

（４）市民にとってわかりやすい評価を実現し、透明性の確保及び市民への説明

責任の徹底（見える化）を図るものとする。 

（５）評価の方法については、法人を取り巻く環境の変化などを踏まえ、一層適

切なものとなるよう、必要に応じて見直しを行う。 

 

２ 評価方法 

（１）評価の種類と実施時期 

ア 年度評価 

毎事業年度終了後に実施する。 
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イ 中期目標期間見込評価 

中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度終了後に実施する。 

ウ 中期目標期間評価 

中期目標期間の最後の事業年度終了後に実施する。 

  エ  年度見込評価 

事業年度途中の業務運営状況をもって、次事業年度の法人の業務運営

に反映させるなど、必要がある場合は、毎事業年度の途中に実施する。 

（２）実施要領 

年度評価、中期目標期間見込評価及び中期目標期間評価に係る評価の詳

細については、それぞれ別途実施要領を定めるものとする。 

年度見込評価については、評価時点における実績に加え、期間終了時まで

の見込みも考慮したうえで、年度評価に準じて行う。 

 

３ 自己評価結果の活用 

法人から質の高い実績報告書が提出され、かつ、それについて十分な説明 

責任が果たされている場合は、法人の自己評価を最大限活用し、当該自己評

価の正当性の観点から業務の実施状況を確認すること等を通じて、適正かつ

合理的に評価を行う。 

 

４ 評価結果の活用 

（１）評価結果を遅滞なく法人に通知するとともに、法第28条第６項に基づき、

業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

（２）評価結果を法人へ通知したときは、遅滞なくその通知に係る事項を議会に

報告するとともにホームページ等において公表する。 

（３）法人は、法第 29 条に基づき、評価の結果を、中期計画及び年度計画並び

に業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の

反映状況を公表するものとする。 

（４）法第 30 条に基づき法人の業務継続の必要性及び組織のあり方等に関する

検討を行うにあたっては、中期目標期間の各年度の評価結果及び中期目標

期間見込評価を踏まえるものとする。また、次期中期目標の策定及び法人が

作成した次期中期計画の承認にあたっても、同様とする。 
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地方独立行政法人加古川市民病院機構 年度評価実施要領 

 

平成 30年７月 25日 

福祉部長決定 

一部改正 令和４年６月 20日 

健康医療部長決定 

 

 

地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号。以下「法」という。）第 28条

の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構（以下「法人」という。）

の毎事業年度の終了後、当該事業年度に係る業務の実績に関する評価（以下「年

度評価」という。）を実施するにあたっては、「地方独立行政法人加古川市民病

院機構の業務実績に関する評価の基本方針（平成 30年７月 25日決定）」を踏ま

えながら、この年度評価実施要領に基づき行うものとする。 

 

１ 評価方法 

年度評価は、毎事業年度終了後３月以内に法人から提出される当該事業年

度の業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした

報告書（以下「実績報告書」という。）等をもとに、法人からの意見聴取を踏

まえて業務の実施状況を確認及び分析し、別表１のとおり小項目評価及び大

項目評価で構成される「項目別評価」並びに「全体評価」により行う。なお、

小項目評価及び大項目評価の評価項目は、別表２で定める項目とする。 

また、評価を行うときは、あらかじめ、地方独立行政法人加古川市民病院

機構評価委員会（以下「評価委員会」という。）から意見を聴取する。 

 

２ 法人による自己評価 

（１）項目別評価 

ア 小項目評価 

法人は、毎事業年度の年度計画に掲げる「第２から第５」の事項の小

項目評価の評価項目ごとに、年度計画の実施状況や達成状況を正確に記

載するとともに、別表３による自己評価を行い、実績報告書を作成する。 

また、年度計画の実施状況等については、法人として、年度計画に目

標値がある場合はその達成度を、定性的な目標の場合は具体的な業務実

績や成果を把握した上で記載する。年度計画にない特色ある取組につい

ては、特記事項として記載するとともに、年度計画を達成できなかった

場合における理由その他今後の課題についても明らかにする。 

イ 大項目評価 

法人は、小項目評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて大項

目ごとの評価点を算出するとともに、特記事項の記載内容を考慮し、年

度計画に掲げる「第２から第５」の大項目ごとに中期目標及び中期計画
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の達成に向けた業務の進捗状況又は達成状況について、別表４による評

価を行う。 

（２）全体評価 

法人は、項目別評価の結果から別表２の評点の配分比率及び加点比率

に応じて算出される全体の評価点を踏まえ、中期目標及び中期計画の達

成に向けた全体的な進捗状況又は達成状況について、別表５による評価

により総合的な自己評価を行う。 

 

３ 評価委員会による評価 

（１）項目別評価 

ア 小項目評価 

  実績報告書及び法人への意見聴取に基づき、法人の業務実績、自己評

価、前年度実績との比較などを検証し、年度計画の小項目ごとの達成状

況について確認及び分析し、別表３による評価を行う。 

イ 大項目評価 

    小項目評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて大項目ごとの

評価点を算出するとともに、特記事項の記載内容を考慮し、年度計画に

掲げる「第２から第５」の大項目ごとに中期目標及び中期計画の達成に

向けた業務の進捗状況又は達成状況について、別表４による評価を行う。

評価の際に考慮した事項及び判断理由も記載する。 

 

４ 市長による評価 

（１）項目別評価 

ア 小項目評価 

実績報告書及び法人への意見聴取並びに評価委員会評価に基づき、法 

人の業務実績、自己評価、前年度実績との比較などを検証し、年度計画

の小項目ごとの達成状況について確認及び分析し、別表３による評価を

行う。 

イ 大項目評価 

小項目評価の結果から別表２の評点の配分比率に応じて大項目ごとの 

評価点を算出するとともに、特記事項の記載内容及び評価委員会評価を

考慮し、年度計画に掲げる「第２から第５」の大項目ごとに中期目標及

び中期計画の達成に向けた業務の進捗状況又は達成状況について、別表

４による評価を行う。評価の際に考慮した事項及び判断理由も記載する。 

（２）全体評価 

項目別評価の結果から別表２の評点の配分比率及び加点比率に応じて

算出される全体の評価点を踏まえ、中期目標及び中期計画の全体的な進

捗状況又は達成状況について、別表５による評価及び記述式による評価

を行う。 

全体評価においては、中期目標及び中期計画の達成状況について総合
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的な視点から評価するとともに、業務運営の改善や効率化等の特色ある

取組や工夫、財務内容の改善その他の中期計画及び年度計画に記載して

いない事項であっても地域医療の充実などに寄与する取組について積極

的に評価することとする。 

また、評価には、法人への提言及び業務改善等の指摘などを付す。 

 

５ 評価委員会及び市長による評価にかかる留意事項 

（１）業務実績に目標値がある場合はその達成状況を、定性的な目標の場合は

具体的な業務実績や成果を把握した上で、計画を達成するために効果的な

取組が行われているかどうかなど、単に数値だけで判断するのでなくその

質についても考慮し、適正に評価を行う。 

（２）業務実績に影響を及ぼした要因についても考慮し、計画と実績の乖離に

ついて、その妥当性等を検証した上で、評価を行う。 

（３）評価委員会の評価が法人の自己評価と判断が異なる場合並びに市長の評

価が法人の自己評価及び評価委員会の評価と判断が異なる場合は、その判

断理由等を示すほか、必要に応じ特筆すべき事項を記載する。 

 

６ その他 

（１）実績報告書の様式は、様式１のとおりとする。 

（２）本実施要領については、法人を取り巻く環境の変化などを踏まえ、必要 

に応じて見直しを行う。 

（３）中期目標期間の最終事業年度の直前の事業年度の年度評価と中期目標期

間に係る業務の実績に関する見込評価とを同時期に行う場合及び中期目標

期間の最終事業年度の年度評価と中期目標期間に係る業務の実績に関する

評価とを同時期に行う場合は、年度評価の項目別評価及び全体評価を省略

することができる。 
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別表１ 年度評価における評価項目 

区分 評価項目 

項目別評価  

 小項目評価 

 

年度計画に対する小項目及び小項目に記載されている取組事項ご 

との達成状況 

大項目評価 中期目標及び中期計画に対する次の４項目ごとの進捗状況 

１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

３ 財務内容の改善に関する事項 

４ その他業務運営に関する重要事項 

全体評価 年度計画及び中期計画の全体的な進捗状況 

備考 

 １ 年度評価は、小項目評価の結果を基に、大項目評価、全体評価の結果を順次導くこ

とを基本とする。 

２ 小項目評価は、原則、中期計画の小項目に対して年度計画に記載されている事項を

評価項目とするが、小項目がないものは中項目を評価項目とする。 

 ３ 中期計画に掲げる第６から第 10に係る項目（予算等、短期借入金、財産処分、剰余

金、料金に関する事項）に対する年度計画の実績については、経常収支の改善を評価

項目とし、第 11に係る項目（規則で定める業務運営に関する事項）に対する年度計画

の実績については、業務運営の改善及び効率化に関する事項及び財務内容の改善に関

する事項について評価する際の参考資料として、項目別評価における評価項目とはし

ない。 

 

 

-59-



 

別表２ 評点の配分比率 

以下の項目については加点項目とし、全体評価の評価点の算出方法のとおり加点する。 

備考 

１ 大項目評価の評価点（X）の算出方法 

…（小項目評価の評点×ａ）の大項目内の合計÷ｃ 

２ 全体評価の評価点（Y）の算出方法 

…｛（小項目評価の評点×ａ）の全小項目の合計＋(加点項目の評点×加点比率）}÷100 

中期計画・年度計画に定める項目  配分比率（％） 

大項目 中項目 
小項目 

（小項目評価の評価項目） 
小 中 大 

ａ ｂ ｃ 

１ 住民に対し
て提供するサ
ービスその他
の業務の質の
向上に関する
事項 

１ 公立病院と
しての役割の
発揮と責務の
遂行 

(１) 救急医療への対応 5 

20 

70 

(２) 災害時における機能の強化 5 

(３) 感染症対策の強化 5 

(４) 地域の中核医療機関としての役割の
発揮 

5 

２ 高度・専門
医療の提供 

(１) がん医療の充実 5 

40 

(２) 循環器疾患にかかる医療の充実 5 

(３) 消化器疾患にかかる医療の充実 5 

(４) 周産期医療の充実 5 

(５) 小児医療の充実 5 

(６) センター診療機能の更なる充実 5 

(７) 総合診療体制とチーム医療の充実 5 

(８) 高度・専門医療を提供する人材の確
保と育成 

5 

３ 安全で信頼
される医療の
提供 

(１) 医療安全管理及び感染対策の徹底 5 
10 

(２) 患者とともに進める医療の推進とサ
ービスの充実 

5 

２ 業務運営の
改善及び効率
化に関する事
項 

１ 自律性・機
動性・透明性の
高い組織運営 

(１) 効率的・効果的な組織運営 4 
8 

18 

(２) コンプライアンスの徹底 4 

２  働 き や す
く、やりがいの
ある職場づく
り 

(１) やりがいづくり、モチベーションア
ップへの取組の充実 

5 
10 

(２) 働き方改革の推進 5 

３ 財務内容の
改善に関する
事項 

１ 経営基盤の強化 5 
10 10 

２ 収入の確保及び費用の最適化 5 

４ その他業務
運営に関する
重要事項 

１ 地域社会へ
の貢献 

(１) 地域社会との協働の推進 2 2 2 

４項目 ８項目 ２１項目 100％ 

大項目 中項目 小項目 加点比率(％) 

４ その他業務
運営に関する
重要事項 

１ 地域社会へ
の貢献 

(２) 市施策への協力 3 
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別表３ 小項目評価における評価の基準 

項

目 

評価 

(評点) 
コメント 

評価の基準 

数値目標 定性的な取組目標 

小

項

目 

５ 

(５) 

年度計画を十分に 

達成している 

達成度が 100％以上

であるとき 

所期の目的を上回る優れた成果

等を得たとき 

（特に認める場合） 

４ 

(４) 

年度計画を 

達成している 

達成度が 90％以上

100％未満であると

き 

所期の成果等を得たとき 

（取組事項が概ね「○」※） 

３ 

(３) 

年度計画を概ね達成

している 

達成度が 80％以上

90％未満であるとき 

所期の成果等を概ね得たとき 

（主要な取組事項が「○」） 

２ 

(２) 

年度計画の達成には 

やや不十分である 

達成度が 70％以上

80％未満であるとき 

取り組んではいるが、所期の成

果等を得られなかったとき 

（取組事項の「△」「×」が 60％

以上） 

１ 

(１) 

年度計画の達成には 

不十分である 

達成度が 70％未満で

あるとき 

取組が行われていないとき、又

は重大な改善すべき事項がある

とき 

（特に認める場合） 

小

項

目

内

の

取

組

事

項 

○ 達成 
達成度が 95％以上で

あるとき 

取組の結果、所期の成果等を得

たとき 

△ やや不十分 
達成度が 70％以上

95％未満であるとき 

取組の結果、十分に所期の成果

等を得られなかったとき 

× 不十分 
達成度が 70％未満で

あるとき 

取組が行われていないとき、又

は所期の成果から著しく乖離し

ているとき 

備考 

 １ 小項目内に複数の取組事項（数値目標を含む）がある場合、取組事項ごとに評価の

基準と照らし合わせた上で、小項目評価は総合的に判断する。 

  ２ 評価に当たっては、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされて

いる事項その他法人を取り巻く諸事情を考慮する。 

 ※ 取組事項が概ね「○」とは、取組事項のうち、法人の責によらない事由や特別な事

情等により△となったものを除き、取組事項が○である状態を指す。 
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別表４ 大項目評価における評価の基準 

評価 

(評点) 
コメント 評価の基準 

Ｓ 
中期目標・中期計画の達成に向けて、計画を大

幅に上回り、特に評価すべき進捗状況にある。 
４.５ ≦ Ｘ 

Ａ 
中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進ん

でいる。 
３.５ ≦ Ｘ ＜ ４.５ 

Ｂ 
中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に

進んでいる。 
２.５ ≦ Ｘ ＜ ３.５ 

Ｃ 
中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れ

ている。 
１.５ ≦ Ｘ ＜ ２.５ 

Ｄ 
中期目標・中期計画の達成のためには大幅に遅

れている、または重大な改善すべき事項がある。 
Ｘ ＜ １.５ 

備考 

 １ Ｘは、当該大項目内の各小項目評価の評点に別表２の配分比率を加味して導いた評

価点。 

 ２ 評価に当たっては、当該大項目内の各小項目評価の評点から大項目全体を機械的に

判断するだけでなく、必要に応じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされて

いる事項その他法人を取り巻く諸事情も考慮して行う。 

 

別表５ 全体評価における評価の基準 

評価 コメント 評価の基準 

Ｓ 
中期目標・中期計画の達成に向けて、計画を大

幅に上回り、特に評価すべき進捗状況にある。 
４.５ ≦ Y 

Ａ 
中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進ん

でいる。 
３.５ ≦ Y ＜ ４.５ 

Ｂ 
中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に

進んでいる。 
２.５ ≦ Y ＜ ３.５ 

Ｃ 
中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れ

ている。 
１.５ ≦ Y ＜ ２.５ 

Ｄ 
中期目標・中期計画の達成のためには大幅に遅

れている、または重大な改善すべき事項がある。 
Y ＜ １.５ 

備考 

１ Yは、全ての小項目評価の評点に別表２の配分比率及び加点比率を加味して導いた評

価点。 

 ２ 評価に当たっては、小項目評価の評点から機械的に判断するだけでなく、必要に応

じ、重要な意義を有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く

諸事情も考慮して行う。 
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